
八
不
沙
大
王
の
令
旨
碑
よ
り

杉

山

正

明

は

じ

め

に

一
石
刻
書
の
記
載

二

令

旨

の

緯

讃

三
八
不
沙
大
王
と
愛
令
年
次

回
北
の
本
領
ア
ル
グ
ン
河
昨

五
南
の
華
北
投
下
領
の
山
東
般
陽
路

お

わ

り

に
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は.

じ

め

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン

ロロ
m
m
2・
3
2
に
よ
っ
て
っ
く
り
だ
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
園
家
は
、

チ
ン
ギ
ス
一
族
を
頂
黙
に

さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ
ル

な
い
し
連
合
瞳
の
一
面
を
色
濃
く
も
っ
。

史
現
象
と
い
え
る
モ
ン
ゴ
ル
一
帝
園
に
つ
い
て
、
そ
の
支
配
の
根
源
と
な
る
園
家
の
構
造
や
政
権
の
基
盤
を
分
析
・
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど

う
し
て
も
こ
う
し
た
分
有
・
分
権
諸
勢
力
の
あ
り
ょ
う
を
、
で
き
れ
ば
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
は
た
し
て
ど
の
程
度
ま
で
文
献
・
物

謹
で
な
ぞ
れ
る
の
か
、
そ
の
限
界
ま
で
徹
底
し
て
あ
き
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
貧
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
圏
の
お
お
ま
か
な

で
展
開
す
る
諸
ウ
ル
ス
ミ

E
や
諸
集
圏
の
集
合
瞳
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
史
上
、
も
っ
と
も
突
出
し
た
歴
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輪
郭
さ
え
十
分
に
は
た
ど
る
こ
と
が
で
き
な
い
史
料
朕
況
で
あ
る
。
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研
究
封
象
を
中
園
を
ふ
く
め
た
モ
ン
ゴ
ル
東
方
地
域
に
か
ぎ
っ
た
場
合
で
も
、

か
つ
て
「
投
下
」
の
問
題
が
一
時
期
、

日
中
の
事
者
か
ら
さ

ら
に
は
欧
米
の
事
者
も
ま
き
こ
ん
で
熱
心
に
論
議
さ
れ
た
が
、
結
局
は
こ
れ
と
い
司
た
は
っ
き
り
し
た
結
論
と
映
像
と
を
と
り
む
す
べ
な
い
ま

ま
尻
す
ぼ
み
に
お
わ
っ
て
い
る
。

モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
漢
文
文
献
に
み
え
る
「
投
下
」
と
い
う
漢
語
は
、

モ
ン
ゴ
ル
王
族
・
貴
族
・
族
長
な
ど
の

遊
牧
首
長
・
領
袖
自
身
、
も
し
く
は
そ
の
理
下
の
遊
牧
集
圏
、

さ
ら
に
は
時
に
そ
の
所
領
と
属
民
を
も
さ
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
う
ち
の
集
圏

や
所
領
・
廃
民
に
つ
い
て
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
ア
イ
マ
ク
ミ
ミ
b
Q

に
相
嘗
す
る
と
み
ら
れ
る
。

よ
う
す
る
に
、
「
投
下
」

は

東
方
に
お
け
る

モ
ン
ゴ
ル
支
配
を
解
明
す
る
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
い
ろ
い
ろ
と
論
議
さ
れ
も
し
た
の
で
は
あ
っ
た
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
少

な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
は
研
究
が
事
質
上
た
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
あ
き
ら
か
に
貫
態
論
へ
の
糸
口
を
み
い
だ
せ

な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

「
投
下
」
の
論
議
も
ふ
く
め
て
、

モ
ン
ゴ
ル
集
圏
と
そ
の
所
領
に
か
か
わ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
ふ
り
か
え
る
と
、
全
瞳
を
つ
ら
ぬ
く
特
徴
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る
こ
と
に
気
づ
く
。

お
も
な
検
討
の
針
象
と
な
司
た
の
は
史
料
上
ま
だ
し
も
そ
れ
な
り
に
記
録
の
あ
り
そ
う
な
華
北
と
そ
の
周
迭
に
ほ
ぼ
か
ぎ
ら
れ
て
い

モ
ン
ゴ
ル
一
帝
園
に
と
っ
て
「
根
幹
の
地
」
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
存
績
・
展
開
し
た
遊
牧
諸
集
圏
に
つ
い
て
は
、

い
ま

と
し
て
、

に
い
た
る
ま
で
、

ほ
と
ん
ど
閣
の
な
か
と
い
っ
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
朕
況
で
あ
る
。

し
か
し
、
嘗
時
の
現
貫
で
は
、

「
投
下
」
と
よ
ば
れ
た

そ
れ
ぞ
れ
の
分
権
勢
力
は
、

た
い
て
い
の
場
合
、

モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
本
領
を
維
持
し
つ
つ
、
奮
金
領
の
華
北
と
奮
南
宋
領
の
江
南
に
分
領
を
も

つ
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
模
式
化
し
て
い
え
ば
、
集
圏
ご
と
に
北
か
ら
南
へ
遊
牧
本
領
、
華
北
投
下
領
、
江
南
采
邑
の
三
つ
の
部
分
が
い
わ

ば
「
串
だ
ん
ご
」
肢
に
つ
ら
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
た
ば
ね
た
も
の
が
、
大
カ
ア
ン
治
下
の
東
方
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
権
力
の
基
本

骨
格
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
三
箇
所
で
の
所
領
の
あ
り
か
た
と
意
味
あ
い
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
も
、

そ
う
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
ら
三
つ
は
ひ
と
つ
の
集
圏
の
所
属
地
・
櫨
盆
地
と
し
て
相
互
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
す
く
な
く
と
も
、
文
献
全
般
か
ら
う
け

る
印
象
で
は
そ
う
み
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
の
寅
態
や
三
箇
所
の
分
領
が
た
が
い
に
ど
の
よ
う
に
連
関
し
、
全
僅
で
ど
ん
な
機
能



を
は
た
し
て
い
た
か
と
い
う
肝
心
な
貼
は
、

ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。

片
を
ひ
ろ
い
あ
つ
め
、

こ
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
と
し
て
、
ひ
と
つ
に
は
か
つ
て
の
投
下
研
究
が
お
お
む
ね
そ
う
だ
つ
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
賓
の
断

そ
れ
ら
を
適
宜
に
よ
り
あ
わ
せ
て
ひ
と
つ
の
ト
ー
タ
ル
な
姿
を
お
も
い
え
が
く
と
い
う
や
り
か
た
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
え

る
。
し
か
し
、
本
来
は
別
々
の
集
圏
に
闘
す
る
こ
と
が
ら
の
、
し
か
も
し
ば
し
ば
モ
ン
ゴ
ル
高
原
・
華
北
・
江
南
と
地
域
も
ま
司
た
く
こ
と
な

る
こ
と
も
多
い
事
例
や
記
述
を
ひ
ら
た
く
の
ば
し
て
総
合
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
圏
・
地
域
が
か
か
え
る
事
情
は
あ
ま
り
に
も
多
様
す

(
1〉

ぎ
、
そ
れ
に
た
い
し
て
既
存
の
知
見
は
あ
ま
り
に
も
浅
薄
す
ぎ
る
。
無
理
に
組
合
化
を
い
そ
ぐ
と
、
現
寅
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の

世
界
に
飛
期
し
た
り
、
あ
る
い
は
不
用
意
な
論
断
に
か
た
む
き
か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
不
幸
な
先
例
は
、
け
司
し
て
少
な
く
な
い
。
現
時
貼
で

有
数
な
こ
と
は
、
彪
大
な
東
西
諸
語
文
献
の
な
か
か
ら
、
た
と
え
さ
さ
や
か
で
あ
っ
て
も
確
貫
な
個
別
事
例
を
抽
出
し
、
少
な
く
と
も
こ
れ
だ

け
は
う
た
が
い
な
い
と
い
え
る
具
瞳
像
を
ひ
と
つ
ず
つ
つ
み
か
さ
ね
て
い
く
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
中
園
地
方
志
に
移
録
さ
れ
た
ジ
ョ
チ
川
カ
サ
ル
同
om--ρ82
王
家
に
か
か
わ
る
あ
る
令
旨
碑
刻
を
て
が
か
り
に
、
元
代
モ
ン

ゴ
ル
王
家
と
そ
の
属
領
支
配
に
つ
い
て
、
特
に
遊
牧
本
領
と
華
北
投
下
領
に
焦
黙
を
あ
て
て
、

い
、
カ
サ
ル
王
家
の
場
合
、
も
と
よ
り
少
量
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

ひ
と
つ
の
サ
ン
プ
ル
を
呈
示
し
て
み
た
い
。
幸
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そ
れ
で
も
き
わ
め
て
珍
し
い
ほ
ど
に
具
韓
性
の
あ
る
文
献
上
・
考
古
上
の

情
報
が
ひ
と
と
お
り
そ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
右
の
令
旨
を
縦
糸
と
し
て
よ
り
あ
わ
せ
て
整
序
す
れ
ば
、
西
暦
二
ニ
・
四
世
紀
に
モ
ン
ゴ

ル
高
原
と
華
北
の
両
方
に
ま
た
が
っ
て
機
能
し
た
南
北
モ
ン
ゴ
ル
主
領
の
賓
態
に
つ
い
て
、
小
さ
な
一
歩
が
ふ
み
だ
せ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
こ
れ
ま
で
こ
と
ば
で
は
頻
繁
に
く
り
か
え
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
賓
た
し
か
な
裏
附
け
を
あ
ま
り
も
た
な
か

っ
た
「
モ

ン
ゴ
ル
の
中

園
支
配
」
に
つ
い
て
も
、

一
小
局
面
で
は
あ
る
が
、
述
作
や
推
測
で
は
な
く
本
嘗
に
あ
っ
た
こ
と
を
呈
示
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

ひ
と
つ
に
は
筆
者
が
こ
こ
数
年
来
お
こ
な
っ
て
い
る
モ
ン
ゴ
ル
時
代
命
令
文
研
究
の
一
環
と
し
て
、

ま
た
明
清
・
民
園
期
の
中
園
地
方
志
に
牧
載
さ
れ
る
元
代
石
刻
資
料
利
用
の
事
例
研
究
の
意
も
こ
め
て
、
ま
ず
こ
の
令
旨
碑
刻
に
必
要
最
低
限

以
下
、

ま
こ
と
に
さ
さ
や
か
な
が
ら
、

437 

度
の
解
讃
と
分
析
を
ほ
ど
こ
し
、

つ
い
で
南
北
カ
サ
ル
王
家
領
の
素
描
を
こ
こ
ろ
み
る
。
な
お
、
そ
の
さ
い
、

カ
サ
ル
王
家
と
そ
の
所
領
に
直
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接
か
か
わ
る
情
報
だ
け
を
使
用
し
、
そ
れ
以
外
の
関
連
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
有
盆
な
貼
の
多
い
各
種
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
こ
と
さ
ら
に
利
用

を
廻
避
す
る
こ
と
を
あ
え
て
本
稿
へ
の
首
棚
と
し
て
は
め
た
い
。

石
刻
書
の
記
載

康
照
『
治
川
鯨
志
』
巻
二
、
寺
観
、
一
二

O
葉
表
裏
に
は
、
山
東
山畑
川
の
町
よ
り
西
へ
五
十
里
に
位
置
す
る
王
村
庖
と
い
う
小
口
巴
に
、
用
霊
王

廟
が
あ
る
こ
と
を
惇
え
る
記
事
が
み
え
る
。
荊
霊
王
と
は
、
泰
山
の
主
神
東
巌
大
一
帝一
の
第
三
子
と
さ
れ
る
紳
で
あ
る
。
楢
川
一
帯
は
泰
山
を
中

心
と
す
る
山
塊
の
北
麓
に
あ
た
る
。
同
鯨
志
は
そ
こ
で
至
元
二
九
年
(
西
暦
一
二
九
二
〉
に
嘗
地
の
般
陽
路
儒
由
学
教
授
で
あ
っ
た
張
徳
嘉
の
撰
に

な
る
柄
璽
王
を
頚
稽
す
る
碑
銘
を
移
録
す
る
ほ
か
、
「
廟
内
に
叉
た
一
↑
旦
碑
あ
り
。
八
不
砂
大
王
の
令
旨
四
、
謁
裏
大
王
の
令
旨
二
を
載
す
。

今
、
其
の
一
を
録
す
」
(
傍
黙
は
筆
者
。
以
下
お
な
じ
)
と
の
ベ
て
、
八
不
砂
大
王
と
い
う
人
物
が
設
し
た
四
逼
の
令
旨
の
う
ち
一
通
全
文
を
移

録
す
る
。
そ
し
て
、
末
尾
に
、
「
按
ず
る
に
、
元
史
に
大
徳
十
一
年
三
三
O
七
〉
、
八
不
砂
を
封
じ
て
斉
王
と
篤
す
、
と
。
其
の
令
旨
は
、
僻

ほ
ろ

(

2

)

は
文
な
ら
ず
と
雌
も
、
然
れ
ど
も
一
代
の
制
な
り
。
浪
ぶ
可
か
ら
ざ
る
也
」
と
の
按
語
を
そ
え
る
。
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モ
ン
ゴ
ル
語
を
直
書
し
た
か
た
ち
の
白
話
風
漢
文
で
つ
づ
ら
れ
る
こ
の
令
旨
は
、
同
文
瞳
に
よ
る
聖
旨
・
令
旨
・
誌
旨
・
鈎
旨
な
ど
の
モ
ン

ゴ
ル
時
代
命
令
文
を
集
載
す
る
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
】
出
・

(
U
E
Sロロ
g
、
碍
承
鈎
、
奈
美
彪
、
お
よ
び
そ
れ
ら
に
も
と
づ
き
言
語
文
献
皐
解
析
を

(
3〉

こ
こ
ろ
み
る
ゾ
グ
ラ
フ
戸
叶
・

ω号
宮
+
な
ど
の
諸
著
作
に
は
み
え
な
い
。
近
年
、
中
園
よ
り
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
蒙
文
直
語
盟
漢
文
に
よ
る
碑

刻
に
つ
い
て
の
報
告
が
い
く
つ
か
護
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
に
も
み
え
な
い
。
ま
た
、

『
北
京
国
書
館
賦
中
園
歴
代
石
刻
拓
本
業
編
』
を
は

パ
ク
パ
文
字
モ
ン
ゴ
ル
語
、
ウ
イ
グ
ル
文
字
モ
ン
ゴ
ル
語
に
よ
る
碑

刻
・
文
書
を
刑
判
象
と
す
る
各
種
の
先
行
研
究
に
は
み
え
る
は
ず
も
な
い
。
た
だ
し
、
清
代
に
編
纂
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
石
刻
書
や
石
刻
目
鋒
類

に
は
、
つ
ぎ
に
の
べ
る
よ
う
に
、
同
碑
の
存
在
そ
の
も
の
は
著
録
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
概
し
て
い
え
ば
、
元
碑
は
顧
炎
武
の
志
向
も
あ
っ

て
王
潤
を
は
じ
め
と
す
る
石
刻
研
究
家
か
ら
忌
避
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
碑
に
つ
い
て
も
他
の
ほ
と
ん

じ
め
と
す
る
拓
影
を
の
せ
る
諸
書
に
も
み
あ
た
ら
な
い
。

、
も
》
}
よ

h
ノ
、



ど
の
元
碑
の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
、

い
ず
れ
の
石
刻
書
で
も
碑
の
本
文
は
移
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
こ
の
令
旨
が
注
目
さ

れ
な
か
っ
た
主
因
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
そ
れ
だ
け
に
康
照
『
池
川
鯨
志
』
の
移
録
文
は
貴
重
と
い
え
る
。

さ
て
、
本
論
に
は
い
る
ま
え
に
、
碑
文
に
ま
つ
わ
る
賦
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
各
種
の
石
刻
書
の
う
ち
、
事
政
と
し
て
山
東
に
あ
っ
た

庇
元
が
、
乾
隆
五
八
年
か
ら
六

O
年
(
一
七
九
コ
丁
九
五
〉
に
組
織
力
を
も
っ
て
山
東
全
域
に
わ
た
る
現
地
悉
皆
調
査
を
こ
こ
ろ
み
た
成
果
で
あ

る
『
山
左
金
石
士
山
』
巻
二
二
、
二
一
葉
表
に
は
、
「
痢
霊
王
廟
八
不
沙
令
旨
碑
。
元
貞
四
年
二
月
に
立
つ
。
正
書
。
碑
は
高
さ
三
尺
七
寸
、
康

二
尺
九
寸
。
楢
川
勝
王
都
庖
の
本
廟
に
在
り
。
右
の
碑
、
己
に
残
依
す
。
文
は
約
三
十
徐
行
、
字
は
径
六
分
。
撰
・
書
の
人
の
姓
名
無
し
」
と

し
る
さ
れ
て
い
る
。
乾
隆
末
年
に
あ
た
る
嘗
時
、
原
石
は
す
で
に
致
損
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
記
事
に
は
奇
妙
な
貼
が
目
立
つ
。
ま
ず
、
碑
石
の
大
き
き
で
あ
る
。
清
代
の
一
尺
を
か
り
に
一
一
一
一
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す

『
山
左
金
石
志
』
で
は
縦
一
一
八
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
横
九
二
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
と
な
り
、
康
照
『
楢
川
鯨
志
』

が
俸
え
る
「

E
碑
」
に
は
ほ
ど
遠
い
。
ま
た
、
立
石
の
年
次
と
し
て
コ
万
貞
四
年
」
と
あ
る
が
、
元
貞
は
二
年
ま
で
で
大
徳
と
改
元
さ
れ
て
い

れ
ば
、

る
。
さ
ら
に
、

「
謁
裏
大
王
」
や
令
旨
六
逼
の
合
刻
碑
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
も
ま
司
た
く
言
及
し
て
い
な
い
の
も
不
可
解
で
あ
る
。

年
次
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
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『
山
左
金
石
志
』
が
「
文
は
約
三
十
徐
行
」
と
だ
け
切
り
す
て
る
よ
う
に
の
べ
、
複
数
の
令
旨
が
刻

さ
れ
て
い
る
気
配
す
ら
み
せ
な
い
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
あ
る
い
は
八
不
砂
大
王
の
護
令
に
か
か
る
令
旨
一
通
分
ほ
ど
の
碑
石
し
か
嘗
時
す

で
に
残
存
し
て
い
な
か
司
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
康
照
二
六
年
(
一
六
八
七
)
刊
刻
の
康
照
『
楢
川
豚
士
と
か
ら
『
山
左
金

石
志
』
ま
で
、
百
年
以
上
を
へ
だ
て
る
と
は
い
え
、
南
書
の
く
い
ち
が
い
は
大
き
す
ぎ
る
。

そ
こ
で
、
『
山
左
金
石
志
』
と
完
全
同
時
代
の
段
松
苓
『
山
左
碑
目
』
を
み
る
と
、
そ
の
巻
一
、
九
葉
裏
、

砂
大
王
・
謁
里
大
王
の
令
旨
。
大
徳
の
問
。
煩
霊
王
廟
に
在
り
」
と
、
短
か
い
け
れ
ど
も
『
山
左
金
石
志
』
と
見
事
な
ほ
ど
に
く
い
ち
が
う
記

(

4

)

 

「
己
見
」

の
項
に
、

コ
克
八
不
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事
が
の
る
。
『
山
左
碑
目
』
自
錠
に
よ
れ
ば
、
庇
元
の
委
蝿
に
よ
っ
て
『
山
左
金
石
志
』
の
編
輯
ス
タ
V

フ
が
組
織
さ
れ
た
さ
い
、
既
存
の
山

東
地
方
士
山
か
ら
の
デ
ー
タ
蒐
集
、
揚
工
を
ひ
き
い
て
の
現
地
採
拓
な
ど
、
賓
際
の
編
輯
主
力
と
な
っ
た
の
は
、
な
ん
と
ほ
か
な
ら
ぬ
段
松
苓
そ
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の
ひ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

庇
元
が
獅
江
皐
政
と
し
て
山
東
を
去
る
こ
と
に
な
り
(
院
元
の
年
譜
『
雷
塘
金
主
弟
子
記
』
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
六
O
年
八

月
二
四
日
の
こ
と
〉
、

院
元
に
招
聴
さ
れ
た
の
こ
る
二
人
の
編
韓
協
力
者
で
あ
る
武
億
と
朱
文
藻
に
よ
る
著
録
作
業
が
は
か
ば
か
し
く
は
か
ど
ら

な
い
の
を
み
て
、
段
松
苓
は
既
存
の
地
方
志
か
ら
の
抜
粋
な
ど
、
彼
自
身
の
手
も
と
に
の
こ
る
編
輯
用
資
料
の
散
侠
を
お
そ
れ
、
す
で
に
貧
地

に
踏
査
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
「
己
見
」
、
ま
だ
貫
見
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
「
待
訪
」
と
、

二
種
類
に
わ
け
で
鯨
ご
と
に
整
理
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

可
能
性
さ
え
あ
る
。

本
碑
は
「
己
見
」
で
あ
る
か
ら
、
段
松
本
市
は
賓
見
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
現
場
で
採
拓

・
調
査
の
指
揮
を
し
た
の
も
、
段
自
身
で
あ
っ
た

『
山
左
金
石
志
』
の
書
き
ぶ
り
か
ら
み
て
も
、
最
終
著
録
者
で
あ
る
武
億
・
朱
文
藻
ら
の
ほ
う
も
、
な
ん
ら

い
っ
ぽ
う
、

か
の
具
睦
性
の
あ
る
情
報
源
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
が
、
段
松
苓
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
・
グ
ル
ー
プ
の
報
告
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
段
ら
が
製
作
し
て
き
た
拓
本
に
も
と
づ
い
て
、
武
・
朱
ら
が
採
寸

・
著
録
な
ど
を
あ
ら
た
め
て
お
こ
な
っ

た
こ
と
も
十
分
に
あ
り
え
る
。
し
か
し
、

で
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
く
い
ち
が
う
の
か
。
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段
松
苓
の
『
山
左
碑
目
』
が
康
照
『
制細
川
勝
士
山
』
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
、
年
次
を
「
大
徳
の
開
」
と

し
て
い
る
の
は
、
段
は
康
県
『
制
細
川
蘇
志
』
と
は
別
の
情
報
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
だ
ろ
う
。
素
直
に
か
ん
が
え
れ
ば
、
そ
れ
は

段
自
身
が
目
暗
し
た
可
能
性
の
高
い
原
石
、

も
し
く
は
そ
の
拓
本
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

段
の
『
山
左
碑
目
』
自
銃
に
よ
れ

ば
、
武

・
朱
が
著
録
作
業
を
お
え
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
「
己
見
」
で
あ
っ
て
も
「
僅
か
に
其
の
目
を
登
す
」
に
と
ど
め
た
と

い
う
か
ら
、
本
碑
は
ま
さ
に
そ
れ
に
あ
た
る
。
段
の
『
山
左
碑
目
」
に
、
本
碑
の
碑
朕
・
字
様
・
行
数
・
字
数

・
撰
室
園
者
姓
名
な
ど
の
詳
し
い

デ
ー
タ
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
段
の
記
載
そ
の
も
の
ま
で
疑
う
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
逆
に
い
え
ば
、
武
・
朱
ら
が
著

録
し
た
『
山
左
金
石
志
』
の
記
載
が
、
段
が
あ
え
て
記
述
し
な
か
っ
た
具
鐙
細
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
段
は
『
山
左
金
石
志
』

に
使
わ
れ
た
デ
ー
タ
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
採
用
し
な
か
っ
た
。

で
は
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。

『
山
左
金
石
士
山
』
と
『
山
左
碑
目
』
の
最
大
の
相
違
貼
は
、
前
者
は
八
不
沙
大
王
ひ
と
り
の
令
旨
碑
と
し
、
後
者
は
八
不
砂
と
謁
里
と
い
う



ふ
た
り
の
モ
ン
ゴ
ル
王
の
令
旨
合
刻
碑
と
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
康
照
『
池
川
蘇
志
』
に
い
う
「
謁
裏
大
王
令
旨
一
ご
の
七

字
に
つ
い
て
は
、
文
字
，
と
お
り
「
謁
裏
と
い
う
名
の
大
王
が
護
し
た
令
旨
二
通
」
と
解
し
て
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
「
謁
」
を
「
稿
」
の
誤
字

「
碕
裏
、
す
な
わ
ち
碑
陰
に
も
(
八
不
砂
)
大
王
の
令
旨
二
通
が
あ
る
」
の
意
と
す
る
べ
き
か
、
南
方
の
解
俸
が
あ
り
え
た
。
元
代

と
み
て

や
清
代
に
お
い
て
「
踊
」
と
「
碑
」
を
互
用
す
る
例
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
七
字
だ
け
で
は
後
者
の
可
能
性
を

完
全
に
は
消
し
去
れ
な
い
。

し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

こ
の
碑
に
そ
の
令
旨
が
合
刻
さ
れ
て
も
け
っ
し
て
お
か
し
く
な
い
エ
ジ
ル

明
言
と
い
う
名
の
モ
ン
ゴ
ル
王

が
嘗
時
た
し
か
に
お
り
、

そ
の
名
の
漢
字
音
寓
と
し
て
「
謁
(
只
〉
裏
」
な
い
し
「
謂
〈
只
〉
里
」
の
表
記
も
十
分
に
あ
り
え
る
か
た
ち
で
あ

る
。
い
わ
ば
扶
況
と
し
て
は
、
「
謁
裏
大
王
の
令
旨
一
ご
と
讃
ん
で
も
さ
し
っ
か
え
な
い
蓋
然
性
は
そ
な
え
て
い
る
。
ま
た
、
二
人
の
護
令
者

に
よ
る
六
逼
の
令
旨
の
合
刻
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
、
元
代
碑
刻
の
全
般
を
つ
う
じ
て
、

聖
旨
・
令
旨
・
麓
旨
・
鈎
旨
な
ど
の
命
令
文
の
場

碑
を
上
下
・
左
右
に
仕
切
っ
て
複
数
の
命
令
文
を
一
奉
に
刻
す
る
ほ
う
が
自
に
つ
く
。

つ
ま
り
、

『
山
左
碑
目
』
の
書
き
方
は
十
分
に
納
得
で
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合
、
単
一
の
命
令
文
を
刻
石
・
立
碑
す
る
ほ
う
が
む
し
ろ
少
数
で
あ
り
(
そ
の
場
合
は
パ
グ
パ
文
字
モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
と
合
壁
で
あ
る
こ
と
が
多
い
)
、

き
る
も
の
で
あ
る
。

『
山
左
金
石
志
』
が
八
不
沙
大
王
ひ
と
り
の
名
し
か
あ
げ
て
い
な
い
の
は
、
前
述
の
よ
う
な
「
謁
裏
」
か
ら
「
褐
裏
」

へ
の
讃
み
か
え
も
か
ん
が
え
ら
れ
る
が
、
ご
く
車
純
に
康
照
『
楢
川
勝
志
』
を
武
・
朱
ら
が
み
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
直
接

に
み
て
い
れ
ば
、
本
稿
が
封
象
と
し
て
い
る
蛇
見
年
の
令
旨
に
言
及
し
な
い
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
く

康
照
『
池
川
鯨
志
』
を
み
て
い
る
は
ず
の
段
の
デ
ー
タ
が
、
『
山
左
金
石
志
』
に
は
と
り
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

の
か
。
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『
校
訂
隷
樟
存
疑
』
等
の
朱
文
藻
ほ
ど
の
著
名
人
で

は
な
い
け
れ
ど
も
、
故
郷
の
金
石
に
閲
し
て
詳
備
を
つ
く
す
『
盆
都
金
石
記
』
の
編
者
で
も
あ
り
、
同
書
に
み
ら
れ
る
蒐
集
の
徹
底
ぶ
り
、
記

青
州
出
身
の
段
松
苓
は
、

い
わ
ば
地
元
の
人
間
で
あ
る
。

『
授
堂
金
石
蹴
』
の
武
億
、
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裁
の
周
到
さ
を
み
る
と
、
金
石
家
と
し
て
十
分
に
信
頼
で
き
そ
う
で
あ
る
。

『
山
左
碑
目
』
自
銃
に
い
う
段
の
こ
と
ば
が
嘘
僑
や
誇
張
で
な
い
こ
と
は
、
じ
つ
は
庇
元
サ
イ
ド
の
情
報
が
謹
明
す
る
。
た
と
え
ば
、
先
掲

の
玩
元
の
年
譜
『
雷
塘
食
主
弟
子
記
』
巻
一
、
乾
隆
五
九
年
(
一
七
九
四
)
五
月
二
九
日
の
僚
を
み
る
と
、

い
た
っ
た
と
き
、
ま
ず
手
は
じ
め
に
彼
が
し
た
こ
と
は
、
「
青
州
の
康
膳
の
生
員
段
松
苓
、

庇
元
が
山
東
金
石
の
調
査
を
お
も

金
石
の
翠
に
長
ず
。
先
生
(
院
元
の
こ
と
)
、
其
れ

に

命

じ

て

碑

を

各

獄

鎮

に

訪

ぜ

し

む

」

こ

と

で

あ

っ

た

。

一

O
月
の
『
山
左
金
石
志
』
庇
元
の
序
で
は
、
四
人

の
お
も
だ
司
た
助
力
者
と
し
て
、
朱
文
藻
・
何
元
錫
・
武
億
の
あ
と
に
段
松
苓
を
あ
げ
な
が
ら
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
で
段
の
『
盆
都
金
石
記
』
の

『
山
左
金
石
志
』
と
『
盆
都
金
石
記
』
に
お
な
じ
記
載
が
み
え
る
か
ら
と
い
っ
て
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
)
、

ま
た
、
嘉
慶
二
年
(
一
七
九
七
)

稿
本
を
利
用
し
た
こ
と
(
だ
か
ら
、

段
が
山
野

を
蹴
渉
し
て
苦
銃
刀
し
た
こ
と
な
ど
を
纏
述
し
、
彼
の
功
績
が
最
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
と
め
る
書
き
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。

の
編
纂
に
あ
た
っ
て
、
既
元
が
も
っ
と
も
頼
り
に
し
て
い
た
の
は
段
松
苓
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
段
が
『
山
左
碑
目
』
自
銃
で
『
山
左
金
石
志
』
の
刊
行
に
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
の
が
、
も
し
そ
の
い
う
と
お
り
な
ら

『
弟
子
記
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
五
月
に
『
山
左
金
石
志
』
は
刻
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

『
山
左
金
石
志
』

ば
、
嘉
慶
元
年
(
一
七
九
六
)
三
月
。

と
こ
ろ
が
、
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翌
年
に
は
、
庇
元
の
序
と
と
も
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
段
松
苓
と
庇
元
以
下
の
人
た
ち
と
の
間
柄
、

と
り
わ
け
武

・
朱
ら
と
の
聞
に
な
ん
ら
か
の
不
仲
・
確
執
を
想
定
し
、
あ
れ
こ
れ
穿

撃
す
る
こ
と
は
本
稿
に
は
無
用
で
あ
る
。
た
だ
し
、
結
果
と
し
て
、

の
白
眉
と
た
た
え
ら
れ
、

『
山
左
金
石
志
』
は
こ
の
の
ち
玩
元
の
名
撃
と
も
あ
い
ま
っ
て
石
刻
研
究

い
っ
ぽ
う
『
山
左
碑
目
』
は
草
稿
の
ま
ま
う
ず
も
れ
て
、
百
年
以
上
も
へ
た
光
緒
三
四
年
(
一
九
O
八
)
、
青
州
に
赴

任
し
た
李
租
年
に
よ
っ
て
そ
の
債
値
を
み
い
だ
さ
れ
刊
行
さ
れ
る
ま
で
、

な
が
く
日
の
目
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

い
ま
わ
れ
わ

れ
は
、
す
く
な
く
と
も
本
碑
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
康
照
『
浦
川
蘇
志
』
と
原
石
な
い
し
原
拓
に
接
し
た
ら
し
い
段
の
記
述
を
信
頼
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
で
は
『
山
左
金
石
志
』
が
ま
っ
た
く
あ
や
ま
り
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
ば
か
り
も
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
王
村
庖
嫡
霊
王
麿
八
不
沙
令
旨
碑
。
正

新
江
巡
撫
時
代
の
庇
元
に
招
か
れ
た
孫
星
術
の
『
嚢
字
訪
碑
録
』
巷
一
て
一
三
葉
表
で
は
、



書
。
元
貞
四
年
三
月
。
山
東
池
川
」
と
、

巷
三
、

五
五
葉
裏
は
月
を
し
る
さ
な
い
ほ
か
は
前
者
と
お
な
じ
。

正
書
。
元
貞
四
年
二
月
。
山
左
碑
自
に
大
徳
の
聞
と
云
う
。
王
村
庖
情
霊
王
廟
」
と
い
い
、

『
山
左
金
石
志
』
を
そ
の
ま
ま
ひ
き
う
つ
し
た
う
え
、
月
を
誤
寓
す
る
。
鴻
雲
鶏
『
済
南
金
石
士
山
』

「
八
不
沙
令
旨
碑
。

法
容
叔
『
山
左
訪
碑
録
』
は
巻
一
、

一
四
葉
表
に
、

『
山
左
金
石
志
』
と
『
山
左
碑
目
』
の
不
一
致
に

留
意
す
る
。
民
園
『
山
東
通
志
』
巷
一
五
二
、
事
文
志
一

O
、
石
四
は
、
「
元
嫡
霊
王
廟
入
不
沙
令
旨
碑
。
大
徳
口
年
。
楢
川
」
と
、
碑
名
は

『
山
左
金
石
志
』
に
、
年
次
は
『
山
左
碑
目
』
に
し
た
が
う
折
衷
案
。
以
上
の
四
書
は
、
後
二
書
か
ら
『
山
左
金
石
士
山
』
と
『
山
左
碑
自
』
の

不
一
致
が
す
で
に
し
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
ほ
か
は
、
あ
ま
り
有
盆
な
黙
が
な
い
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
呉
式
芽
『
摸
古
録
』
巻
一
八
、
四
葉
裏
に
、

年
二
月
」
と
あ
げ
ら
れ
た
う
え
、
ム
次
項
に
別
に
一
項
を
た
て
て
「
令
旨
の
碑
陰
。
各
荘
戸
の
姓
名
。
正
書
。
大
徳
五
年
叉
十
月
」
と
し
る
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
道
光
・
威
豊
期
に
高
官
を
歴
任
し
た
山
東
海
豊
出
身
の
呉
式
芽
は
、
た
い
へ
ん
な
金
石
研
究
家
で
、
私
蔵
す
る
彪
大
な

「
王
村
庖
嫡
霊
王
廟
入
不
砂
大
王
令
旨
碑
。
正
書
。
山
東
消
川
。
元
貞
四

量
の
拓
本
を
も
と
に
、

不
備
な
黙
の
多
い
孫
星
術
『
嚢
字
訪
碑
録
』
の
補
訂
を
お
こ
な

っ
た
。
そ
の
渡
後
、
彼
が
の
こ
し
た
草
稿
を
も
と
に
、

お
な
じ
山
東
出
身
の
許
涌
の
校
訂
を
へ
て
出
版
さ
れ
た
年
決
順
配
列
の
『
摸
古
銭
』
は
、
地
域
別
に
仕
立
て
な
お
さ
れ
た
『
金
石
実
自
分
編
』

と
と
も
に
〔
『
許
鴻
年
譜
』
二
六
九
|
二
七
て
二
八
O

二
八
六
〕
、
筆
者
が
し
る
か
ぎ
り
、
も
っ
と
も
周
到
か
つ
有
盆
な
石
刻
目
録
で
あ
る
。
果
式

か
な
ら
ず
そ
の
旨
を
明
記
す
る
の
で
、
な
に
も
附
記
し
て
い
な
い
本
碑
に
つ
い
て
は
、
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芽
は
、
自
分
が
所
蔵
し
な
い
拓
本
に
依
援
し
た
場
合
、

拓
本
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
前
記
の
『
嬢
古
録
』
の
記
載
は
、
拓
本
に
も
と
づ
く
デ
ー
タ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

『
山
左
金
石
志
』
と
『
山
左
碑
目
』
の
く
い
ち
が
い
を
か
ん
が
え
な
お
す
と
、
さ
き
に
み
て
き

た
疑
問
は
ほ
ぼ
解
決
す
る
。
ま
ず
、
碑
石
に
は
『
山
左
金
石
志
』
の
「
八
不
沙
」
で
は
な
く
、
康
照
『
楢
川
豚
志
』
や
『
山
左
碑
目
』
の
「
入

不
砂
」
と
刻
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
『
山
左
金
石
志
』
以
下
の
諸
書
が
い
う
「
元
貞
四
年
二
月
」
と
い
う
年
次
は
奇
妙
で
は
あ
る
が
、
お
そ

ら
く
そ
の
と
お
り
に
刻
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
『
山
左
金
石
志
』
が
立
石
の
年
月
の
よ
う
に
い
う
の
は
あ
や
ま
り
で
、
碑
陽
に
刻
さ
れ
て
い

た
ぶ
ん
は
こ
の
日
附
を
護
令
日
と
す
る
八
不
砂
大
王
の
令
旨
(
お
そ
ら
く
一
遁
分
ほ
ど
〉
、
が
残
存
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、

『
撲
古
銭
』
の
記
載
を
定
黙
に
、
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る
か
ら
に
は
、

『
山
左
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金
石
志
』
の
最
終
と
り
ま
と
め
と
著
録
作
業
を
お
こ
な
っ
た
武
億

・
朱
文
藻
ら
は
、
残
飲
し
た
碑
石
の
正
面
の
拓
本
な
い
し
そ
の
デ
ー
タ
し
か

利
用
せ
ず
(
あ
る
い
は
利
用
で
き
ず
)
、
碑
陰
の
拓
本
な
い
し
そ
の
デ
ー
タ
は
も
ち
ろ
ん
、
康
照
『
治
川
勝
志
』
さ
え
、
ま
ず
は
ま
ち
が
い
な
く
み

て
い
な
い
。

『
山
左
碑
自
』
が
「
大
徳
の
聞
」
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
碑
陰
に
依
援
す
る
の
だ
ろ
う
。
原
石
な
い
し
原
拓
を
み
て
い
る
と

か
ん
が
え
ら
れ
る
段
松
苓
は
、
碑
正
面
に
コ
克
貞
四
年
二
月
」
と
刻
さ
れ
て
い
る
の
を
承
知
の
う
え
で
、
あ
え
て
よ
り
遅
い
碑
陰
の
年
次
を
採

い
っ
ぽ
う
、

用
し
た
の
だ
ろ
う
。
段
の
『
山
左
碑
目
』
が
「
大
徳
五
年
」
と
せ
ず
に
、

「大
徳
の
開
」
と
陵
昧
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
は
完
全
に
は
了
解

し
が
た
い
が
、
民
園
『
山
東
通
志
』
が
「
大
徳
口
年
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、

あ
る
い
は
「
五
」
が
剣
讃
し
に
く
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な

ぃ
。
も
し
く
は
そ
れ
と
も
、
段
が
調
査
し
た
蛍
時
す
で
に
本
碑
は
残
飲
碑
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
碑
陰
に
の
こ
る
「
大
徳
五
年
」
も
所
詮
は
残

依
部
分
の
刻
字
に
す
ぎ
ず
、
本
碑
全
瞳
の
刻
石
な
い
し
立
石
の
年
次
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
段
が
慎
重
に
か
ん
が
え
た
た
め
か
も
し
れ

な
い
(
と
い
う
の
は
、
八
不
沙
は
大
徳
末
年
の
一

一
年
に
斉
王
を
受
鋭
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
逆
に
資
王
と
い
う
王
貌
を
と
も
な
わ
ず
に
た
だ
の
「
大
王
」
の

ま
ま
で
登
場
す
る
こ
の
稗
は
、
大
徳
末
年
よ
り
ま
え
の
も
の
、
す
な
わ
ち
早
け
れ
ば
コ
克
貞
四
年
」
以
後
、
遅
け
れ
ば

「大
徳
五
年
」
以
降
と
い
う
推
理
は
、
理
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屈
と
し
て
は
な
り
た
つ
か
ら
で
あ
る
)
。

ま
た
、
碑
陰
に
は
荘
戸
の
名
が
刻
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
荘
戸
の
名
と
令
旨
と
が
お
な
じ
碑
面
に
刻
さ
れ
る
こ
と
は
貫
際
上
あ
り
え
ず
、

こ
れ
で
康
照
『
油
川
勝
志
』
に
い
う
「
謁
裏
」
を
わ
ざ
わ
ざ
「
稿
裏
」
と
讃
み
か
え
る
べ
き
理
由
は
な
く
な
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
そ
れ
に
、

そ
も
そ
も
人
の
自
に
ふ
れ
て
こ
そ
刻
石
の
意
味
が
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
王
の
保
護
特
許
肢
が
碑
石
の
裏
面
に
刻
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
瞳
が
、
あ
ま

り
か
ん
が
え
ら
れ
る
事
態
で
は
な
い
の
だ
が
。

い
い
か
え
れ
ば
、
本
碑
は
段
松
苓
『
山
左
碑
目
』
が
の
べ
る
と
お
り
、

八
不
砂
と
謁
裏
と
い
う
二
人
の
モ
ン
ゴ
ル
王
の
令
旨
合
刻
碑
で
あ
っ

た
こ
と
は
も
は
や
う
ご
か
し
が
た
い
。
康
配
…
『
制
細
川
勝
志
』
に
い
う
合
計
六
逼
の
令
旨
は
、
す
べ
て
碑
陽
に
刻
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し

『
山
左
金
石
志
』
ス
タ
ッ
フ
の
調
査
時
貼
で
は
謁
裏
大
王
の
令
旨
は
う
し
な
わ
れ
て
お
り
、
康
照
『
池
川
勝
志
』
を
み
な
い
か
ぎ
り
、

台、

し



し
る
よ
し
は
な
か
っ
た
。

な
お
、

呉
式
芥
『
援
古
録
』
が
碑
陽
に
関
し
て
は
『
山
左
金
石
志
』
と
ほ
ぼ
お
な
じ
デ
ー
タ
を
記
載
し
て
い
る
の

は
、
あ
る
い
は
呉
式
芽
も
康
照
『
楢
川
勝
志
』
を
み
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

よ
う
す
る
に
、
段
松
苓
と
武
億
・
朱
文
藻
ら
と
の
問
、

さ
ら
に
は
ひ
ょ
司
と
し
て
庇
元
と
の
聞
に
も
、
な
ん
ら
か
の
隔
意
が
あ
り
、
そ
の
結

果

一
見
す
る
と
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
記
載
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
質
地
踏
査
に
も
と
づ
く
『
山
左
金
石
志
』
は
、
た
し
か
に
有
用
な
石
刻

書
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
記
載
を
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
場
合
が
か
な
り
あ
る
。
そ
の
一

因
に
、
こ
う
し
た
編
纂
嘗
時
の
内
情
も
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
や
は
り
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
逐
て
関
連
す
る
他
の
石
刻
書
や
地
方
志
、
も
し
く
は
そ
れ
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
現
在

の
朕
況
た
ど
で
確
認
し
、
裏
附
を
え
な
が
ら
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
穣
讃

・
分
析
を
こ
こ
ろ
み
る
康
照
『
泊
川
蘇
志
』
移
録
の
蛇
見
年
令
旨
と
、
残
飲
し
た
碑

石
に
お
そ
ら
く
た
だ
ひ
と
つ
の
こ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
元
貞
四
年
二
月
の
令
旨
と
は
、
別
も
の
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
成
宗
テ
ム

こ
こ
で
本
稿
に
と
っ
て
肝
心
な
こ
と
は
、

か
ら
、
同
三
年
二
月
に
中
途
改
元
さ
れ
て
大
徳
と
か
わ
り
、

元
貞
四
年
は
存
在
し
な
い
。

い
っ
ぽ
う

」
の
前
後
、

蛇
見
年
す
な
わ
ち
巴
歳
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ノレ

、H
，m
g
E
H

の
最
初
の
年
競
で
あ
る
元
貞
は
、

ア
リ
ク
・
ブ
ケ
〉
巴
ρ
・回
O
F叩

の
長
子
ヨ
ブ
グ
ル

ペ
oEG日
以
下
の
降
附
を
慶
祝
す
る
意

は
、
至
元
三

O
年
美
巴
(
一
二
九
三
)
、
大
徳
九
年
乙
巳
(
二
エ
O
五
〉
で
あ
る
。

「元
貞
四
年
」
の
四
字
の
う
ち
、
「
元
貞
」
も
し
く
は
「
四
年
」

つ
ま
り
、
も
し
い
ま
こ
こ
に
『
山
左
金
石
志
』
が
依
援
し
、
呉
式
芥
が
家

識
し
て
い
た
も
の
と
お
な
じ
拓
本
が
出
現
し
た
と
し
て
も
、
康
照
『
楢
川
豚
志
』
に
移
録
さ
れ
た
令
旨
の
字
句
を
そ
れ
に
よ
っ
て
校
訂
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
直
誇
瞳
白
話
漢
文
に
封
躍
す
る
モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
康
照
『
楢
川
勝
志
』
以
下
、

す
べ
て
の
関
係
記
録
が
沈
黙
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
は
刻
さ
れ
て
い
な
か
司
た
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

の
ど
ち
ら
か
を
誤
篤
と
し
た
と
し
て
も
、
蛇
見
年
に
は
な
ら
な
い
。

令

旨

の

樟

讃
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康
照
『
楢
川
豚
志
』
に
移
録
さ
れ
た
令
旨
は
、
す
べ
て
二
百
十
五
字
。
同
懸
志
の
一
行
十
九
字
の
な
か
に
、
本
来
は
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
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改
行
・
撞
頭
な
ど
を
ま
?
た
く
顧
慮
し
な
い
ま
ま

つ
手つ
け
て
録
文
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
文
章
に
も
、
あ
き
ら
か
に
課
寓
な
い
し
誤
脱

と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
が
、
す
く
な
く
と
も
七
箇
所
は
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
全
般
に
わ
た
っ
て
や
や
舌
足
ら
ず
で
、

や
は
り
い
く
字
か
お
ぎ
な
司
た
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
か
と
お
も
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
の
ま
ま

で
は
讃
み
に
く
く
、

周
到
な
移
録
と
は
い

い
が
た

ぃ
。
歴
然
た
る
あ
や
ま
り
の
ほ
か
に
も
、

お
そ
ら
く
は
か
な
り
な
誤
脱
を
ふ
く
ん
で
い
る
可
能
性
が
感
じ
ら
れ
る
が
、

い
ま
は
明
白
な
二
字
の

誤
寓
の
ほ
か
は
疑
問
を
別
記
す
る
に
と
ど
め
る
。

も
と
も
と
の
令
旨
の
行
数
、

一
行
ご
と
の
字
数
が
、
と
も
に
わ
か
ら
な
い
か
ら
に
は
、
令
旨
の
正
確
な
原
形
を
復
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、

ひ
と
つ
に
は
作
業
上
の
便
宜
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
命
令
文
の
理
解
に
は
内
容
そ
の
も
の
と
は
別
に
、
瞳
式
上
の
把

か
り
に
モ
ン
ゴ
ル
語
直
課
捜
白
話
漢
文
に
よ
る
モ
ン
ゴ
ル
時
代
命
令
文
の
瞳
式
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
も
い

(
5〉

え
る
ふ
た
つ
の
碑
刻
の
一
行
十
二
字
、
二
字
撞
頭
の
瞳
例
に
準
援
し
て
、
全
韓
を
二
十
三
行
に
仕
立
て
な
お
し
て
し
め
す
。
そ
の
ふ
た
つ
の
碑

刻
と
は
、
ま
ず
ク
ピ
ラ
イ

ρ
ロ
ゲ
ニ
巳
政
権
成
立
以
前
の
代
表
例
と
し
て
西
安
西
郊
の
普
勝
の
有
名
な
草
堂
寺
に
現
存
す
る
閤
端
太
子
(
モ
ン
ゴ

ル
第
二
代
皐
帝
オ
ゴ
デ
ィ
。

m
E
Z
の
第
二
子
コ
デ
ン
穴

E
g
)
令
旨
碑
の
第
三
裁
に
刻
さ
れ
て
い
る
丁
未
年
三
二
四
七
)
四
月
初
一

O
日
附
の
令

旨
〔
察
録
時
/

M
、
杉
山
一
九
九
O
H
九
二
、
お
よ
び
印
位
後
の
ク
ピ
ラ
イ
の
聖
旨
(
ジ
ャ
ル
リ
ク

Y
H
E
の
漢
語
表
現
)
と
し
て
は
現
在
し
ら
れ

握
も
か
か
せ
な
い
と
の
剣
断
か
ら
、
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て
い
る
か
ぎ
り
で
は
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
例
で
あ
る
・
河
南
鹿
邑
老
子
太
清
宮
に
現
存
の
中
統
二
年
ハ
一
二
六
一
)
四
月
二
七
日
附
の
聖
旨

〔
の
宮
〈
自
ロ

a
s
o∞
日
立
自
門
『
ロ
・
察
録
制
ω
/
明
白
で
あ
る
。

く
わ
え
て
、
す
で
に
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
穣
請
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
蒙
漢
完
全
封
書
命
令
文
十
九
件
と
パ
ク
パ
字
モ
ン
ゴ
ル
語
原
文

の
み
で
漢
文
封
書
を
と
も
な
わ
な
い
命
令
文
十
三
件
、
お
よ
び
ウ
イ
グ
ル
文
字
モ
ン
ゴ
ル
語
命
令
文
二
十
五
件
(
ベ
ル
シ
ア
語
と
の
針
謬
の
も
の
も

ふ
く
む
)

の
合
計
五
十
七
件
に
お
け
る
知
見
か
ら
想
定
さ
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
の
再
構
案
を
作
業
俵
説
と
し
て
呈
示
す
る
。

ひ
と
く
ち
に
モ

『
通
制
傑
格
』

書
な
ど
に
み
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
段
階
で
の
節
略
型
と
は
こ
と
な
り
、

ン
ゴ
ル
語
直
書
瞳
白
話
風
漢
文
と
い
っ
て
も
、

『
元
典
章
』

『
廟
事
典
櫨
』
な
ど
の
元
代
漢
文
典
籍
や
さ
ま
ざ
ま
な
碑
刻
・
文

モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
か
ら
の
完
全
劃
語
に
相
違
な
い
こ
の
令
旨
の
よ
う
な



ま
ま
漢
詩
の
字
句
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
、

本
来
の
モ
ン
ゴ
ル
語
で
は
う
け
い
れ
ら
れ
な
い
文
脈
・
語
義

場
合
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
で
は
、

そ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に
も
、

モ
ン
ゴ
ル
時
代
命
令
文
と
漢
語
語
も
ふ

を
創
造
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

く
む
各
種
封
書
全
般
に
お
け
る
語
法
上
の
特
徴
や
瞳
例
上
の
約
束
事
、

さ
ら
に
あ
る
種
の
慣
例
上
の
「
く
せ
」
な
ど
に
つ
い
て
、

ま
だ
け
っ
し

ま
ず
は
い
っ
た
ん
モ
ン
ゴ
ル
語
へ
ひ
き
も
ど
し
て
み
る
手
つ
づ
き
も
ま
っ
た
く
無
盆
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

て
十
分
な
解
析
や
理
解
が
な
さ
れ
て
い
な
い
現
在
、

モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
が
く
ま
な
く
偲
構
し
き
れ
る
か
ど
う
か
が
判
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
語
語
文
が
は
ら
む
問
題
貼
や
有
用

性
も
逆
に
純
粋
に
漢
語
面
で
の
検
討
材
料
と
し
て
そ
の
輪
郭
が
い
っ
そ
う
鮮
明
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
は
ず
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、

モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
の
再
構
に
あ
た
っ
て
は
、

一
三
・
一
四
世
紀
の
完
全
同
時
代
の
既
知
資
料
か
ら
え
ら
れ
る
知
見
を
使
用
し
、
あ
る

程
度
可
能
な
推
測
に
よ
る
作
文
は
な
る
べ
く
排
除
す
る
。
ま
た
、
漢
字
音
に
つ
い
て
は
、

お
も
に
『
蒙
古
字
韻
』
に
し
た
が
う
。

モ
ン
ゴ
ル
一
語

の
表
記
に
あ
た
っ
て
は
、
パ
ク
パ
字
で
表
現
さ
れ
た
場
合
を
想
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
T
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
も

q
と
な
る
。
紙
幅

{
令
旨
の
偉
想
原
型
]

-117ー

の
限
り
か
ら
、
令
旨
の
樟
讃
に
関
す
る
註
記
は
、
本
文
の
末
尾
に
一
括
し
て
一
示
す
。
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{
モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
再
構
案
】

-
皇
帝
一
一
帽
蔭
裏
。

ぬ
h
H
w
h
H
W
H
'
H
h
h
H
h
-
n
内
定
可

2 

八
不
砂
大
王
令
旨
。
這
禿
忽
赤

切
b
F
H
h
h
b
b
q
w
札
M
W
H
p
m
h
s
h
H
E
h
〔
同
円
九
時
〕

同
1
H
h
t
h

3 

李
総
管
奏
有
。
拍
毎
般
陽
路

ト
札
、
H
h
w山
-
h
b
3
q
町
民
可
帆
叫
詰
E
A
R
H
W
?
H
h

匂
b
w
同
a
u
z
b
ゐ

hhMhh川町

~
E
・
町
根
内
W
H
・
訟
法
刊
誌
ポ
R
H
W
日
・
円
S
H
'
h
同
時
速
-
A
札
N
1
2
.
F
S
同
切
$
・

町
民
品
安

SE遺
骨
H
e
F
H
h
札
〔
冊
、
色
町
民
〕
吋
お
切
符
誌
・
い
可
h
s
h
a
h
h
川
崎
，
匂
吉
丸
ぬ
「
H
T

Q
お
九
判
定
め
'
h
w
b
w
H
a
¥
H
h
目
見
な
刊
誌
。
ぃ
1
b
h
叫
〔
・
h
N
b
〕
h
p
小
、
ザ
ポ
ミ
?
札
N
H
H

誌
。
い
て
白
人
〔
白
人
お
〕
い
官
。
可
h
t
Q
R
詰
い
1
b
F
H
h
Q
H
h
泊
即
応
同
誌
〔
・
司
〕
内
治
時

4 

池
川
鯨
王
村
居
。
有
一
座
煩

霊
王
廟
有
。
億
般
陽
路
達
魯

花
赤
穂
管
府
官
人
毎
。
司
豚

官
人
毎
。
往
来
的
宣
使
毎
。
本

地
面
官
人
毎
。
管
軍
官
人
毎
。

喝
b
h
b
下
H
h
w
同
誌
。
ぃ
可
b
h
叫
〔
・
人
ぬ
〕
町
内
可
、
札
H
A
・
ぬ
誌
送
。
ぃ
可
Q
h
同
〔
-
h
H
h
H
〕

5 6 7 8 
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9 

蒙
古
探
馬
赤
毎
。
這
嫡
霊
王

廟
裏
。
随
慮
諸
来
。
焼
香
火
迭

10 11 

供
珂
。
今
後
都
不
得
常
騒
擾

12 

者
。
廟
裏
軍
器
官
糧
。
休
頓
放

13 

者
。
休
断
公
事
者
。
廟
裏
雁
有

14 

的
。
不
採
甚
歴
稀
竿
件
物
等
。

15 

休
強
使
気
力
奪
要
者
。
但
有

16 

的
鰍
之
。
休
得
損
援
者
。
上
頭

17 

這
劉
伯
源
廟
主
根
底
。

18 

令
旨
興
了
也
。
但
有
別
了
的
人

19 

毎
。
奏
将
上
来
阿
。
他
毎

初
大
礼
撒
裏
射
。
不
伯
那
甚
座
。

21 

令
旨
俺
的
。

22 

蛇
見
年
十
一
月
十
八
日
。

23 

也
魯
古
那
有
時
分
骨
将
来
。

現
代
日
本
語
誇
}

。
原
文
は
官

の
原
文
は
射
裏

3
0
込
唱
。
N
N
G
N
3
R
3
〔
'
b
n
州
、
三
唱
b
h
~
号
本
川
崎
〕
同
誌
内
切
芯
'
N
H
品

安

5
・

遺
骨

8
・
b
:
:
:・

2・
h
n
q
h
h
a
内
同
町
守
江
見
・

守、
b 
h‘ 
N 

守、M

l=) 
守、
l=) 
守、‘
l=) 

遺
骨

8
・
h
叫
同
叫
「
:
・
:
:
:
Q
h
H
予
定
〔
円
む
と
お
さ
R
F
R
3
h
公
ミ
H
h
Q
3

宮
、
お
冶
守
H
h
・
刊
号
室
内
b
H
S
Q
H
遺
骨
H
e
'
h
叫
除
、
~
ミ
』
町
民
M
3

いて
お
u
H
h
h
同
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
・
:
:
:
:
』
伊
司
h
叫
除
、
会
出

』
町
民
h
h
M
h
H
町
同
性
M
~
V
H
h
b
F
N
h
H
N
h
A
官
民
匂
b
w
R
h
叫
除
問
、
〔
b
w
H
R
〕
・

F
S
曲
目
町
、
依
~
v
H
h
町
~
v
h
凡
ミ
ペ
H
h
M
町
内
H

〔
H
S
B
向
〕
H
H
h
h
b

内
諸
問
ト
民
H
e
・
~
v
h
q
・
米
町
一
誌
遺
骨

S'町
内
H
h
白人間
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宮
川
町
村
〔
O
同
町
民
る
'
ご
〕
A
M
M
叫
F
S
F
降
、
N
M
誌
守
む
と
~
v
o
h
Q
b
q
R
3
F
む
、
お
誌

色
町
民
同
性
N
F
b
可
民
同
一
忠
之
内
知
性
叫
t
'
h
同
位
可
』
司
会
礼
町
一平
凡

い
可
込
町
、
b
h
b
q
a
b
F
除
「
崎
町
、
.
・
p
m
h
t
d
b
u
E
A
叫
R
3
3
S
同

宮
内
H
h

〔

O
門
町
芯
'
h
t〕

S
R
S
R

3
0
A
~
2
・
刊
誌
民
ζ
川
町
自
給
潟
、
H
h
送
、
お
札
H
h
N
b
E
，
い
て
3
F
b
み
お
誌
3
R
H
H
さ
b
w
同
-
Q

旬
、
町
民
司
令
、
同

~v
h
削
除
民
帆
l
h州
民
、

~
v
b町
民
F
3

カ
ア
ン
の
威
霊
に
て
、
バ
プ
シ
ャ
大
王
な
る
わ
れ
ら
が
こ
と
ば
。
ト
ク
チ
、
李
総
管
が
奏
す
る
に
は
、

「わ
れ
ら
般
陽
路
池
川
蘇
王
村
庖

池
川
の
録
事
司
と
蘇
の
や

に
ひ
と
つ
の
嫡
霊
王
廟
が
あ
る
」
と
〔
い
っ
た
〕
。

な
ん
じ
ら
般
陽
路
ダ
ル
ガ
チ
綿
管
府
の
や
く
に
ん
た
ち



く
に
ん
た
ち
、
ゆ
き
ゆ
く
使
者
た
ち
、
嘗
地
の
や
く
に
ん
た
ち
、
諸
軍
の
や
く
に
ん
た
ち
、

廟
に
各
地
か
ら
や
っ
て
き
て
香
を
た
い
て
お
そ
な
え
を
す
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
誰
も
け
っ
し
て
騒
ぎ
を
お
こ
す
な
。
廟
に
武
器
や
お
か

モ
ン
ゴ
ル
・
タ
マ
兵
た
ち
は
、
こ
の
畑
霊
王

み
の
倉
糧
を
お
く
な
。
裁
剣
を
す
る
な
。
廟
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
ど
ん
な
珍
し
い
も
の
な
ど
で
も
、
力
づ
く
で
と
る
な
。
お
よ
そ

献
上
し
た
も
の
が
あ
れ
ば

こ
わ
す
な
。

〔
そ
の
〕
た
め
に
廟
主
劉
伯
源
に
令
旨
を
あ
た
え
た
。

お
よ
そ
そ
む
い
た
人
が
い
れ
ば
、
奏
上

し
で
き
た
ら
、

か
れ
ら
を
大
ヤ
サ
に
あ
て
る
〔
ぞ
〕
。

お
そ
れ
ず
に
い
ら
れ
ょ
う
か
。

わ
れ
ら
が
令
旨
は
、

ヘ
ビ
の
年
の
多
の
員
中
の
月

の
一
八
日
に
、

エ
ル
グ
ネ
に
い
る
と
き
に
し
る
し
た
。

さ
て
、
こ
の
令
旨
原
文
と
モ
ン
ゴ
ル
語
再
構
案
の
隻
方
全
瞳
を
見
く
ら
べ
る
と
、
現
在
ま
で
の
知
見
で
は
再
構
し
き
れ
な
い
文
服
が
い
く
つ

か
あ
る
こ
と
が
歴
然
と
わ
か
る
。
そ
の
分
だ
け
、
ユ
ニ
ー
ク
な
命
令
文
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
ず
第
一
に
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

が
再
構
で
き
る
文
服
に
つ
い
て
も
、
別
註
で
述
べ
る
よ
う
に
、

モ
ン
ゴ
ル
韮
問

「
あ
ら
ゆ
る
、
す
べ
て
の
」
の
意
味
で
五
種
の
、

「
ー
す
る
な
」
の
意
味
で
一
一
一

~119 ー

種
の
、

そ
れ
ぞ
れ
類
似
の
漢
語
表
現
を
意
圃
し
て
使
い
わ
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
同
一
の
文
服
で
は
同
一
の
モ
ン
ゴ
ル
語
表
現
と
そ

の
漢
詩
字
句
に
固
定
し
た
が
る
強
い
方
向
性
を
も
っ
ク
ピ
ラ
イ
政
権
下
で
の
蒙
漢
命
令
文
の
全
般
朕
況
の
な
か
で
は
、
か
な
り
特
異
な
こ
と
で

あ
る
。
し
か
も
、
「
都
不
得
1
」
や
「
随
慮
諸
来
」
「
但
有
的
献
之
」
な
ど
の
表
現
は
、
も
と
よ
り
諜
寓
・
誤
脱
・
錯
誤
な
ど
の
書
潟
上
・
校
訂

上
の
問
題
を
ふ
く
む
と
は
い
え
、
逆
に
多
少
の
文
字
の
入
れ
か
え
で
は
と
て
も
追
い
つ
か
な
い
ほ
ど
、

ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
後
の
大
元
ウ
ル
ス

治
下
の
直
書
謹
白
話
風
漢
文
の
定
型
表
現
と
は
遠
い
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
文
言
に
ち
か
い
表
現
も
含
む
。
さ
ら
に
、
形
式
面
を
見
て
も
、

別
註
で
示
す
よ
う
に
、

命
令
封
象
者
(
宛
名
〉
を
ま
ず
連
記
し
て
か
ら
内
容
に
入
る
定
型
パ
タ
ー
ン
を
採
ら
ず
、

命
令
劃
象
者
が
護
令
内
容
に

組
み
込
ま
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

か
な
り
特
異
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
一
方
で
、

こ
の
令
旨
は
モ
ン
ゴ
ル
語
と
し
て
も
、

そ
の
漢
詩
と
し
て
も
、

ク
ピ
ラ
イ
期
以
降
の
命
令
文
の
基
本
線
は
、

や
は
り
そ
れ
な
り
に
色
濃
く
備
え

て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
一
睡
.と
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
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モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
少
な
く
と
も
東
方
に
お
け
る
蒙
漢
南
躍
の
命
令
文
は
、

ク
ピ
ラ
イ
政
権
の
成
立
を
さ
か
い
に
、
そ
れ
ま
で
の
時
期
と
そ
れ
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以
後
で
は
大
き
く
様
相
を
異
に
す
る
。
高
橋
文
治
は
克
明
に
そ
れ
を
指
摘
し
〔
高
橋
日
四
一
九
|
四
二
二
〕
、
筆
者
は
ク
ピ
ラ
イ
期
ま
で
の
漢
詩
僅

の
命
令
文
を
「
前
期
直
謬
睦
」
と
呼
び
〔
杉
山
一
九
九
O
b
h
一
O
四
〕
、
松
川
節
と
中
村
淳
は
ク
ビ
ラ
イ
時
代
以
後
の
蒙
漢
雨
瞳
の
そ
れ
を
「
大

元
ウ
ル
ス
書
式
」
と
名
づ
け
た
〔
中
村
・
松
川
一
一
一
一
一
〕。

こ
れ
ら
一
連
の
主
張
は
、
傾
向
全
般
か
ら
見
れ
ば
、

お
そ
ら
く
有
数
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
で
は
ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
後
の
東
方
に
お
け
る
蒙
漢
雨
瞳
の
命
令
文
の
す
べ
て
が
す
べ
て
、
く
ま
な
く

一
律
に
定
型
化
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
か
ど
う
か
と
な
る
と
、
そ
れ
は
ま
た
嘗
然
な
が
ら
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
令
旨
に
見
え
る
偏
差
は
、
別
註
に
奉
げ
る
莱
州
披
懸
神
山
長
生

そ

ン

ケ

首
尚
喜
一
間
宮
の
勢
都
児
大
王
令
旨
碑
に
も
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
同
碑
が
特
権
賦
興
の
先
例
と
し
て
「
蒙
寄
皇
帝
」
の
名
を
あ
げ
る
の
も
、
ク
ビ
ラ

イ
政
権
成
立
後
の
命
令
文
と
し
て
は
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
揺
れ
」
は
、

ク
ビ
ラ
イ
期
の
一

族
諸
王
家
が
援
し
た
令
旨
に
は
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
が
、
成
宗
テ
ム
ル
時
代
以
後
に
な
る
と
、
字
句
の
細
部
ま
で
か
な
り
劃
一
化
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
ク
ビ
ラ
イ
政
権
に
よ
る
命

令
文
と
そ
の
漢
語
版
の
劃
一
化
・
定
式
化
は
、
中
央
政
府
機
構
を
な
ん
ら
か
の
形
で
経
由
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
嘗
初
か
ら
巌
重
に
遵
守
さ
れ

一
族
諸
王
家
の
令
旨
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
ク
ピ
ラ
イ
時
代
で
は
逐
一
の
語
句
表
現
の
隅
々
ま
で
は
十
分
に
統
制
し
き
る
こ
と
は

た
ヵ:
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で
き
な
か
司
た
の
だ
ろ
う
。
命
令
文
の
劃
一

化
と
い
う
黙
に
限
っ
て
い
え
ば
、
成
宗
テ
ム
ル
時
代
以
後
に
な
っ
て
大
元
ウ
ル
ス
中
央
の
規
制
力

が
い
き
わ
た
っ
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
を
よ
う
す
る
に
、
こ
の
令
旨
は
衣
項
以
下
で
述
べ
る
内
容
上
の
重
要
さ
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
令
旨
そ

の
も
の
の
形
式
・
表
現
な
ど
の
文
書
面
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
特
異
な
注
目
す
べ
き
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

八
不
沙
大
王
と
護
令
年
次

こ
の
令
旨
の
護
令
者
で
あ
る
入
不
砂
大
王
と
は
誰
か
。
漢
文
文
献
よ
り
同
名
な
い
し
類
似
の
名
の
人
物
を
拾
う
と
、
検
索
の
限
り
、

①
ジ
ョ

チ
・
カ
サ
ル
王
家
の
入
不
沙
、
②
延
枯
年
間
(
二
三
四
|
二

O
)
に
卒
江
路
穂
管
で
あ
っ
た
入
不
沙
、
③
明
宗
コ
シ
ラ

ρ
o
r
g
の
正
后
の
入

不
沙
、
④
太
宗
オ
ゴ
デ
イ
の
息
女
で
高
昌
王
家
の
紐
林
的
斤

Z巾
WEE-丹
市
役
ロ

に
嫁
し
た
入
不

X
、

の
四
人
が
い
る
。

②
は
王
族
で
な
く

③
④
は
女
性
で
、
い
ず
れ
も
該
嘗
し
な
い
。
①
は
斉
主
人
不
沙
、
諸
王
八
不

〔
ト
〕
沙
と
い
う
表
現
で
こ
の
令
旨
碑
を
の
ぞ
く
『
元
史
』
以
下
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の
漢
文
の
同
時
代
原
典
史
料
に
十
九
箇
所
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
碑
が
立
て
ら
れ
た
般
陽
路
は
カ
サ
ル
王
家
歴
世
の
投
下
領
で
あ
り
、
そ
も
そ
も

ラ
シ

l
ド
・
ウ
ッ
デ
ィ

l
ン
刻
印
刷
丘
丘

-
U
E
『
集
史
』

c
eミ・
b
N
・吋
b
d
守
ぷ
以
下
の
ベ
ル
シ
ア

「
斉
王
」
と
い
う
主
競
は
こ
れ
に
因
む
。

語
史
料
も
ふ
く
め
、
管
見
の
限
り
、

モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
東
西
文
献
に
こ
う
し
た
名
の
モ
ン
ゴ
ル
王
族
は
、
カ
サ
ル
王
家
の
こ
の
人
物
し
か
見
え

な
い
。
元
代
の
公
記
録
に
お
け
る
人
名
一
孟
一
日
寓
上
の
通
例
で
は
、
こ
の
令
旨
の
「
八
不
砂
」
の
「
砂
」
は
使
わ
れ
な
い
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
複

、
亮
公
孝
行
之
碑
で
は
、

こ
の
令
旨
碑
で
は
異
例
な
豆
国
語
字
が
使
わ
れ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
(
た
だ
し
、
『
定
裏
金
石
記
』
巻

「
八
不
砂
口
口
金
賓
令
旨
二
道
」
と
あ
る
か
ら
、

「
砂
」
の
使
用
例
は
あ
る
)
。

教
の
石
刻
書
が
「
砂
」
と
す
る
以
上

八
不
沙
に
い
た
る
カ
サ
ル
王
家
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
『
元
史
』
倉
一

O
七
、
宗
室
世
系
表
、
捌
只
恰
〔
撒
〕
見
大
王
位
に
、
「
移
相
寄
大
王
|

勢
都
見
王
|
斉
王
八
不
沙
」
と
縦
一
列
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
は
、
ふ
つ
う
直
系
の
父
・
子
・
孫
の
関
係
か
、
ま
た
は
直
接
の
相
讃
関

係
を
示
す
。
移
相
互
町
大
王
は
カ
サ
ル
摘
出
の
三
男
で
有
名
な
イ
ス
ン
ゲ
吋
笠
宮
路
町
、
勢
都
見
王
は
、
ナ
ヤ
ン
に
呼
鷹
し
て
ク
ピ
ラ
イ
打
倒
に
た

一
方
、
『
集
史
』
イ
エ
ス
ゲ
イ
・
パ
ハ

l
ド
ゥ
ル
紀
の
第
一
章
で
は
、
カ
サ
ル
王
家
の
嘗
主
の
地
位
は
イ
ス
ン
ゲ
の

あ
と
、
そ
の
子
エ
ム
ゲ
ン
〉
冨
穴
〉
Z
V
同ヨ
c
Eロ
〉
同

smmg、
そ
の
子
シ
ク
ド
ゥ
ル
似
ペ
穴
吋
巧
H
N
V
U
F
B
H
v
b
H需
給
可
i
h
H
h
h
t可
と
縫

っ
た
シ
ク
ド
ゥ
ル
で
あ
る
。
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承
さ
れ
た
と
記
さ
れ
、

る
〔
C
吋匂・

2
由
〕
。
虞
集
『
遁
園
類
稿
』
巻
四
六
、
「
靖
州
路
線
管
控
古
台
公
墓
誌
銘
」
に
よ
れ
ば
、

『
元
史
』
宗
室
世
系
表
に
は
見
え
な
い
エ
ム
ゲ
ン
の
襲
封
を
惇
え
る
一
方
、

シ
ク
ド
ゥ
ル
ま
で
で
記
述
が
お
わ
っ
て
い

寄
」
「
親
王
愛
仙
阿
木
干
」
「
親
王
勢
都
見
」
が
つ
づ
け
て
現
わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
ス
ン
ゲ
、

カ
サ
ル
王
家
の
嘗
主
と
し
て
「
親
王
邪
相

エ
セ
ン
・
エ
ム
ゲ
ン
岡
崎
町
誌
・
阿
川
遠
性
同
町
内
誌
、

シ
ク
ド
ゥ
ル
で
あ
る
か
ら
、
ラ
シ
l
ド
『
集
史
』
の
情
報
が
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
集
史
』
イ
エ
ス
ゲ
イ
・
バ
ハ

1
ド
ゥ
ル
紀

の
第
二
章
末
尾
に
は
、
篤
本
に
よ
り
イ
エ
ス
ゲ
イ
の
子
孫
の
園
表
化
し
た
系
譜
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
瞳
が
注
目
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
が
〔
杉
山
一
九
九
一
二
八
七
〕
、
最
古
・
最
良
の
寓
本
イ
ス
タ
ン
プ
ル
本
で
は
固
化
し
た
系
譜
が
あ
っ
て
、
シ
ク
ド
ゥ
ル
の
直

後
に
冨
〉
冨
同
似
〉
と
見
え
、
し
か
も
彼
を
も
っ
て
カ
サ
ル
王
家
の
記
事
を
お
え
て
い
る
。
イ
ス
タ
ン
プ
ル
本
で
は
、
文
章一

よ
う
す
る
に
、
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で
額
ら
れ
た
系
譜
と
圃
表
化
し
た
系
譜
と
二
種
の
情
報
が
盛
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
イ
ス
タ
ン
プ
ル
本
の
全
般
に
わ
た
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っ
て
顛
著
で
あ
り
、
編
者
ラ
シ

l
ド
・
ウ
ッ
デ
ィ

I
ン
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
典
擦
が
あ
っ
て
の
慮
置
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
箇
所
さ

え
あ
る
〔
C
吋匂
-
Z舎
・
杉
山
一
九
九
一
日
一
八
七
〕。

れ
』主

E 司

五
分
校一
Ik. -

~< O 
b‘五

どそF

E裂
:誌の
常時
3' 黒占
ぬで

で
t主

カ
サ
ル
家
に
つ
い
て
は
、
ラ
シ
l
ド

・
ウ
ッ
、
テ
ィ
ー
ン
が
『
集
史
』
第

一
部
モ
ン
ゴ
ル
史
の
編
纂
事
業
を
推
進
し
て
い
る
時
知
、

冨
〉
冨
J

円山山〉

い
い
か
b

え

な
る
人
物
の
情
報
が
イ
ラ
ン
に
届
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
『
集
史
』
を
踏
ま
え
る

シ
ク
ド
ゥ
ル

の
あ
と
に
ウ
イ
グ
ル
文
字

・
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
南
方
で

冨
〉
冨
J

み
〉
と
記
さ
れ
、

し
か
も
注
目
さ
れ
る
の
は
欄
外
に
、
「
ジ
ョ
チ
・
カ
サ
ル
の
ウ
ル
ス
〉
戸
当
ω
〉
三
宮
V
H
h
N
E
は
彼
が
も
っ
て
お
り
、
カ
ア
ン

の
も
と
に
い
る
」

と
註
記
さ
れ
て
い
る
〔

p・
a-HO合
〕
。
テ
ヘ
ラ
ン
の
嘗
園
民
議
舎
附
属
国
書
館
所
蔵
の
『
集
史
』
で
も
、
イ
エ
ス
ゲ
イ
・
パ
ハ
l
ド
ヮ
ル
紀
の

第
二
-
章
に
固
化
し
た
系
譜
が
あ
り
、
欄
外
の
註
記
も
含
め
て
『
五
分
枝
』
と
全
く
同
一
で
あ
る
の
は
〔
の
吋

Hgω
〕
、
整
方
の
潟
本
成
立
に
闘

し
で
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
テ
ィ
ム

l
ル
朝
期
に
成
立
し
た
『
高
貴
系
譜
』
ミ
S
N
N
Q
F

b
ま
思
も
紋
況
は
同
じ
で
あ
り
、
フ
ラ

ン
ス

園
立
園
書
館
蔵
本
で
は
切
〉
冨
ペ
似
〉
、
大
英
国
書
館
職
本
お
よ
び
ア
リ
!
ガ
ル
・
ム
ス
リ
ム
大
挙
所
裁
の
二
本
で
は
と
も
に
玄
〉
冨
J

み
〉
出

と
顔
ら
れ
る
。
宮
〉

Z
Jみ

p
冨
〉
宮

Jへ
仰
〉
戸
回
〉
玄

J円
山
山
〉
〉
宮
古
回
以

P

Z削
自
民
削
7
・
∞
卸
同
回
日
開
仰
は
た
が
い
に
き
わ
め
て
近
い
表
記
で
あ

り、

m
王国と

b
一
耳
目
は
交
替
し
や
す
い
の
で
、
漢
字
表
記
の
「
八
不
沙
」
か
ら
期
待
さ
れ
る
∞
与
戸
山
由
と
の
連
闘
は
疑
い
な
い
。
い
ま
、
巌
密
な

名
の
確
定
は
ひ
か
え
た
い
が
、
本
稿
で
は
以
下
か
り
に
暫
定
案
と
し
て
ア
ン
ビ
ス
と
ベ
リ
オ
の
考
定
に
従
い
〔
出
血

g
r
U
2
F
=
E
A
S、
バ
ブ
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シ
ャ
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

『
元
史
』
巻
二
二
、
武
宗
本
紀
、

お
よ
び
巻

一
O
入
、
諸
王
表
、
斉
王
の
項
に
よ
れ
ば
、

八
不
沙
す
な
わ
ち
パ
プ
シ
ャ
が
斉
王
披
を
興
え
ら

れ
た
の
は
、
大
徳
一
一
年
(
二
ニ
O
七
〉
七
月
丁
丑

カ
サ
ル
家
と
し
て
は
最
初
の
費
王
受
披
で
あ

っ
た。

た
だ
し
、

こ
れ
は
ク
l
・
デ
タ
卸

位
し
た
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン

C
2
Eロ

が
生
来
の
人
の
よ
さ
と
人
気
取
り
政
策
の

二
貼
か
ら
、

従
来
ク
ビ
ラ
イ
踊
統
の
超

一
級
王
家
に
し
か
許

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
最
高
ラ
ン
ク
の
一
字
王
競
(
金
印
献
紐
)
を
観
設
し
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
カ
イ
シ
ャ
ン
の
貫
弟
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
〉
同
日
・

ゲ
同
門
君
主
曲

が
い
っ
た
ん
元
廷
を
掌
握
し
た
さ
い
、

宮
廷
内
闘
争
に
立
ち
働
い
た
禿
刺

叶
目
白
・
c
m
w
D
-
V
M
1
b
2・。

E
b
が
チ
ャ
ガ
タ
イ
系
の
傍



流
に
も
か
か
わ
ら
ず
越
王
を
受
封
し
た
以
外
、
二
字
王
競
の
雲
南
王
よ
り
替
王
に
進
ん
だ
ク
ビ
ラ
イ
庶
系
の
也
先
帖
木
見
何
回

ga叶
巾

Br、
同

様
に
寧
遠
王
よ
り
寧
王
に
進
ん
だ
ク
ピ
ラ
イ
庶
子
の
閤
闇
出
関

α
Z
B、
威
武
西
寧
王
よ
り
圏
王
と
さ
れ
た
チ
ャ
ガ
タ
イ
系
の
出
伯
向
山
手
巳
な

ど
、
十
な
い
し
は
十
一
を
数
え
る
同
様
の
事
例
は
、
ど
れ
も
も
と
も
と
大
元
ウ
ル
ス
治
下
の
有
力
集
圏
の
長
で
あ
る
ほ
か
に
特
別
の
理
由
は
見

嘗
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
東
方
三
王
家
の
一
で
あ
る
カ
チ
ウ
ン

C
白
町
ロ
ロ
王
家
嘗
主
一
の
柔
列
納
ロ

αHg目
が
、
や
は
り
こ
の
時
に
済
王
(
カ
チ

ウ
ン
家
の
山
東
投
下
領
は
済
南
路
で
あ
る
)
を
受
競
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
パ
ブ
シ
ャ
の
斉
王
受
競
に
特
別
の
事
情
や
背
景
を
讃
み
と
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
、
既
述
の
『
五
分
校
』
が
欄
外
註
で
い
う
よ
う
に
、
バ
プ
シ
ャ
が
ジ
ョ
チ
・
カ
サ
ル
の
ウ
ル
ス
を
保
有
し
て

い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
彼
が
カ
サ
ル
王
家
の
嘗
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
附
け
る
以
外
に
格
別
の
意
味
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
こ
そ
が

本
稿
に
と
っ
て
は
意
味
を
も
っ
。

問
題
は
、
こ
の
令
旨
の
護
令
年
次
に
か
ら
ん
で
、
パ
ブ
シ
ャ
が
一
睡
い
つ
か
ら
カ
サ
ル
家
の
嘗
主
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
貼
で
あ
る
。
彼

の
嘗
主
在
位
時
期
の
上
限
を
推
定
せ
し
め
る
有
力
な
記
事
と
し
て
民
園
『
昌
梁
懸
績
志
』
巻
一
七
、
「
劉
氏
先
佳
之
記
」
に
、
「
至
元
二
十
四

み

つ

つ

し

年
ハ
一
二
八
七
)
、
本
投
下
都
達
魯
花
〔
赤
?
〕
の
禿
忽
赤
、
暗
て
こ
れ
を
奇
と
し
、
激
し
て
捕
鷹
提
領
を
命
ず
。
越
え
て
明
年
、
紙
ん
で
勢
都

γ

〆

タ

イ

た

ま

見
大
王
の
令
旨
を
受
け
、
名
忙
古
一
タ
ミ
ghqHhHE
を
配
う
。

元
年
(
二
=
一
二
〉
の
立
石
に
か
か
る
の
で
、
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二
十
八
年
、
復
た
八
不
沙
斉
王
の
令
旨
を
受
く
」
と
見
え
る
。
同
碑
は
皇
慶

文
中
で
バ
ブ
シ
ャ
に
斉
王
競
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
振
り
返
っ
て
の
表
現
で
あ
り
、
『
元
史
』

が
い
う
斉
王
受
競
の
年
次
を
動
か
す
必
要
は
な
い
。

同
碑
に
素
直
に
従
う
な
ら
ば
、

ペ
フ
シ
ャ
は
遅
く
と
も
至
元
二
八
年
〈
一
二
九
一
〉
に
は

嘗
主
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

至
元
二
九
年
(
一
二
九
二
〉
正
月
乙
巳
に
、
「
諸
王
失
都
見
に
金
千
南
を
賜
う
」
と
あ
る
の
が
気

に
か
か
る
。
こ
の
「
失
都
児
」
が
シ
ク
ド
ゥ
ル
の
音
篤
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
諸
王
失
都
見
は
『
元
史
』
巻
一
回
、
世
租
本
紀
、
至

其
の
黛
を
率
い
て
威
卒
府
を
取
り
、
遼
を
渡
り
て
豪
・
誌
州
を

駒

-2
-

J

、

ふ
J

ヂ
J

、L

『
元
史
』
巻
一
七
、
世
組
本
紀
、
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元
二
四
年
(
一
二
八
七
)
六
月
壬
申
に
「
諸
王
失
都
見
の
所
部
の
鎮
寄
吋
込
町
、

劫
取
せ
ん
と
欲
す
」
、
同
年
秋
七
月
葵
巳
に
「
乃
顔
の
黛
の
失
都
見
、
威
卒
を
犯
す
。
宣
慰
の
塔
出
吋
お
町
民
皇
子
愛
牙
赤
k

ぜ
色
町
民
に
従
い
、
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兵
を
合
し
て
漆
州
を
出
で
て
準
討
す
。
宣
慰
の
亦
見
撒
合
、
兵
を
分
ち
て
誌
州
に
趣
く
。
其
の
黛
、
悉
く
卒
ぐ
」
と
ナ
ヤ
ン
の
奉
兵
に
か
ら
ん

ナ
ヤ
ン
自
身
は
、
こ
の
年
の
六
月
に
ク
ピ
ラ
イ
親
征
軍
と
決
戦
し
、
敗
れ
て
捕
殺
さ
れ
た
。
諸
王
失
都
見
の
部
隊
は
、

で
二
度
あ
ら
わ
れ
る
。

ナ
ヤ
ン
本
隊
と
は
別
行
動
を
と
り
、
東
方
の
遼
寧
卒
原
に
兵
を
展
開
し
て
南
下
の
態
勢
に
入
り
つ
つ
あ
「
た
。

遼
河
以
北
は
従
来
か
ら
東
方
三

王
家
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
か
ら
、
現
在
の
関
原
に
あ
た
る
威
卒
よ
り
渡
遼
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
は
、

ま
さ
に
開
戦
を
意
味
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
ナ
ヤ
ン
本
隊
が
輿
安
嶺
方
面
の
主
力
決
戦
で
呆
気
な
く
解
醒
し
て
し
ま
プ
た
た
め
、
失
都
見
の
部
隊
は
翌
七
月
そ
う
そ
う
に
は
、

「
其
の

黛
、
悉
く
卒
ぐ
」
こ
と
に
な
司
た
の
だ
ろ
う
。

従
来
か
ら
、
こ
こ
に
見
え
る
失
都
見
を
カ
サ
ル
王
家
の
嘗
主
シ
ク
ド
ゥ
ル
と
見
て
疑
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
『
集
史
』
に
シ
ク
ド
ゥ
ル
が
ナ

ヤ
ン
の
奉
兵
に
加
っ
た
と
あ
る
の
と
符
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
誤
り
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
『
元
史
』
宗
室
世
系
表

お
よ
び
『
南
村
鞍
耕
録
』
巻
一
、
大
元
宗
室
世
系
に
見
え
る
勢
都
児
玉
と
同
一
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
先
掲
の
至
元
二
九
年
正
月

に
金
千
南
を
賜
興
さ
れ
た
諸
王
失
都
児
と
も
時
間
関
係
の
近
さ
、
表
記
の
一
致
か
ら
し
て
、
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
る
に
、

既
越
の
よ
う
に
「
劉
氏
先
壁
之
記
」
に
よ
れ
ば
、

至
元
二
八
年
に
は
絞
任
肢
と
し
て
の
令
旨
を
震
出
し
た
の
は
パ
ブ
シ
ャ
に
襲
っ
て
い
る
。
こ
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の
行
矯
は
カ
サ
ル
王
家
を
代
表
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら、

ふ
つ
う
に
は
賞
主
は
パ
ブ
シ
ャ
に
移
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

解
揮
は
、
①
至
元
二
九
年
(
一
二
九
二
〉
正
月
の
時
貼
で
シ
ク
ド
ゥ
ル
は
依
然
と
し
て
嘗
主
位
に
あ
っ
た
、
②
蛍
主
位
は
息
子
パ
ブ
シ
ャ
に
譲

り
な
が
ら
も
有
力
者
で
あ
り
つ
づ
け
た
、
③
「
劉
氏
先
壁
之
記
」
に
誤
り
が
あ
る
、
④
金
千
雨
を
賜
興
さ
れ
た
諸
王
失
都
見
は
別
人
で
あ
る
、

シ
ク
ド
ゥ
ル
と
い
う
名
は
、
パ
プ
シ
ャ
と
ち
が
い
、
フ
レ
グ
・
ウ
ル
ス
に
同
名
の
名
高
い
武
賂
が
い
た
り
、
大
元

の
四
つ
の
ど
れ
か
で
あ
る
。

ウ
ル
ス
治
下
で
も
大
司
農
の
失
都
見
や
ケ
シ
ク
と
な
司
た
失
都
見
が
い
る
な
ど
、
珍
し
い
名
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ナ
ヤ
ン
の
奉
兵
前
後
で
反

と
い
う
賜
輿
額
も
、

ク
ビ
ラ
イ
側
の

一
方
の
主
将
と
な
る
モ
ン
ゴ
ル
王
族
シ
ク
ド
ゥ
ル
と
い
え
ば
、
既
存
の
文
献
か
ら
す
る
限
り
、
絵
人
は
考
え
に
く
い
。
金
千
雨

カ
サ
ル
王
家
を
ふ
く
む
第
一
ラ
ン
ク
の
定
例
賜
興
を
毎
年
う
け
る
規
定
で
あ
る
諸
王
家
の
定
額
が
銀
五
千
雨
(
百
錠
)
、
段

か
な
り
な
高
額
で
あ
り
、
そ
う
し
た
臨
時
賜
輿
に
相
嘗
す
る
政
治
上
の
重
要
人
物
と
な
る
と
、
カ
サ
ル

三
百
匹
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、



カ
サ
ル
家
の
シ
ク
ド
ゥ
ル
自
身
が
設
し
た
令
旨
で
は
、

/
幻
、
道
略
六
二
四
、
六
三
一
、
六
六
九
、
八
二
一
二
〕
も
し
く
は
「
貫
都
而
」
〔
虞
集
『
道
圏
昼
古
録
』
巻
五
O
、

「
勢
都
見
」

〔
帯
数
録

M

/
お
、
明
ω

家
の
シ
ク
ド
ク
ル
を
お
い
て
考
え
に
く
い
。
ま
た
、

「
民
大
道
数
第
八
代
崇
玄
康
化
良
人
岳
公
之

碑
」
。
道
略
八
三

O
L三
に
も
枚
録
〕
と
美
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
劃
し
、
前
引
『
元
史
』
世
租
本
紀
に
見
え
る
三
箇
所
の
記
事
で
は
い
ず
れ
も

「
失
都
見
」
と
寓
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
も
、
ナ
ヤ
ン
奉
兵
後
の
庇
馳
の
意
が
加
味
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
か
え
っ
て
問
題
の
至
元
二

(

7

)

 

九
年
正
月
乙
巳
の
記
事
の
「
諸
王
失
都
見
」
は
ナ
ヤ
ン
に
呼
躍
し
た
人
物
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
『
元
史
』
が
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

④
は
否
定
さ
れ
、
①
③
を
採
る
積
極
理
由
が
な
い
と
な
る
と
、
②
の
バ
プ
シ
ャ
が
嘗
主
位
に
つ
く
一
方
、
そ
の
父
シ
ク
ド
ゥ
ル
も
有
力
者
と

し
て
ク
ピ
ラ
イ
政
権
か
ら
遇
さ
れ
た
と
す
る
可
能
性
が
の
こ
る
。
シ
ク
ド
ヮ
ル
は
ほ
と
ん
ど
寅
戦
に
お
よ
ば
ず
に
降
伏
し
た
よ
う
で
あ
る
し
、

ナ
ヤ
ン
の
覆
滅
後
も
カ
チ
ウ
ン
家
の
カ
ダ
ア
ン
が
反
ク
ピ
ラ
イ
闘
争
を
纏
績
し
て
東
モ
ン
ゴ
リ
ア
、

マ
ン
チ
ュ
リ
ア
全
域
か
ら
朝
鮮
半
島
の
高

麗
圏
内
の
深
く
ま
で
轄
戟
し
て
い
た
。
東
準
の
携
え
を
見
せ
は
じ
め
た
カ
イ
ド
ウ
針
策
の
た
め
も
あ
っ
て
、

つ
い
て
は
ナ
イ
マ
ダ
イ
(
乃
後
台
、
乃
馬
一
タ

Zmw-自由宏一)、

ク
ピ
ラ
イ
側
は
オ
ッ
チ
ギ
ン
家
に
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カ
チ
ウ
ン
家
に
つ
い
て
は
エ
ジ
ル
を
嘗
主
に
指
名
し
、
す
み
や
か
な
東
方
三
王
家
と

の
和
解
と
事
態
の
牧
拾
・
鎮
静
化
を
あ
き
ら
か
に
は
か
つ
て
い
た
。
カ
ダ
ア
ン
と
そ
の
子
ラ
オ
デ
ィ
〈
老
的

F
o
g
が
本
擦
を
遠
く
は
な
れ

た
朝
鮮
半
島
方
面
で
ナ
イ
マ
ダ
イ
ら
の
鎮
定
軍
に
追
わ
れ
て
姿
を
治
す
の
は
、
至
元
二
九
年
は
じ
め
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
考
慮
す
る

と
、
同
年
正
月
の
臨
時
賜
興
の
意
味
は
無
視
で
き
な
い
。
オ
ッ
チ
ギ
ン
、
カ
チ
ウ
ン
南
家
と
も
蛍
主
は
交
替
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
カ
サ
ル

家
に
つ
い
て
も
、
バ
ブ
シ
ャ
の
嘗
主
襲
封
を
も
っ
て
ク
ピ
ラ
イ
と
シ
ク
ド
ゥ
ル
の
妥
協
が
成
立
し
た
こ
と
は
あ
り
え
る
。
『
集
史
』
は
シ
ク
ド

ゥ
ル
慮
刑
と
軍
の
分
配
を
い
う
が
、
こ
れ
は
疑
問
で
あ
る
。

「
劉
氏
先
壁
之
記
」
も
ふ
く
め
、
現
在
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
確
度
の
高
い
す
べ
て

の
東
方
文
献
の
情
報
を
ど
れ
も
否
定
す
る
こ
と
な
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
こ
う
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

で
は
、
こ
の
令
旨
が
護
令
さ
れ
た
「
蛇
児
年
」
と
は
い
つ
か
。
パ
プ
シ
ャ
の
活
動
時
期
か
ら
す
る
と
、
①
至
元
三

O
年
(
一
二
九
三
〉
笑
巳
、

②
大
徳
九
年
〈
二
二
O
五
)
乙
巳
、
③
延
祐
四
年
(
一
一
三
七
)
丁
巳
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
令
旨
の
碑
陰
に
刻
さ
れ
て
い
た
と
い
う

「
大
徳
五
年
」
が
立
石
な
い
し
は
そ
れ
に
近
い
年
次
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、

②
③
は
排
除
さ
れ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
、
バ
プ
シ
ャ
を
と
り
ま
く
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歴
史
扶
況
か
ら
考
え
る
と
、

(a) 

元
貞
二
年
(
一
二
九
六
)
三
月
:
:
:
甲
戊
、

ま
ず
②
に
つ
い
て
『
元
史
』
成
宗
本
紀
に
載
る
次
の
三
つ
の
記
事
か
ら
、

諸
王
亦
只
里
町
h
k
、

や
は
り
否
定
に
傾
か
ざ
る
を
え
な
い
。

八
不
沙
、

亦
憐
員

i

マ
吉
町
民
活
、

也
里
怪
巴
釘

S
、

蓋
吉
刺
帯

め

cash-「
b
n
p
H
民
を
遣
し
て
並
び
に
菅
王
の
怯
魯
刺
民
間
三

N
S吋
の
地
に
駐
夏
せ
し
む
。

大
徳
六
年

(
=
δ
二
)
十
一
月
:
:
庚
氏
、

和
林

K) 。
可

l'::! 

さ

の
軍
の
酒
を
醸
す
を
禁
ず
。
惟
だ
安
西
王
阿
難
答
与
さ
制
定
皆
、

不
沙
、
也
只
里
町
同
氏
、
鮒
馬
笹
子
台
ミ
む
と
た
お
眠
、
弘
吉
刺
幣
む

g
h
b
E
h同日、 諸

王

忽
刺
出

足刊にお句史
、
脱
脱
吋
S

H

O

(
，
E
)、
〔
入
〕

燕
里
干
巳
お

S
は
、
醸
す
を
許
す
。

(c) 

大
徳
七
年
三
三
O
三
)
五
月
壬
辰
:
:
:
大
徳
五
年
の
戦
功
を
以
て
北
師
に
賞
す
る
こ
と
銀
二
十
寓
雨
、

紗
二
十
蔦
錠
、
幣
白
巾
五
寓
九

千
匹
。
皇
姪
海
山
ぬ
s
h
b
誌
、
及
び
安
西
王
阿
難
答
、

諸
王
脱
脱
、

八
不
沙
、

鮒
馬
肉
質
子
台
等
に
賜
う
こ
と
各
お
の
金
五
十
雨
、

銀

珠

・
錦

・
幣
等
の
物
は
差
あ
り
。

ペ
フ
シ
ャ
は
元
貞
二
年
春
よ
り
、
他
の
東
方
系
諸
王
と
も
ど
も
封
カ
イ
ド
ウ
戦
へ

出
陣
し
、

る
大
徳
五
年
(
二
ニ
O
一
〉
の
大
舎
戟
に
も
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ふ
つ
う
、

一
三

O
三
年
こ
ろ
に
は

ド
ゥ
ア

ロ
ロ
〆
の
主
唱
に
よ
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カ
イ
ド
ウ
が
そ
の
お
り
の
負
傷
が
も
と
で
死
去
す

り
史
上
名
高
い
東
西
停
戦
へ
動
き
だ
し
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
机
上
の
計
算
の
よ
う
に
、

た
だ
ち
に
そ
う
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
例
え

ば
和
卒
の
使
節
園
が
フ
レ
グ

・
ウ
ル
ス
宮
廷
に
到
着
し
た
の
は
へ
ジ
ラ
暦
七

O
四
年
サ
フ
ァ
ル
月
一
七
日
、
す
な
わ
ち
西
暦
一
三

O
四
年
一

O

月
一
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
〔
吋
C
L
S白
〕
、
虞
集
「
句
容
郡
王
世
績
碑
」
〔
『
道
園
皐
古
録
』
巻
二
三
、

『
道
園
類
稿
』
倉
一
一
一
七
、

『
元
文
類
』
港
二

六
〕
に
よ
れ
ば
、
大
徳
七
年
秋
ま
で
の
問
、

イ
シ
ャ
ン
が
赤
納
思

0.述
。
同
の
地
に
諸
王
軍
を
褒
め
、
戦
勝
の
大
集
舎
を
催
し
て
い
る
。

大
元
ウ
ル
ス
箪
は
安
西
王
ア

1
ナ
ン
ダ
、

E

目
玉
イ
ス
ン

・テ

ム
ル

J
E印己ロ・叶巾
E
C
H
、
懐
寧
王
カ

ど
に
よ
れ
ば
、
こ
の
大
決
戦
に
さ
い
し
て

『
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
ゥ
史
』
吋

bi~明
白
札
口
町
九
段
同
ね
な

モ
ン
ゴ
リ
ア
本
土
を
あ
ず
か
る
音
王
家
の
部
隊
に
加
え
、
中
央
政
府
系
の
精
鋭
軍
圏
を
率
い
て
出

陣
し
た
カ
イ
シ
ャ
ン
、
安
西
王
園
軍
を
引
具
し
た
ア
l
ナ

ン
ダ
は
、
停
戦
後
も
す
ぐ
に
開
還
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
ア
ル
タ
イ
か

ら
ハ
ン
ガ
イ
方
面
に
駐
留
し
て
、

カ
イ
ド
ウ
以
後
を
め
ぐ
る
カ
イ
ド
ウ
一
門
と
ド
ゥ
ア
一
門
の
政
治
抗
争
に
匪
力
を
か
け
つ
つ
、
模
様
な
が
め



を
し
て
い
た
〔
杉
山
一
九
八
七
一
四
六
l
四
七
〕
。

ア
l
ナ
ン
ダ
と
カ
イ
シ
ャ
ン
と
い
う
雨

E
頭
が
モ
ン
ゴ
リ
ア
を
引
き
あ
げ
る
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ

大
徳
一
一
年
(
一
一
一
一

O
七
〉
の
成
宗
テ
ム
ル
崩
御
の
前
と
後
の
こ
と
に
な
る
。
②
の
大
徳
九
年
乙
巳
の
場
合
、
こ
の
令
旨
の
護
令
地
は
後
述
す
る

よ
う
に
東
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
カ
サ
ル
家
本
領
で
あ
っ
た
か
ら
、
パ
ブ
シ
ャ
が
出
軍
地
か
ら
開
還
で
き
て
い
た
か
疑
わ
し
い
。
こ
の
問
、
制
の
記
事

か
ら
夏
期
は
ケ
ル
レ
ン
に
駐
牧
し
、

の
年
の
多
期
の
み
(
笈
令
日
は
一
一
月
一
八
日
)
、
本
接
地
に
掃
還
し
て
い
た
と
も
考
え
に
く
い
。

似
の
記
事
か
ら
多
期
は
カ
ラ
・
コ
ル
ム
地
匝
に
越
多
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
以
上
、
令
旨
護
令

よ
う
す
る
に
、
大
徳
九
年
の
時
貼
で
バ
ブ
シ
ャ

を
ふ
く
む
大
元
ウ
ル
ス
連
合
軍
が
軍
事
解
散
し
て
い
た
と
は
お
も
え
な
い
の
で
あ
る
。

③
の
場
合
、
否
定
の
度
合
い
は
よ
り
強
い
。
バ
ブ
シ
ャ
に
か
か
わ
る
記
事
の
う
ち
、
明
確
な
年
次
と
日
附
を
も
っ
最
後
は
、
後
引
の
『
逼
制

僚
格
』
巻
六
に
見
え
る
皇
慶
元
年
(
二
三
二
)
一
二
月
二
七
日
の
記
事
で
あ
る
。
そ
の
五
年
後
に
あ
た
る
延
祐
四
年
丁
巳
ま
で
、
パ
ブ
シ
ャ
が

在
世
な
い
し
在
位
し
て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。

『
元
史
』
宗
室
世
系
表
で
は
パ
ブ
シ
ャ
の
甥
の
位
置
に
記
さ
れ
る
玉
龍
織
木
見

門、込送内・
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吋
ミ
ミ
可
が
延
祐
三
年
七
月
乙
卯
に
湾
王
よ
り
二
段
階
下
位
の
保
恩
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
仁
宗
本
紀
の
記
事
の
評
債
次
第
で
は
、
屠
寄

(
8
)
 

『
蒙
冗
見
史
記
』
の
よ
う
に
、

パ
ブ
シ
ャ
は
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
時
代
の
末
に
謹
告
さ
れ
て
他
界
し
、
王
国
肘
は
剥
奪
さ
れ
て
、

」
の
ウ
ル
ン
・
テ

カ
サ
ル
家
の
醤
主
は
空
位
で
あ
っ
た
と
す
る
大
臆
な
想
念
も
生
ま
れ
る
徐
地
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
世
系
表
で
は
ウ
ル
ン
・

テ
ム
ル
は
斉
王
競
を
附
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
も
留
意
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
甥
筋
の
人
物
が
受
放
し
た
後
も
パ
プ
シ
ャ
が
嘗
主
で
あ
り
つ

づ
け
た
と
い
う
事
態
を
想
定
す
る
の
は
、
初
封
時
わ
ず
か
に

一
千
戸
と
い
う
最
小
の
ウ
ル
ス
で
し
か
な
い
カ
サ
ル
家
の
場
合
、

同
時
に
二
人
の

ム
ル
の
受
競
ま
で
、

王
競
保
持
者
が
い
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
説
得
力
を
も
ち
え
な
い
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
考
定
を
阻
げ
る
要
素
の
見
あ
た
ら
な
い
①
を
採
る
の
が
無
理
が
な
い
。
至
元
三

O
年
葵
巴
一
一
月
一
八
日
の
護
令
と
な
れ

ば
、
こ
の
令
旨
は
ク
ピ
ラ
イ
政
権
に
と
っ
て
も
、
カ
サ
ル
王
家
を
ふ
く
む
東
方
三
王
家
に
と
っ
て
も
、
最
大
の
事
件
で
あ
っ
た
ナ
ヤ
ン
と
カ
ダ

ア
ン
の
ク
ビ
ラ
イ
打
倒
活
動
の
終
東
直
後
と
い
う
、
歴
史
上
は
な
は
だ
注
目
す
べ
き
時
期
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
震
令
の
二
箇
月
後
に
は

457 

ク
ビ
ラ
イ
が
長
逝
す
る
の
で
あ
る
。
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四

北
の
本
領
ア
ル
グ
ン
河
畔

さ
て
、
内
容
上
、
注
目
さ
れ
る
第
一
貼
は
、
設
令
地
「
也
魯
古
那
」
で
あ
る
。

河
、
也
見
古
納
、
『
集
史
』
で
は
〉
円
一
山
口

E
と
縮
ら
れ
、
原
一
音
は
何
括
ロ
号
、
現
ア
ル
グ
ン
〉
ミ

E
河
の
こ
と
で
あ
る
。

カ
サ
ル
王
家
本
領
に
つ
い
て
、
女
の
四
貼
を
雄
需
に
語
っ
て
く
れ
る
。

『
秘
史
』
で
は
額
見
古
埋
木
噂
、

『
元
史
』
で
は
也
里
古
納

こ
の
わ
ず
か
四
文

{
子
は
、付

カ
サ
ル
王
家
は
、
元
代
中
期
で
も
ひ
き
つ
づ
き
チ
ン
ギ
ス
時
代
以
来
の
初
封
地
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
。
カ
サ
ル
・
ウ
ル
ス
の
牧
地
に

『
集
史
』
イ
エ
ス
ゲ
イ
・
バ
ハ

l
ド
ゥ
ル
紀
の
第
一
章
に
、

目
白
色
日
は
モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
の
内
部
、
そ
の
東
方
の
北
寄
り
に
あ
っ
て
、

つ
い
て
は
、

「
イ
ス
ン
ゲ
と
ジ
ョ
チ
・
カ
サ
ル
の
ウ
ル
ク
の
牧
住
地

Z
2
4国

エ
ル
グ
ネ

〉
H
}
内
口
口
問
、

。〈
ぺ
tl:lフ
<::; ノレ
〉リ。<
E ノ
V J uル
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這日l

と お
孫よ

オ
ッ
チ
ギ
ン
・
ノ
ヤ
ン
ピ
誌
同
ロ
ロ
可
同
ロ
の
子
の
ジ
ブ

吋
白
骨
削
仲
間
H
V
吋

3
R
b可
の
諸
ユ
ル
ト
の
地
に
近
い
」
〔
C
叫
J

♂

g
r〕
と
あ
る

の
が
唯
一
の
文
献
情
報
で
、

以
来
、
屠
寄
、
パ
ン
ザ

l
ロ
フ
、
箭
内
亙
を
は
じ
め
と
す
る
内
外
の
先
事
が
言
及
し
、
典
擦
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、

び
カ
イ
ラ
ル

β
出
回
]
間
同
の
境
域
に
あ
り

の
タ
ガ
チ
ャ
ル

洪
鈎
が
引
用
し
て

-128ー

『
集
史
』
の
記
事
は
、

ク
ピ
ラ
イ
政
権
成
立
期
の
イ
ス
ン
ゲ
嘗
主
時
代
の
こ
と
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
初
封
時
ま
で
に
朔
る
約
半
世
紀
聞
に
つ
い
て
は
、
他
の
オ

ッ
チ
ギ
ン
王
家
、
カ
チ
ウ
ン
王
家
、

お
よ
び
コ
ン
ギ
ラ
ト
尉
馬
家
ら
の
牧
地
と
の
粂
ね
合
い
か
ら
、

ひ
と
ま
ず
そ
の
記
述
ど
お
り
で
あ
っ
た
と

す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

イ
ス
ン
ゲ
以
降
、
す
な
わ
ち
ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
確
立
以
後
も
ひ
き
つ
づ
き
同
地
方
が
カ
サ
ル
王
家
が
専
有
す
る
牧
地

で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、

じ
つ
は
全
く
誼
擦
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
巌
密
に
い
え
ば
、
前
引
の
『
集
史
』
の
記
事
自
瞳
が
、
他
に
裏

附
け
る
材
料
が
な
け
れ
ば
、

し
ょ
せ
ん
は
博
聞
史
料
と
さ
え
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
令
旨
が
元
代
中
期
に
か
か
ろ
う
と
す
る
ク
ピ
ラ
イ
の

最
晩
年
に
、

王
家
の
嘗
主
で
あ
る
バ
プ
シ
ャ
自
身
の
名
に
お
い
て
、

そ
の
曾
祖
父
イ
ス
ン
ゲ
の
所
領
と
『
集
史
』
が
停
え
る
エ
ル
グ
ネ
の
地
よ

り
設
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

ま
た
と
な
い
史
料
債
値
を
も
っ
。

∞
 
ナ
ヤ
ン
、

カ
ダ
ア
ン
の
反
ク
ピ
ラ
イ
活
動
の
鎮
定
後
も
、

カ
サ
ル
家
の
初
封
地
に
根
本
か
ら
の
幾
更
は
な
か
司
た
こ
と
。

ナ
ヤ
ン
覆
滅



後
の
鹿
置
に
闘
し
て
、

ナ
ヤ
ン
自
身
の
慮
刑
は
漢
文
諸
史
料
、

マ
ル
コ
・
ポ

l
ロ
の
放
行
記
な
ど
の
東
西
文
献
で
一
致
し
て
確
認
さ
れ
る
が
、

『
集
史
』
、

そ
し
て
あ
く
ま
で
参
考
史
料
に
と
ど
め
る
べ
き
で
は
あ
る
も
の
の

『
集
史
』
が
シ
ク
ド
ゥ
ル
に
つ
い
て
も
「
ヤ
サ
に
い
た
ら
し
め

た
」
と
述
べ
る
の
は
、
既
述
の
よ
う
に
疑
問
が
あ
る
。
た
だ
し
、
直
接
の
反
凱
活
動
の
主
役
を
だ
し
た
オ
ッ
チ
ギ
ン
家
と
カ
チ
ウ
ン
家
に
つ
い

て
は
、
ラ
シ

l
ド
が
い
う
軍
隊
の
分
割
は
捕
虜
の
戸
籍
嬰
更
と
南
中
園
へ
の
配
流
と
水
寧
へ
の
轄
用
と
い
う
形
で
小
規
模
な
が
ら
も
寅
施
さ
れ

〈

9
)

た
。
奉
丘
ハ
に
参
加
し
た
王
族
を
耽
羅
(
済
州
島
)

へ
配
流
す
る
な
ど
、

い
く
つ
か
の
慮
置
が
と
ら
れ
た
〔
葉
日
九
三
|
九
四
〕
。
右
の
雨
王
家
の

遊
牧
本
領
は
も
と
よ
り
、
三
王
家
の
う
ち
最
北
に
位
置
す
る
カ
サ
ル
・
ウ
ル
ス
の
所
領
内
に
も
、
カ
ダ
ア
ン
を
追
っ
て
北
伐
し
た
ク
ピ
ラ
イ
側

の
軍
圏
が
踏
み
込
ん
だ
気
配
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
、
ナ
ヤ
ン
が
嘗
主
で
あ
っ
た
オ
ッ
チ
ギ
ン
王
家
で
さ
え
、
一
時
期
、
非
ナ
ヤ
ン
系

『
集
史
』

警
戒
論
や
勢
力
削
減
が
特
に
漢
族
官
僚
か
ら
上
奏
さ
れ
、
大
元
ウ
ル
ス
廷
内
で
論
議
さ
れ
た
こ
と
は
漢
文
文
献
に
し
ば
し
ば
見
え
る
。
許
有
壬

り の
傍
流
と
見
ら
れ
る
ナ
イ
マ
ダ
イ
に
主
導
権
が
移
っ
た
ら
し
い
も
の
の
、
間
も
な
く
ナ
ヤ
ン
直
系
と
お
.
ほ
し
き
ト
グ
ト
が
結
局
は
嘗
主
と
な

に
ク
ビ
ラ
イ
晩
年
の
有
力
諸
王
の
筆
頭
に
奉
げ
ら
れ
る
寅
力
を
も
っ
た
ご
五
O
頁
参
照
'〕。

ト
ク
ト
が

E
大
す
ぎ
る
あ
ま
り
、

-129ー

『
至
正
集
』
に
牧
め
ら
れ
た
「
遼
王
」
の
議
論
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
代
の
大
カ
ア
ン
は
全
く
こ
れ
に
耳
を
貸
さ
な
か
っ
た
。

ナ

ヤ
ン
と
カ
ダ
ア
ン
の
反
蹴
後
の
血
統
と
地
位
の
保
全
は
、

カ
サ
ル
家
は
も
と
よ
り
カ
チ
ウ
ン
家
で
も
文
献
上
、
疑
い
を
い
れ
な
い
。

し
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

で
は
、
各
王
家
の
遊
牧
本
領
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
こ
の
黙
に
闘
し
て
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
明
詮
を
依
き
、
朕
況
か
ら
だ
け
で
は
剣
断
に
苦

し

か

し

、

少

な

く

と

も

カ

サ

ル

家

に

つ

い

て

は

本

領

渡

牧

な

ど

は

な

か

っ

た

こ

と

が

確

定

し

こ
の
令
旨
に
よ
り
、

モ
ン
ゴ
ル
一
帝
国
に
お
い
て
、
創
租
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
が
定
め
た
一
一
族
ウ
ル
ス
と
所
領
配
置
な
ど
の
大
枠
は
、

た
と
え
ど
ん

た
。
こ
の
こ
と
は
、

な
政
治
獲
動
が
あ
ろ
う
と
も
、

そ
し
て
ま
た
最
晩
期
の
ク
ビ
ラ
イ
と
い
う
歴
代
大
カ
ア
ン
の
な
か
で
飛
び
ぬ
け
た
強
権
者
を
も
っ
て
し
で
も
、

動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
租
法
で
あ
り
一
帝
一
園
瞳
制
の
主
柱
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
知
せ
し
め
る
有
力
な
例
詮
の
一
と
な
る
。
成
宗
テ
ム
ル
以
後
の

大
カ
ア
ン
が
ト
ク
ト
率
い
る
オ

ッ
チ
ギ
ン
家
の
削
減
案
に
封
し
、
全
く
顧
慮
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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伺

ア
ル
グ
ン
河
畔
が
カ
サ
ル
王
家
の
多
替
地
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
。
褒
令
の
日
附
は
-
一
月
一
八
日
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
巌
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多
期
に
近
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
令
旨
は
多
借
地
か
ら
護
せ
ら
れ
て
い
る
。

モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
牧
民
た
ち
は
、
多
を
迎
え
る
と
所
属
ご
と
に
定
ま

チ
ャ
ガ
ン
・
ゾ
ド
ロ
白
百
ロ
古
仏
〔
ラ
シ
l
ド
も
ち
円
V
H
R
札
に
言
及
す
る
〕
、
す
な
わ
ち

司
た
越
多
地
に
集
結
し
、
集
圏
で
長
期
の
多
に
耐
え
た
。

「
白
い
災
厄
」
と
呼
ば
れ
る
ト
カ
雲
や
異
常
な
寒
波
な
ど
の
激
し
い
気
象
襲
動
を
し
の
ぐ
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
越
多
地
と
し
て
寒

さ
を
避
け
や
す
く
、

か
つ
水
が
え
や
す
い
山
並
・
丘
陵
の
南
側
や
渓
谷
、
河
川
の
岸
港
、
渓
流
の
ほ
と
り
、
湖
の
周
濯
な
ど
を
選
び
、
そ
こ
に

畜
舎
や
家
畜
圏
い
、

ま
ぐ
さ
や
各
種
飼
料
を
用
意
し
、

さ
ら
に
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
全
瞳
に
圏
壁
を
め
ぐ
ら
せ
た
。

ア
ル
グ
ン
河
畔
は

『集

史
』
が
い
う
カ
サ
ル
家
の
遊
牧
本
領
の
な
か
で
多
営
地
に
ふ
さ
わ
し
い
自
然
保
件
を
備
え
て
い
る
。
え
/
営
地
に
集
住
す
る
集
圏
が
牧
民
社
舎
に

お
い
て
最
大
の
祉
舎
車
位
で
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
で
は
、
し
ば
し
ば
そ
れ
が
千
戸
で
さ
え
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
初
封
時
、
わ
ず
か
に
一
千

戸
で
出
裂
し
た
カ
サ
ル
・
ウ
ル
ス
に
と
っ
て
、
も
と
よ
り
そ
の
後
は
蛍
然
ウ
ル
ス
の
規
模
は
抜
大
し
た
で
は
あ
ろ
う
が
、

ア
ル
グ
ン
河
昨
が
ウ

ル
ス
の
中
心
と
な
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

伺

-130-

黒
山
頭
古
城
が
カ
サ
ル
王
家
の
多
宮
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
。
ア
ル
グ
ン
河
の
右
岸
に
ほ
ど
近
く
、
ガ
ン
河
と
ド
ル
ブ
ル
河

の
合
流
黙
に
位
置
す
る
黒
山
の
南
麓
に
、
か
つ
て
日
本
人
や
ロ
シ
ア
人
に
よ
っ
て
成
吉
思
汗
城
と
呼
ば
れ
、
中
園
大
陸
で
は
黒
山
頭
古
城
と
呼

(ω
〉

び
な
ら
わ
し
て
き
た
有
名
な
城
祉
が
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
、
大
連
博
物
館
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
卒
面
固
に
よ
れ
ば
、
城
祉
は
各
港
五
八

五
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
を
呈
し
、
南
北
軸
に
ほ
ぼ
正
し
く
沿
う
。

四
壁
に
各
一
門
ず
つ
聞
き
、

う
ち
東
西
北
三
門
に
は
字
国
肢
の
、
南
門
の
み

に
は
矩
形
の

そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
大
型
の
聾
城
(
月
城
、
食
城
と
も
い
う
。
日
本
で
い
う
析
形
な
い
し
馬
出
し
に
あ
た
る
〉
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

城

壁
に
は
約
一
二

0
1
一一一一

0
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
雑
喋
が
備
え
ら
れ
、

四
隅
に
は
固
形
突
角
、

い
わ
ゆ
る
タ
ワ
ー
が
あ
る
。
域
内
中
央
部
に
は
や

や
縦
長
の
矩
形
を
呈
す
る
土
壁
で
固
ま
れ
た
主
建
築
祉
が
あ
り
、

西
門
附
近
に
は
大
き
な
貯
水
池
の
よ
う
な
も
の
が
残
存
す
る
ほ
か
、
域
内
の

所
々
に
井
戸
の
跡
が
見
ら
れ
る
と
い
う
〔
一一
一
上
一
九
三
七
〕
。

こ
の
城
祉
を
還
金
時
代
以
降
の
造
営
と
見
る
黙
は
従
来
だ
れ
も
異
論
が
な
く
、

た

だ
城
主
の
同
定
に
諸
案
あ
っ
た
。

近
年
、
景
愛
は
こ
れ
を
元
代
カ
サ
ル
王
家
の
城
と
特
定
し
た
。
主
な
根
擦
は
、
①
形
態
上
の
特
徴
が
元
代
の
上
都
・
大
都
・
雁
昌
路
城
に
類



似
す
る
こ
と
、
②
出
土
し
た
龍
紋
瓦
嘗
な
ど
の
建
築
装
飾
が
右
の
諸
城
か
ら
の
出
土
品
に
類
似
す
る
こ
と
、
③
文
献
上
、

都
合
三
黙
で
あ
る
〔
景
愛
日
六
九
!
七
四
〕
。

『
集
史
』
に
い
う
カ

サ
ル
家
の
所
領
内
に
あ
る
こ
と

筆
者
も
基
本
に
お
い
て
同
じ
意
見
で
あ
る
。

①
の
卒
面
プ
ラ
ン

の
類
似
と
い
う
貼
に
つ
い
て
い
え
ば
、
雁
昌
路
城
と
安
西
王
府
と
の
歴
然
た
る
同
一
性
に
着
目
す
れ
ば
、
景
愛
の
主
張
は
よ
り
説
得
力
を
ま
す

だ
ろ
う
。
ま
た
、
元
代
に
お
け
る
造
営
が
文
献
上
で
裏
附
け
ら
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
王
族
の
諸
城
に
闘
す
る
情
報
を
整
理
す
る
と
、
大
都
造
管
と
前

後
し
て
ク
ビ
ラ
イ
政
権
下
の
有
力
な
モ
ン
ゴ
ル
諸
集
圏
で
、
そ
の
多
営
地
と
夏
営
地
に
黒
山
頭
古
城
と
ほ
と
ん
ど
同
型
な
い
し
は
相
似
形
の
諸

城
が
一
斉
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
〔
杉
山
一
九
八
四
日
五
O
三
〕
。
黒
山
頭
古
城
が
、
カ
サ
ル
家
の
王
宮
、
と
り
わ
け
多
宮
と

し
て
、

イ
ス
ン
ゲ
か
エ
ム
ゲ
ン
の
嘗
主
時
代
、

い
い
か
え
れ
ば
元
代
初
期
に
建
設
さ
れ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
景
愛
の
論
擦
も
ふ
く
め
、
以
上
は
ど
れ
も
い
わ
ば
朕
況
謹
擦
に
す
ぎ
な
い
。
同
城
祉
を
カ
サ
ル
家
の
王
宮
と
特
定
す
る
直
接
の
根
擦

は
、
し
ょ
せ
ん
『
集
史
』
の
記
事
し
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
令
旨
も
「
也
魯
古
那
城
」
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
な

で
、
カ
サ
ル
家
が
多
営
地
を
設
定
す
る
な
ら
ば
、

ガ
ン
、

ド
ル
ブ
ル
南
河
の
合
流
黙
に
あ
た
り
、
陸
運
・
水
運
ど
ち
ら
で
も
交
通
上
の
最
要
衝

-131-

お
完
全
な
立
護
を
果
た
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
自
然
の
地
勢
上
か
ら
見
て
も
、
也
魯
古
那
、
す
な
わ
ち
ア
ル
グ
ン
河
の
一
帯

と
い
え
る
同
城
祉
周
迭
は
、
も
っ
と
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
、
固
定
施
設
を
結
果
と
し
て
必
要
と
す
る
多
営
地
が
、
ラ
シ
l
ド
が
停
え

る
有
名
な
環
肢
の
宿
営
ク
リ
エ
ン

]
内
口
岡
山
間
口

V
F
C
ロ可巾ロ

か
ら
震
展
し
て
、

つ
い
に
は
本
式
の
圏
郭
を
備
え
る
城
郭
、

城
市
に
成
長
す
る
類
例

は
歴
史
上
、
少
な
く
な
い
。

ド
ル
ブ
ル

の
一
帯
は
「
一
二
河
地
方
」
と
も
呼
ば
れ
、
東
モ
ン
ゴ
リ
ア
の

な
か
で
も
肥
沃
を
唱
わ
れ
る
土
地
柄
で
あ
る
。
そ
の
三
河
地
方
を
遊
牧
本
領
と
す
る
カ
サ
ル
家
が
、
ア
ル
グ
ン
河
畔
の
、
前
方
は
沼
津
に
の
ぞ

み
、
背
後
に
は
山
を
負
う
三
河
交
舎
地
と
い
う
稀
に
見
る
好
篠
件
の
地
に
、
ウ
ル
ス
の
中
心
と
な
る
多
宮
を
建
設
し
た
可
能
性
は
、
こ
の
令
旨

ア
ル
グ
ン
河
と
そ
れ
に
流
入
す
る
ガ
ン
、

に
よ

っ
て
格
段
に
高
ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

同
城
祉
の
西
方
お
よ
そ
四

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

ア
ル
グ
ン
左
岸
に
注
ぐ
ウ
ル
ル
ン
グ
北
岸
の
ヒ
ル
ヒ
ラ
河
に
沿
っ
て
、

そ
の
北
側
丘
陵
上
か
ら
有
名
な
い
わ
ゆ
る
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
碑
石
が
震
見
さ
れ
、

一
群
の
古
城
止
が
存
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す
る
。

イ
ス
ン
ゲ
の
紀
功
碑
で
あ
る
こ
と
が
剣
明
し
て
い
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る
。
さ
ら
に
こ
の
城
祉
群
よ
り
西
北
へ
約
五

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

同
じ
く
ウ
ル
ル
ン
グ
北
畔
に
ク
ン
ド
ゥ
イ
古
城
祉
が
あ
る
。

キ
セ
リ
ョ
フ

の・回・}〈宮内

g
g
は
詳
細
な
報
告
の
な
か
で
南
城
を
カ
サ
ル
家
の
王
宮
と
推
測
す
る
〔
穴

5
2
2・
自
己
・
ωN印
1
8
8
0
主
な
決
め
手
は

イ
ス

ン
ゲ
紀
功
碑
の
近
在
で
あ
る
。

『
中
園
歴
史
地
圃
集
』
第
七
加
、
元
明
、

二
・
一
二
頁
の
所
掲
聞
が
、

ヒ
ル
ヒ
ラ
城
祉
群
を
湾
王
府
、

ク
ン

ド
ヮ
イ
域
祉
を
旗
開
王
宮
と
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
キ
セ
リ
ョ
フ
を
踏
ま
え
る
。
た
だ
し
、
湾
王
府
・
贋
王
宮
と
命
名
す
る
史
料
上
の
根
擦
は
不

明
で
あ
る
。
そ
の
固
に
示
さ
れ
る

E
大
な
「
湾
王
部
(
捌
ロ
ハ
合
撒
見
後
王
封
地
)
」
の
領
域
は
、
少
な
く
と
も
筆
者
の
理
解
を
超
越
す
る
。

筆
者
が
知
り
え
な
い
な
ん
ら
か
の
情
報
が
も
し
あ
る
な
ら
ば
別
と
し
て
、
現
在
の
知
見
で
は
、
元
代
カ
サ
ル
王
家
の
遊
牧
本
領
に
か
か
わ
る

城
宮
に
つ
い
て
は
、
①
黒
山
頭
古
城
の
ほ
か
、
ヒ
ル
ヒ
ラ
城
駈
群
、
ク
ン
ド
ゥ
イ
城
肱
も
カ
サ
ル
家
の
所
有
で
あ
っ
た
可
能
性
が
十
分
に
あ
り

え
る
こ
と
、
②
そ
れ
ら
の
う
ち
、
低
地
の
黒
山
頭
古
城
は
多
営
地
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
③
や
や
高
燥
な
地
に
あ
る
の
こ

り
二
城
が
、
も
し
カ
サ
ル
王
家
の
所
有
で
あ
る
な
ら
ば
、
地
勢
上
か
ら
春
夏
秋
い
ず
れ
か
の
巡
歴
地
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
は

な
い
こ
と
、
④
し
か
し
、
カ
サ
ル
・
ウ
ル
ス
の
な
か
で
嘗
主
家
が
保
有
し
た
と
お
ぼ
し
き
黒
山
頭
古
城
を
の
ぞ
き
、
他
の
二
城
に
つ
い
て
は
別

系
の
一
門
諸
王
が
保
有
し
た
可
能
性
も
排
除
で
き
ず
、
い
ず
れ
と
も
剣
断
が
で
き
な
い
こ
と
、
以
上
の
四
黙
し
か
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
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明
清
時
代
に
お
い
て
、

く
盤
据
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
も
し
カ
サ
ル
の
血
脈
と
い
う
こ
と
に
な
ん
ら
か
の
歴
史
上
の
由
来
や
背
景
が
も
と
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

な
お

カ
サ
ル
を
名
租
と
す
る
ホ
ル
チ
ン

ρ
0同
町

E
諸
部
が
、

河
地
方
か
ら
さ
ら
に
輿
安
嶺
東
麓
一
帯
に
ひ
ろ

そ
の

牧
地
展
開
の
起
源
は
チ
ン
ギ
ス
時
代
の
初
封
時
か
ら
少
な
く
と
も
元
代
中
期
ま
で
は
保
持
さ
れ
た
こ
と
が
確
寅
と
な
っ
た
カ
サ
ル
王
家
遊
牧
本

領
に
朔
る
こ
と
に
な
る
。

五

南
の
華
北
投
下
領
の
山
東
般
陽
路

こ
の
令
旨
の
内
容
で
注
目
さ
れ
る
も
う
一
黙
は
、

カ
サ
ル
王
家
の
華
北
投
下
領
で
あ
る
般
陽
路
の
支
配
構
造
が
直
裁
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

ま
た
明
代
に
も
う
け
つ
が
れ
ず
、
歴
史
上
、
前
後
の
時
代
に
全
く
脈
絡
の

で
あ
る
。
般
陽
路
と
い
う
行
政
匝
劃
は
金
代
ま
で
に
は
存
在
せ
ず
、



な
い
元
代
濁
自
の
も
の
で
あ
る
。

『
元
史
』
巷
五
入
、
地
理
一
、

お
よ
び
元
初
期
の
山
東
に
閲
し
て
詳
細
な
沿
革
と
賦
況
を
述
べ
る
『
斉
乗
』

巻
三
に
よ
れ
ば
、

中
統
五
年
〈
一
二
六
四
)

に
は
じ
め
て
路
と
な
っ
た
。

こ
の
年
の
う
ち
に
劃
定
し
た
同
路
の
所
轄
十
二
牒
の
う
ち
わ
け
は
、

つ
い
で
東
郊
の
慶
大
な
オ
ッ
チ
ギ
ン
王

ま
ず
路
治
で
あ
る
油
川
を
中
心
に
、
長
山
、
新
城
、
蒲
蓋
の
四
鯨
が
西
に
ひ
と
か
た
ま
り
を
形
成
し
、

家
の
投
下
領
の
盆
都
路
を
と
び
こ
え
て
山
東
半
島
中
央
部
の
莱
州
と
登
州
に
そ
れ
ぞ
れ
属
蘇
が
四
つ
ず
つ
、
す
な
わ
ち
莱
州
は
情
郭
の
披
の
ほ

か
、
謬
水
、
招
遠
、
莱
陽
、
登
州
は
同
じ
く
街
郭
の
蓬
莱
の
ほ
か
、
賞
、
一
帽
山
、
棲
霞
の
計
八
鯨
が
東
に
も
う
ひ
と
か
た
ま
り
を
形
成
し
て
い

た
。
つ
ま
り
、
般
陽
路
は
聞
に
約
一
五

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
を
お
い
て
、
東
西
二
箇
所
に
わ
か
れ
る
と
い
う
異
様
な
形
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
例
は
中
園
歴
代
を
通
じ
て
自
に
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
元
代
の
華
北
、
と
り
わ
け
山
東
・
河
北
地
匝
に
つ
い
て
は
、

般
陽
路
の
ほ
か
、
東
昌
路
、
曹
州
、
殺
州
、
徳
州
、
河
閉
路
、
贋
卒
路
、
員
定
路
に
匝
劃
の
不
連
績
や
飛
び
地
が
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ

(

日

)

ほ
と
ん
ど
が
解
け
る
。
つ
ま
り
、

れ
ら
は
、

モ
ン
ゴ
ル
王
族
・
族
長
の
投
下
領
を
前
提
に
考
え
る
と
、

オ
ゴ
デ
イ
の
八
年
ハ
一
二
三
六
)
丙
申

に
貫
施
さ
れ
た
漢
地
の
戸
口
分
配
、
す
な
わ
ち
丙
申
年
分
躍
で
劃
定
し
た
モ
ン
ゴ

ル
諸
侯
の
華
北
分
領
に
則
り
、

ク
ビ
ラ
イ
政
権
が
多
少
修
正

-133ー

ほ
ぼ
そ
の
枠
組
に
沿
っ
て
新
し
い
州
蘇
名
を
つ
け
て
公
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
金
代
の
行
政
直
劃
は
、
丙
申
年
分
援
に
先

立
つ
二
十
年
聞
の
華
北
の
混
能
で
全
く
現
賓
と
は
遊
離
し
て
い
た
。
ク
ビ
ラ
イ
政
権
は
、
む
し
ろ
丙
申
年
以
来
ほ
ぼ
三
十
年
の
問
、
モ
ン
ゴ
ル

諸
侯
の
投
下
領
経
営
を
委
任
さ
れ
た
大
小
の
漢
人
在
地
勢
力
に
よ
っ
て
安
定
化
し
つ
つ
あ
司
た
現
実
の
地
域
匝
分
を
追
認
し
た
の
で
あ
る
。

『
元
史
』
地
理
志
だ
け
を
見
れ
ば
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
確
立
と
と
も
に
、
匝
劃
・
名
稽
と
も
全
く
新
規
の
行
政
皐
位
が
一
斉
に
創
出
さ
れ
た
よ

う
に
お
も
え
る
が
、
そ
れ
は
元
代
漢
文
史
料
を
扱
う
さ
い
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
く
つ
か
の
濁
特
の
陥
奔
の
一
で
あ
る
。

を
加
え
つ
つ
も
、

般
陽
路
に
立
ち
か
え
る
と
、

カ
サ
ル
家
に
分
興
さ
れ
た
投
下
戸
は
、
丙
申
年
分
援
の
戸
数
を
一
示
す
『
元
史
』
巻
九
五
、
食
貨
志
、
歳
賜
の
篠

で
は
二
蔦
四
千
四
百
九
十
三
戸
。

一
方
、

大
元
ウ
ル
ス
成
立
後
の
至
元
七
年
(
一
二
七
O
〉
の
戸
口
統
計
に
も
と
づ
く
か
と
お
も
わ
れ
る
地
理

463 

志
の
般
陽
路
戸
数
は
、
二
高
一
千
五
百
三
十
で
あ
る
。
差
は
投
下
領
設
定
後
の
目
減
り
分
と
理
解
で
き
る
の
で
、
戸
数
の
上
か
ら
も
カ
サ
ル
家

投
下
領
と
般
陽
路
と
い
う
行
政
直
劃
は
重
な
り
合
う
こ
と
が
議
想
で
き
る
。
般
陽
路
の
う
ち
、
東
の
登
莱
地
匿
に
つ
い
て
は
、
被
蘇
の
一
珊
山
長
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生
商
蕎
宮
に
存
す
る
勢
都
見
大
王
の
瑳
令
に
か
か
る
至
元
二
ハ
、

が
確
註
さ
れ
る
。
と
く
に
、
至
元
一
六
年
三
二
七
九
〉
の
令
旨
の
冒
頭
に
は
、

ル
領
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
〔
禁
録
包
/
初
、

一
七
年
の
ふ
た
つ
の
令
旨
に
よ
っ
て
、

カ
サ
ル
家
の
権
盆
地
で
あ
っ
た
こ
と

「
今
、
本
投
下
に
分
媛
さ
れ
た
る
莱
州
」
の
語
が
あ
り
、

カ
サ

『十
駕
務
養
新
銀
』
倉

一五、

「勢
都
見
大
王
令
旨
碑
」〕。

か
た
や

西
の
池
川
地
直
に
つ
い

て
は
、
こ
の
令
旨
の
存
在
自
韓
に
よ

っ
て
裏
附
け
が
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る。

き
て
、
令
旨
に
示
さ
れ
た
命
令
封
象
者
、
す
な
わ
ち
カ
サ
ル
家
の
般
陽
路
に
い
る
行
政
官
・
軍
官

・
軍
人
た
ち
の
う
ち
、
パ
プ
シ
ャ
の
令
旨

瑳
令
の
護
端
と
な
る
上
奏
を
し
た
禿
忽
赤
と
李
総
管
の
ふ
た
り
が
、
現
地
般
陽
路
の
頂
黙
に
立
ち
、
北
の
本
領
に
い
る
王
家
や
そ
の
ウ
ル
ス
と

南
の
華
北
分
領
の
般
陽
路
に
い
る
官
・
軍
・
民
と
を
取
り
む
す
ぶ
結
接
貼
の
役
目
を
果
た
し
て

い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

禿
忽
赤
は
叶

2
2

を
あ
ら
わ
し
、
同
名
の
人
物
と
し
て
は
『
憲
蓋
遁
紀
』
元
貞
元
年
一
月
八
日
の
御
史
大
夫
禿
忽
赤
、

延
祐
三
年
七
月
一
一
一
日
の
脱
忽
赤
大
夫
、

『
金
華
黄
先
生
文
集
』
巻
四
一
二
、
「
太
侍
文
安
忠
憲
王
家
傍
」
の
禿
忽
赤
、

「
代
杷
紀
名
之
記
」
の
金
復
州
新
附
軍
寓
戸
府
高
戸
の
禿
忽
赤

〔道

-134-

略一

O
九
九
〕
、
『
元
典
章
』
巻
三
八
、
兵
部
五
、
違
例
、
「
蒙
古
軍
圏
強
不
断
鞍
馬
」
の
脱
忽
赤
、
呉
澄
『
呉
文
正
集
』
巻
三
五
、

「安
定
州
達
魯

に
見
え
る
。
し
か
し

か
な
り
な
人
数
が
文
献

こ
こ
は
明
ら
か
に
既
引
の
「
劉
氏
先
壁
之
記
」
に
至
元
二
四
年
(
一

二
八
七
)
嘗
時
に
お
い
て
、

『
馬
石
田
文
集
』
巻
二
ニ
、

「敷
賜
大
司
蘇
園
忠
簡
公
神
道
碑
」
の
禿
忽
赤
な
ど
、

花
赤
禿
忽
赤
墓
表
」
の
禿
忽
赤
、

「
本
投
下
都
達
魯
花

〔赤
?
〕
禿
忽
赤
」
と
見
え
る
ト
ク
チ
に
お
そ
ら
く
相
違
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、

ト
ク
チ
は
少
な
く
と
も
至
元
二
四
年
か
ら
、
こ
の
令
旨

が
渡
せ
ら
れ
た
至
元
三

O
年
ま
で
、
六
年
聞
は
般
陽
路
全
瞳
の
最
高
官
の
都
ダ
ル
ガ

〔チ〕

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
彼
は
投
下
領
主
た
る
カ

サ
ル
王
家
の
利
盆
を
代
表
し
て
般
陽
路
を
総
覧
し
、
直
接
に
は
建
前
ど
お
り
な
ら
ば
般
陽
路
管
下
の
二
州
、
十
二
豚
、

ョ
ン
の
筆
頭
に
目
附
役
と
し
て
配
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
合
計
十
五
人
の
ダ
ル
ガ
チ
た
ち
を
率
い
た
。
彼
が
北
の
本
領
に
い
る
主
人
の
パ
ブ
シ
ャ

一
銭
事
司
の
各
セ
ク
シ

に
劉
し
、
華
北
投
下
領
の
般
陽
路
を
代
表
し
て
上
奏
し
て
裁
可
を
仰
ぐ
の
は
首
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

一
方
、
李
組
管
と
は
誰
か
。
金
都
路
に
根
接
す
る
大
軍
閥
で
ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
期
に
奉
兵
し
て
敗
死
し
た
李
壇
が
『
元
典
一章
』
巻
三
六
、

使
臣
、
「
禁
使
臣
篠
董
」
の
な
か
で
「
李
総
管
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
例
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
も
と
よ
り
別
人
で
あ
る
。
般
陽
路
で
李
氏
と
い



え
ば
、

西
夏
王
族
の
李
氏
一
族
が
想
起
さ
れ
る
。
同
氏
に
つ
い
て
は
、
柳
貫
、
呉
澄
な
ど
主
に
元
代
中
期
以
降
に
中
央
選
出
し
た
南
中
園
出
身

ハ
ロ
〉

の
文
人
官
僚
た
ち
に
よ
っ
て
、
珍
し
い
ほ
ど
に
き
わ
め
て
豊
富
な
碑
誌
行
朕
類
が
俸
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
西
夏
王
子
で
あ
っ

た
李
惟
忠
は
チ
ン
ギ
ス
末
年
の
西
夏
攻
略
の
さ
い
、

カ
サ
ル
〈
正
し
く
は
イ
ス
ン
ゲ
〉
に
輿
え
ら
れ
、

イ
ス
ン
ゲ
嘗
主
時
代
に
「
泊
州
都
達
魯
花

赤

〔柳貫〕

「
盆
都
消
莱
軍
民
都
達
魯
花
赤
」

〔
呉
澄
〕
と
な
っ
た
。

前
者
な
ら
ば
の
ち
の
般
陽
路
の
西
地
匝
の
、

後
者
な
ら
ば
般
陽
路
全

瞳
か
、

さ
ら
に
は
東
西
雨
地
匿
の
中
聞
の
盆
都
地
匝
を
も
含
め
た
地
域
の
、
最
高
監
督
官
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
惟
忠
の
第
四
子
で
あ
る
置

は
、
中
統
初
年
に
カ
サ
ル
家
の
華
北
権
盆
の
利
盆
代
静
者
と
し
て
、

向
書
断
事
官
に
選
抜
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、

泊
莱
路
奥
魯
穂
管
(
猶
爽

李
壇
の
鎮
定
後
は
嘗
李
道
塵
下
か
ら
選
抜
・

は
東
西
爾
地
匡
の
主
邑
の
名
を
採
っ
た
般
陽
路
の
奮
名
。
カ
サ
ル
家
投
下
領
の
兵
始
部
総
括
者
〉
を
経
て
、

再
編
成
し
た
軍
圏
の
長
で
あ
る
盆
都
猶
莱
新
軍
高
戸
と
な
っ
て
、
南
宋
接
牧
、
爾
慶
鎮
定
、
陳
朝
安
南
園
遠
征
な
ど
、
南
方
戦
線
で
長
く
奮
迅

し
た
こ
と
で
名
高
い
。
有
名
な
庄
山
の
戦
い
の
モ
ン
ゴ
ル
掃
討
軍
は
、
二
つ
の
軍
圏
か
ら
成
り
、

理
軍
圏
を
中
一
板
に
西
夏
族
や
山
東
在
住
の
女
員
族
も
加
わ
っ
て
い
た
。
も
う
一
軍
は
、
河
北
の
順
天
と
江
准
の
事
州
を
根
接
地
と
す
る
有
力
軍

一
軍
は
こ
の
李
恒
が
率
い
る
部
陵
で
、
嘗
李

聞
の
張
柔
の
息
子
弘
範
が
率
い
た
が
、

寅
は
こ
ち
ら
も
奮
李
道
磨
下
の
盆
都
兵
を
中
心
と
し
て
い
た

一
族
は
惟
忠
以
後
、
代
々
「
油
川
長
白
山
の
下
に
家
し
」
た
〔
柳
貫
。
長
白
山
は
か
つ
て
貨
建
徳
が
譲
り
、
活
仲
掩
が
幼
年
期
を
す
ご
し
た
〕
。

〔
『
元
史
』
巻
一
五
六
、
張
弘
範
停
〕
。
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李
氏

恒
の
子

孫
に
関
し
て
、
関
係
文
献
を
捜
羅
し
た
銭
大
研
『
元
史
氏
族
表
』
お
よ
び
屠
寄
『
蒙
冗
見
史
記
』
巻
九
五
の
見
事
な
成
果
を
参
照
し
つ
つ
と
り

ま
と
め
る
と
、
恒
の
長
子
世
安
(
一
二
五
三
|
一
一
二
三
一
)

は
モ
ン
ゴ
ル
名
を
散
戒
解
句
品
目
旬
、
ミ
ミ
と
い
い
、

父
の
奮
職
の
盆
都
消
莱
新
軍
高

戸
を
世
襲
し
つ
つ
、

名
を
嚢
加
員
ミ
g
h
h
q
b
h
S
と
い
い
、
兄
の
轄
出
後
を
襲
っ
て
や
は
り
岡
高
戸
を
う
け
つ
い
だ
。
第
三
子
世
願
は
モ
ン
ゴ
ル
名
を
遜
都
台

句H
h
h
h

皆
同
日
と
い
い
、
蓄
南
宋
領
下
で
同
知
湖
南
宣
慰
使
司
事
と
な
っ
た
。
ま
た
、

一
方
で
江
南
で
高
官
を
歴
任
し
江
西
行
省
卒
章
政
事
に
い
た
っ
た
。

衣
子
世
雄
(
一
二
七
二
|
一
三

O
二
〉
は
モ
ン
ゴ
ル

世
安
の
子
の
興
は
モ
ン
ゴ
ル
名
を
蒔
徹
禿
守
町
内
定
と
名

乗
り
、
叔
父
世
雄
よ
り
岡
高
戸
を
世
襲
し
、
同
職
は
さ
ら
に
そ
の
子
の
保
が
縫
承
し
た
。
な
お
、
興
の
弟
の
噸
は
般
陽
路
の
東
地
直
に
あ
た
る
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登
州
管
下
の
棲
震
賑
ダ
ル
ガ
チ
と
な
ア
た
。
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よ
う
す
る
に
、

タ
ン
グ
ト
王
室
の
子
孫
で
あ
る
李
氏
一
族
は
、

カ
サ
ル
王
家
と
の
縁
故
を
も
と
に
、
そ
の
華
北
投
下
領
の
首
邑
で
あ
る
楢
川

に
在
地
軍
政
官
と
し
て
土
著
し
、
カ
サ
ル
家
の
分
領
支
配
を
支
え
る
か
た
わ
ら
、
長
ら
く
山
東
か
ら
准
水
に
い
た
る
沿
海
地
域
を
制
医
し
て
い

た
李
理
と
い
う
大
型
の
在
地
軍
事
権
力
が
消
滅
し
て
か
ら
は
、
そ
の
軍
事
力
の
有
数
な
璃
用
を
は
か
る
ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
先
兵
と
な
っ
て
泊
莱

書
を
お
び
る
な
ど
、

軍
圏
を
私
兵
化
し
、
軍
事
貴
族
化
し
た
李
氏
の
総
帥
は
代
々
そ
の
軍
園
長
の
地
位
を
世
襲
し
て
、
江
南
各
地
に
出
向
し
て
時
に
は
現
地
官
の
肩

モ
ン
ゴ
ル
の
漢
地
・
江
南
支
配
の
一
翼
を
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
山
東
の
本
接
地
と
江
南
の
任
地
の
聞
を
絶
え
ず
往
還
し

て
い
た
ら
し
く
、

そ
の
麿
下
の
軍
国
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
元
代
を
通
じ
て
、
杭
州
と
贋
東
の
駐
留
軍
は
盆
都
・
泌
莱
の
軍
圏
で
あ
司
た
。
こ
の

軍
国
は
、

ナ
ヤ
ン
と
カ
ダ
ア
ン
の
征
討
、
封
カ
イ
ド
ヮ
戦
な
ど
の
主
要
戦
闘
に
は
ほ
と
ん
ど
参
加
し
た
。
こ
れ
ら
の
戦
役
に
活
躍

し
た
個
人
と
し
て
名
高
い
武
将
で
あ
る
女
員
族
の
劉
園
傑
、
李
庭
、
秦
公
直
な
ど
の
人
物
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
盆
都
・
泊
莱
と
関
係
を
も
っ

日
本
遠
征
、

場
合
が
多
い
。
さ
ら
に
こ
の
地
方
か
ら
は
百
戸
長
ク
ラ
ス
で
東
ア
ジ
ア
各
地
へ
の
従
軍
を
生
涯
の
記
念
事
と
し
て
故
郷
に
凱
旋
し
た
も
の
た
ち

の
先
壁
碑
や
墓
誌
銘
が
大
量
に
見
つ
か
り
、
各
種
の
地
方
志
・
石
刻
書
に
著
録
・
移
録
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
護
見
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
令
旨
に
い
う
李
総
管
が
李
氏
一
族
の
誰
に
あ
た
る
の
か
は
、
特
定
が
困
難
で
あ
る
。
世
雄
の
可
能
性
が
高
い
が
、
現
在
の
と
こ

ろ
確
謹
と
な
る
記
事
が
見
つ
か
ら
な
い
。
李
総
管
の
「
鯨
管
」
に
つ
い
て
も
、
令
旨
に
い
う
「
般
陽
路
達
魯
花
赤
線
管
府
の
官
人
ら
」
に
呼
躍

す
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
が
、
恒
の
奮
職
の
一
で
あ
る
「
奥
魯
総
管
」
、
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な
い
し
は
有
力
者
へ
の
隼
稿
・
美
稽
と
し
て
の
「
綿
管
」
の

可
能
性
も
完
全
に
は
排
除
し
き
れ
な
い
。

都
ダ
ル
ガ
〔
チ
〕

の
ト

ク
チ
と
お
そ
ら
く
は
路
の
糟
管
で
あ
る
李
某
と
が
位
階
上
は
あ
く
ま
で
同
格
で
二
頭
立
て
構
成
に
な
っ
て
い
る
の

「
般
陽
路
達
魯
花
赤
穂
管
府
」
で
あ
る。

組
問
自
の
李
某
は
、
行
政
貫
務
の
穂
責
任
者
で
あ
り
、
彼
の
下
に
州
・
豚
・
録
事
司
の
行
政
官
が

ヵ:

つ
ま
り
、

元
代
中
園
の
地
方
官
臆
機
構
の
特
徴
を
な
す
路
の
都
達
魯
花
赤
穂
管
府
と
は
、
モ
ン
ゴ
ル
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
人
聞
が

就
任
す
る
ダ
ル
ガ
チ
た
ち
の
頂
黙
に
立
つ
都
ダ
ル
ガ
チ
と
、
非
モ
ン
ゴ
ル
を
基
本
と
す
る
中
圏
在
来
の
州
豚
機
構
の
上
に
立
つ
総
管
と
が
、
抱

列
な
る
。

き
合
わ
せ
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
し
ば
し
ば
こ
れ
を
「
線
管
府
」
と
略
稽
し
て
、
あ
た
か
も
総
管
の
み
が
意
味
を
も
つ
か
の
よ



う
に
い
う
の
は
誤
解
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
や
や
も
す
る
と
、
李
理
の
覆
滅
を
さ
か
い
に
モ
ン
ゴ
ル
投
下
領
主
の
力
が
後
退
し
て
、
州
鯨

瞳
制
に
切
り
か
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
象
徴
が
糟
管
で
、
中
央
か
ら
涯
遣
さ
れ
た
純
漢
族
官
僚
が
鯨
管
と
な
り
、
遁
轄
制

に
従
っ
て
離
着
任
す
る
腫
制
が
た
だ
ち
に
寅
現
し
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
般
陽
路
の
貫
例
が
語
る
よ
う
に
、

組
管
が
一
介
の
個
人
単
位
の
官
僚
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
思
い
込
み
で
あ
る
。

例
え
ば
、

至
元
四
年
(
一
二
六
七
)
に
大
名
路
の
線
管

で
あ
っ
た
張
弘
範
は
前
述
の
順
天
軍
閥
の
張
柔
の
子
で
あ
っ
た
〔
『
元
史
』
世
租
本
紀
〕
。

ま
た
、
純
漢
族
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
す
る
の
も
早
計
で

あ
る
。

紋
員
も
多
く
遷
轄
制
も
あ
ま
り
貫
徹
し
て
い
な
い
〔
蘇
天
爵
『
滋
渓
文
稿
』
巻
二
七
、

在
来
の
漢
人
軍
閥
た
ち
の
幾
人
か
は
、
李
壇
の
事
繁
後
、
純
粋
な
軍
職
か
民
職
、
も
し
く
は
ケ
シ
ク
へ
の
轄
職
を
も
と
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、

組
管
を
名
乗

っ
て
幾
ら
ぬ
寅
権
を
握
り
つ
づ
け
た
も
の
も
い
る
〔
張
起
巌
「
済
南
路
大
都
督
張
公
朕
」
『
元
文
類
』

例
え
ば
湾
南
の
張
氏
の
よ
う
に
、

当
工

7
E周
到
、

・刀

チ
f
b
t

チ
J
R防

「
山
東
建
言
三
事
」
〕
。

た
し
か
に
、

袋
五

O
〕
。
嘗
来
の
漢
人
在
地
権
力
が
消
え
た
と
さ
れ
る
多
く
の
地
域
で
そ
れ
に
代
っ
て
浮
上
し
て
き
た
の
は
む
し
ろ
モ
ン
ゴ
ル
投
下
領
主
の
権

限
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
の
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
諸
侯
の
分
領
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
李
瑳
以
後
、
中
間
項

が
吹
き
携
わ
れ
た
結
果
、
と
く
に
華
北
で
は
中
央
権
力
と
投
下
領
主
の
二
元
紋
態
に
回
開
し
た
。
官
制
上
で
は
、
都
ダ
ル
ガ
チ
系
列
と
綿
管
系
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列
の
雨
人
脈
が
、
投
下
側
と
中
央
政
府
側
の
立
場
を
代
詩
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
現
寅
に
は
線
管
も
ま
た
現
地
を
取
り
仕
切
る

だ
け
の
背
景
を
も
た
な
い
と
職
務
の
遂
行
は
困
難
で
あ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
李
瑳
以
後
の
線
管
が
李
壇
以
前
の
在
地
軍
閥
と
類
似

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
李
道
事
獲
を
契
機
に
、
投
下
分
領
制
を
背
景
と
す
る
軍
閥
割
譲
朕
態
か
ら
中
央
集
権
州
牒
瞳
制
へ
一
一
挙
に
襲

身
し
た
と
す
る
の
は
、
史
料
の
字
句
の
表
面
に
振
り
ま
わ
さ
れ
た
考
え
で
あ
り
、
過
大
評
債
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
、
こ
の
令
旨
の
命
令
封
象
者
の
う
ち
、

「
可
燃
の
官
人
」
と
は
路
治
の
池
川
の
豚
と
録
事
司
の
や
く
に
ん
を
さ
し
、

「
往
来
す
る
宣
使

ら
」
は
、
北
の
本
領
と
の
聞
を
王
の
指
令
を
お
び
て
往
復
す
る
使
者
ニ

α
で
あ
る
。

大
王
に
停
え
、
さ
ら
に
バ
プ
シ
ャ
の
命
令
で
あ
る
令
旨
を
般
陽
路
に
も
た
ら
し
た
の
は
、

ト
ク
チ
と
李
総
管
の
上
奏
を
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
バ
プ
シ
ャ

お
そ
ら
く
彼
ら
イ
ル
チ
た
ち
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

467 

こ
の
令
旨
に
い
う
イ
ル
チ
は
、

カ
サ
ル
家
の
イ
ル
チ
だ
け
に
限
ら
ず
、
近
郊
の
オ
γ

チ
ギ
ン
家
、

カ
チ
ウ
ン
家
、
山
東
半
島
の
東
半
分
の
寧
海
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かを
投
下
領
と
す
る
夕、、

ア

リ
タ

イ

オ
ツ

チ

ギ
ン

大
カ
ア

ン
以
下
、

ク
ピ
ラ
イ
帝
室
や
一帝
師
・
園
師
か
ら
の
使
者
も
嘗
然
ふ
く
む
だ
ろ
う
。

。白wR
-
Z一
O
円
台
関
百

家
な
ど
の
所
用
で
般
陽
路
を
通
過
す
る
各
王
家
所
属
の
イ
ル
チ
の
ほ

+ム匹、

「
本
地
面
の
官
人
ら
」

「
司
腕
怖
の
官
人

ら
」
に
封
雁
し
、
首
口
巴
楢
川
以
外
の
般
陽
路
の
各
州
豚
の
属
僚
た
ち
、

と
り
わ
け
お
そ
ら
く
は
西
地
匝
の
属
僚
た
ち
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
「
軍
を

管
す
る
官
人
ら
」
は
、
こ
う
し
た
モ
ン
ゴ
ル
命
令
文
の
宛
名
の
常
套
句
で
在
地
軍
の
将
官
た
ち
を
い
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
中
央
政
府

は
、
も
と
も
と
ジ
ャ
ラ
イ
ル

E
F可
園
王
ム
カ
リ
冨
Z

宮
t

が

所
属
の
軍
国
か
カ
サ

ル
家
の
そ
れ
か
は
わ
か
ら
な
い
。
「蒙
古
探
馬
赤
ら
」

華
北
経
略
に
組
織
し
た
タ
マ
兵
た
ち
の
子
孫
。
オ
ゴ
デ
イ
時
代
に
嘗
時
の
最
前
線
に
あ
た
る
黄
河
沿
迭
に
配
置
さ
れ
、
「
山
東
・
河
北
に
散

居
」
し
た
の
ち
、
李
壇
事
獲
前
後
の
混
蹴
で
南
宋
治
下
に
略
取
さ
れ
た
り
し
た
も
の
も
い
た
。
そ
れ
を
ク
ピ
ラ
イ
政
権
成
立
後
あ
ら
た
め
て
再

組
織
し
た
部
隊
も
あ
る
。

『
元
典
章
』
な
ど
か
ら
山
東
地
方
に
は
「
曹
州
探
馬
赤
軍
」

(

日

)

「
東
卒
路
に
住
坐
せ
る
探
馬
赤
」

「
博
州
探
馬
赤
軍
」
〔『典章』単位一一
一四、

兵
部
、
軍
駈
、
蒙

古
軍
駈
篠
蜜
〕、

〔『典
章
』
巻
四
二
、

刑
部
、

殺
奴
縛
娼
佃
、
打
死
無
罪
額
〕
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、

「
蒙
古
・
探
馬
赤
ら
」
と
並
列
な
の
か
、

「蒙

-138-

般
陽
路
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
こ
の
令
旨
だ
け
が
い
ま
の
と
こ
ろ
唯
一
の
記
事
か
。
た
だ
し
、

古
探
馬
赤
ら
」
で
一
つ
な
の
か
は
、
今
の
と
こ

ろ
決
定
し
か
ね
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
軍
関
係
者
は
、
都
ダ
ル
ガ

〔チ〕

で
あ
る
ト
ク
チ
の
指

揮
系
統
に
属
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
令
旨
か
ら
知
ら
れ
る
般
陽
路
と
北
の
カ
サ
ル
家
本
領
と
を
め
ぐ
る
人
間
構
成
を
次
頁
に
園
示
す
る
。
そ

さ
ま
ざ
ま
な
複
数
の
情
報
を
つ
ぎ
あ
て
て
合
成
し
た
イ
メ

ー
ジ
で
は
な
く
、
歴
史
の
一
断
面
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ

ま
ち
が
い
な
く
現
貧
に
生
き
て
い
た
姿
を
縦
割
り
に
歴
史
の
な
か
か
ら
切
り
と
っ
て

こ
に
示
さ
れ
る
の
は
、

る
け
れ
ど
も
、
元
代
南
北
の
モ
ン
ゴ
ル
王
領
に
閲
し
て
、

き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
所
領
支
配
の
頂
黙
に
た
つ
モ
ン
ゴ
ル
王
自
身
の
こ
と
ば
で
、

し
か
も
年
次
・
日
附
・
場
所
・
人
開
・
扶
況
の
す
べ

て
が
特
定
さ
れ
た
形
で
一

翠
に
明
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ま
た
と
な
い
債
値
を
も
っ
。

と
こ
ろ
で
、

『
、
通
制
傑
格
』
に
は
、

こ
の
令
旨
の
内
容
に
か
か
わ
っ
て
、

ペ
フ
シ
ャ
時
代
の
般
陽
路
に
つ
い
て
驚
く
ほ
ど
具
瞳
性
に
富
ん

だ
、
そ
の
意
味
で
き
わ
め
て
珍
貴
な
案
件
、
が
ふ
た
つ
の
こ
さ
れ
て
い
る
。

)
 

''A (
 
大
徳
七
年
三
三
O
三
)
五
月
二
十
八
日
、
中
書
省
奏
す
ら
く
、
「
八
不
沙
大
王
に
属
せ
る
一
枝
見
の
按
赤

(ghご
磁
戸
〉
ら
は
、

般
陽
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北の本領

本地面の官人ら|……西地匡3懸
(東地直 2州8J孫)

南
の
般ー
陽
路

文書化された令旨

煩霊王廟廟主・劉伯源|王村庖

一般民(ただし、多くは投下戸)

等
慮
に
て
替
盤
守

S
H
S

に
住
み
て
、
毎
年
九
月
よ
り
始
め
と
震
し
て
四
月
に

は
じ
め

至
る
ま
で
、
盆
都
を
頭
と
す
る
州
域
に
て
村
坊
に
、
沿

営
地
、
牧
地
に
あ
た
る
か
)

て〉

て
.= 
IT 
替

移
の酌
時と野
ささき
はし

主要
の曹」

園
丈猶
患うど
f、 p
誼!5'
明
書 L、

わ

ゆ
る
巻
狩
り
〉

許
可
詮
〉
が
な
い
の
に
百
姓
の
慮
よ
り
糧
食
・
草
料
・

ぷ

た

ひ

じ

よ

う

か

さ

難
・
猪
・
鷲
鴨
等
の
物
を
取
り
、
好
生
に
百
姓
を
掻

み

だ

た

め

擾
し
て
い
る
が
上
頭
、

姓
ヵ:
宮
と

『俺主い
這E はらう

の人豚
按を官
赤差2が
ら しわ文
参て書

韓を
問よ
〆曲、、ー
現し
型て
峯い
、J つ

にて
去ゅき
かた
せの
たで

-139ー

伯
楽
拾
捌
戸
は
一
高
一
千
陸
伯
絵
頃
の
替
盤
の
地
土

を
占
め
て
、
九
月
よ
り
始
め
と
篤
し
て
四
月
に
至
る

ま
で
村
坊
に
沿
っ
て
行
営
し
、
更
に
〔
元
一
帝
の
大
オ

た

に

ひ

や

〈

ひ

き

け

も

の

ル
ド
の
〕
大
厨
房
内
に
止
だ
京
伯
隻
の
野
物
を
納
め

る
こ
と
を
名
と
魚
し
、
圏
猶
を
し
て
百
姓
の
慮
よ
り

諸
物
を
取
要
り
、
百
姓
を
掻
擾
し
て
い
る
』
と
文
書

を
よ
こ
し
た
。
苔
刺
竿
丞
相
(
む
俗
、
吉
道
内
側
主
宮
高

オ
ロ
ナ
ウ
ル
族
キ
シ
リ
ク
の
後
喬
、
順
徳
王
家
の
ハ
ル
ガ
ス

ン
恰
刺
恰
孫
岡
山
白
山
昇
〈
白
。
色
町
一〉『
骨同朋口ロ
V
図
司
苫
窓
辺
)
、
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大
都
〔
に
留
守
し
て
い
る
中
書
〕

ゃ
く

に

ん

か

れ

E
と

や

め

も

わ

れ

ら

の
官
人
ら
は
『
他
ら
が
行
管
し
、
弁
び
に
園
撮
す
る
的
は
住
罷
る
べ
き
だ
』
と
奏
し
て
終
っ
て
き
た
。
俺

そ

う

だ

ん

ひ

き

は
完
津
太
侍
右
丞
相

(
C
Z
2
2
ロ岡田
山
口
問
〉
と
一
慮
に
一
商
量
し
た
。
今
後
は
老
小
を
賂

〔
夏
期
巡
行
で
上
都
地
匡
に
庖
従
し
て
き
た
官
人
た
ち
〕

つ
れ引

て
村
坊
に
沿
っ
て
百
姓
を
掻
擾
さ
せ
る
な
。
更
に
園
強
の
時
分
に
百
姓
の
慮
よ
り
糧
食

・
草
料
・
諸
物
を
取
要
し
て
は
な
ら
ぬ
と
一
商
量
し

つ
け
た
ま
わ

を
奉
る
と
、

た
」
と
奏
し
た
と
こ
ろ
、
聖
旨
(
甘
え
ミ

お
お
せ
)

「
そ
う
せ
よ
」
と
あ
っ
た
。
こ
れ
を
欽
め
。

〔
巻
二
八
、
六
b

|
七
b
〕

数
で
あ
る
。

バ
プ
シ
ャ
大
王
所
属
の
強
戸
三
百
七
十
八
戸
と
い
う
数
字
は
、

一
千
戸
か
ら
出
護
し
た
最
小
の
ウ

ル
ス
で
あ
る
カ
サ
ル
家
に
と
っ
て
は
重
い

「
盆
都
を
は
じ
め
と
す
る
州
城
に
て
」
と
は
、
盆
都
路
城
を
は
さ
む
般
陽
路
の
東
西
南
地
匿
の
聞
を
こ
れ
ら
の
強
戸
た
ち
が
家
族

ぐ
る
み
で
集
園
野
営
し
な
が
ら
移
動
し
て
い
た
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
現
地
住
民
と
問
題
を
お
こ
す
の
が

「
九
月
か
ら
四
月
ま
で
」
、
す
な
わ

ち
多
期
と
そ
の
前
後
と
な
れ
ば

の
こ
る
五
月
か
ら
八
月
の
夏
期
は
、

ま
さ
か
直
線
匝
離
で
も
千
六
百
キ
ロ
メ

ー
ト

ル
も
離
れ
た
本
接
地
ア
ル

グ
ン
河
方
面
へ
北
上
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
か
ら
、

山
東
の
半
島
部
の
山
岳
地
帯
な
い
し
は
泰
山
山
塊
で
夏
牧
し
た
か
、
あ
る
い
は
大
カ
ア

-140ー

ン
麿
下
の
諸
集
圏
と
同
様
に
上
都
路
方
面
に
北
上
し
た
か
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
前
者
だ
ろ
う
。

山
東
半
島
地
匝
が
牧
畜
に
適
す
る
こ
と
は
、

古
く
『
翼
民
要
術
』
の
時
代
か
ら
そ
う
で
あ
り
、
元
代
で
も
『
盆
都
金
石
記
』
巻
四
、
「
故
腰
州
知
州
董
公
神
道
之
碑
」
に
よ
れ
ば
「
寧
海
・

登

・
莱
、
左
は
皆
な
海
に
瀕
し
、
地
は
蓄
牧
に
宜
し
。
贋
菱
千
里
、
中
に
逸
馬
あ
り
、
蒲
撞

・
洲
渚
の
聞
に
散
漫
す
」
と
い
わ
れ
る
。

ωの
記
事
は

『
元
史
』
成
宗
本
紀
、
大
徳
七
年
五
月
乙
卯
の
「
諸
王
八
不
沙
の
部
の
般
陽
等
慮
に
て
圏
猶
し
民
を
擾
す
を
禁
ず
」
に
あ
た

る
。
三
百
七
十
八
戸
の
猶
戸
が
遊
牧
系
の
集
圏
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
言
で
き
な
い
。
し
か
し
、
替
地
を
か
ま
え
て
集
圏
移
動
生
活
を
し
、

圏
拙
舗
を
行
う
貼
で
は
、

徳
元
年
(
一
二
九
七
)

モ
ン
ゴ
リ
ア
の
遊
牧
狩
猶
民
に
き
わ
め
て
類
似
す
る
。
般
陽
路
の
西
郊
り
の
済
南
路
で
は
、

『
元
史
』
成
宗
本
紀
、
大

一
二
月
丙
申
に
よ
れ
ば
、

「諸
王
也
只
里
の
部
の
忽
刺
常
見
と
お
礼
E
、
済
南
一
商
河
豚
に
於
い
て
居
民
を
侵
擾
し
、

禾
稼

「
東
部
諸
王
の
分
地
の
蒙
古
成
軍
に
詔
し
、
死
す
る
者
は
こ
れ
を
補
わ
し
む
」
と
も
見
え

る
。
投
下
領
は
ク
ピ
ラ
イ
時
代
以
降
に
な
る
と
、
五
戸
総
攻
入
の
一
部
を
中
央
政
府
か
ら
支
給
さ
れ
る
だ
け
の
食
邑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
す

る
通
論
と
は
こ
と
な
り
、
少
く
と
も
カ
サ
ル
家
の
般
陽
路
な
ど
で
は
投
下
領
主
の
モ
ン
ゴ
ル
王
家
か
ら
部
民
や
軍
隊
、
が
、
進
り
込
ま
れ
て
い
た
。

を
厩
践
」
し
た
。

ま
た
、
同
年
の
二
月
庚
子
に
は
、



東
西
二
箇
所
に
わ
か
れ
る
般
陽
路
の
異
様
な
匿
劃
も
、
こ
う
し
た
集
圏
に
と
っ
て
は
不
都
合
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
現
地
の
農
民
た
ち
と
問

題
を
ひ
き
お
こ
す
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
元
代
中
期
に
あ
っ
て
も
、
カ
サ
ル
家
の
般
陽
路
投
下
領
は
生
き
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

か
れ

ω
投
下
の
達
魯
花
赤
。
皇
慶
元
年
三
三
二
一
)
十
二
月
二
十
七
日
、
中
書
省
奏
す
ら
く
、
「
八
不
沙
大
王
は
他
ら
の
投
下
の
般
陽
路
に
醇

す

わ

れ

ら

児
帖
該
~
町
内
ミ
品
問
見
吋
と
い
う
小
名
の
人
を
ダ
ル
ガ
チ
に
倣
る
と
文
書
を
よ
こ
し
た
。
〔
御
史
〕
蓋
の
官
人
ら
は
俺
に
文
書
を
よ
こ
し
、
『
そ
の

か
れ

路
に
あ
る
所
轄
の
州
鯨
で
は
他
の
弟
兄
た
ち
を
達
魯
花
赤
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
路
内
の
所
轄
の
州
豚
で
弟
兄
た
ち
を
達
魯
花
赤
に
す
る

か
ば
い
あ
い

E
う

む

さ

し

さ

わ

り

わ

れ

ら

そ

う

だ

ん

か

れ

ク

グ

た

だ

し

い

に

ん

め

い

と
、
そ
の
聞
で
た
が
い
に
護
向
を
す
る
の
で
、
勾
嘗
に
窒
碍
が
多
い
』
と
。
俺
は
商
量
し
た
。
他
ら
の
言
語
は
是
的
ょ
う
だ
。
委
付
す
る
と
、

み
だ
さ
れ

E

C

と

に

ん

め

い

そ

勾
嘗
に
窒
碍
が
あ
り
、
百
姓
ら
は
被
擾
る
。
這
の
醇
見
帖
一
該
は
、
八
不
沙
大
王
が
保
〔
奉
〕
し
で
も
っ
て
き
た
的
に
よ
っ
て
委
付
す
る
が
、
那

す

べ

や

め

い

か

わ

り

に

の
路
に
あ
る
所
轄
の
州
牒
に
委
付
し
た
弟
兄
ら
は
、
都
て
草
罷
さ
せ
て
し
ま
い
、
八
不
沙
大
王
に
読
い
に
い
っ
て
、
替
頭
裏
、
別
に
人
を
委
付

ζ

と

ほ

か

も

の

さ
せ
る
。
這
の
的
に
因
っ
て
、
そ
の
徐
の
路
分
で
各
投
下
が
こ
の
よ
う
に
委
付
し
た
的
は
革
罷
さ
せ
て
し
ま
い
、
今
後
、
遁
例
と
し
て
こ
の
よ

う
に
委
付
す
る
の
を
さ
せ
な
け
れ
ば
ど
う
か
」
と
奏
し
た
と
こ
ろ
、
「
そ
う
せ
よ
」
と
聖
旨
が
あ
っ
た
ぞ
。
こ
れ
を
欽
め
。

〔各六、一一一一一
a

|
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一二二
b
〕

般
陽
路
管
轄
下
の
州
懸
の
ダ
ル
ガ
チ
は
兄
弟
で
濁
占
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
総
括
者
で
あ
る
都
ダ
ル
ガ
チ

に
兄
弟
の
セ
ル
テ
ゲ
イ
と
い
う
も
の
を
パ
ブ
シ
ャ
が
任
命
し
た
い
と
中
央
政
府
に
承
認
を
も
と
め
て
き
た
。
開
位
翌
年
の
仁
宗
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ

ダ
新
政
権
は
、
こ
れ
を
投
下
ダ
ル
ガ
チ
制
に
く
さ
び
を
打
ち
こ
む
好
機
と
し
て
と
ら
え
、
セ
ル
テ
ゲ
イ
を
承
認
す
る
か
わ
り
に
般
陽
路
管
下
の

州
燃
に
い
る
現
職
の
ダ
ル
ガ
チ
た
ち
を
や
め
さ
せ
て
、
別
人
を
任
命
す
る
よ
う
バ
プ
シ
ャ
に
逼
達
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
結
果
は
ど
う
な
っ
た
か
、
買
は
わ
か
ら
な
い
。
仁
宗
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
の
時
代
は
、
兄
カ
イ
シ
ャ
ン
時
代
の
放
漫
財
政
の
建
て
な
お
し
の

た
め
、
緊
縮
財
政
と
行
政
の
中
央
集
権
化
へ
の
試
み
が
は
か
ら
れ
、
中
央
統
制
か
ら
は
ず
れ
が
ち
な
投
下
領
に
劃
し
て
中
央
政
府
が
も
っ
と
も

強
硬
姿
勢
に
出
た
時
期
で
あ
っ
た
〈
仁
宗
時
代
の
直
後
に
編
纂
さ
れ
た

『
元
典
章
』
に
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
の
案
件
が
集
中
し
て
牧
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
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元
代
全
般
に
わ
た
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
印
象
を
輿
え
が
ち
で
あ
る
)
。
そ
の
第
一
弾
が

ωの
案
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
政
府
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の
投
下
に
劃
す
る
強
硬
政
策
も
結
局
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
撤
回
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
元
ど
お
り
に
な
る
。

つ
ま
り
、

ωの
案
件
を
裏
返
し
た
の

お
そ
ら
く
投
下
領
主
の
意
志
の
ま
ま
で
あ
っ
た
し
、
首
地
の
ダ
ル
ガ
チ
た
ち

が
、
投
下
領
の
貫
態
で
あ
っ
た
。
都
ダ
ル
ガ
チ
以
下
の
任
命
は
、

は
ほ
と
ん
ど
同
族
支
配
と
い
っ
て
も
よ
い
献
態
で
あ
っ
た
ハ
こ
の
令
旨
で
も
、

ト
グ
チ
は
お
そ
ら
く
少
な
く
と
も
六
年
聞
は
都
ダ
ル
ガ
チ
の
ま
ま
で
あ
っ

た
か
ら
、
三
年
一
任
の
原
則
は
無
視
さ
れ
て
い
る
)
。
少
な
く
と
も
、
般
陽
路
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
。

お

わ

り

tこ

江
南
の
投
下
領
に
つ
い
て
は
、
全
般
に
史
料
が
異
常
な
ま
で
に
と
ぼ
し
く
、
分
援
戸
口
数
に
見
あ
っ
た
額
の
紗
が
中
央
政
府
か
ら
投
下
領
主

に
支
給
さ
れ
る
だ
け
の
名
目
上
の
分
興
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
ほ
か
、
従
来
ほ
と
ん
ど
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
カ
サ
ル
家
の
江
南
投
下
領
に
闘
し

て
も
、

や
は
り
こ
れ
と
い
司
た
闘
連
記
事
が
な
く
、
概
要
す
ら
知
り
え
な
い
が
、

そ
の
な
か
で
わ
ず
か
に
三
つ
の
記
事
が
注
意
さ
れ
る
。

第

一
は
、
『
元
史
』
巻
二
三
ニ
、

李
蘭
実
停
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、

字
蘭
実
N
W
H
q
丘
町
民
の
父
は
湾
王
府
司
馬
、

す
な
わ
ち
カ
サ
ル
家
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の
王
府
の
軍
事
携
嘗
で
あ
っ
た
が
、

プ
ラ
ル
ギ
も
父
の
職
を
襲
っ
て
斉
王
司
馬
と
な
っ
た
の
ち
、
信
州
路
ダ
ル
ガ
チ
に
轄
じ
、
郡
中
お
お
い
に

治
司
た
と
い
う
。
信
州
路
は
カ
サ
ル
家
の
江
南
投
下
領
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ル
ギ
は
、
そ
の
都
ダ
ル
ガ
チ
と
な
?
た
の
で
あ
る
。
カ
サ
ル
家
は
、

興
安
嶺
北
部
の
本
接
地
で
王
府
司
馬
の
要
職
に
あ
っ
た
人
物
を
は
る
か
南
方
の
新
し
い
分
領
で
あ
る
江
南
の
信
州
路
に
迭
り
こ
ん
だ
わ
け
で

あ
る
。
名
目
だ
け
の
分
領
で
あ
れ
ば
、
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
は
既
述
の
『
道
園
類
稿
』
巻
四
六
、
「
靖
州
路
穂
管
控
古
台
公
墓
誌
銘
」
で
あ
る
。

イ

ス

ソ

グ

Z

セ

y

z

ム

グ

レ

は
、
「
親
王
邪
相
寄
の
麿
帳
に
隷
し
、
親
王
愛
仙
阿
木
干
、
其
の
才
を
察
し
て
命
じ
て
行
人
を
以
て
四
方
の
信
を
逼
ぜ
し
め
」
た
。
す
な
わ
ち
、

モ
ン
ゴ
ル
族
の
ネ
グ
デ
イ

ミ
町内
降
、
町
民
氏
の
乞
奴

イ
ス
ン
ゲ
直
属
軍
に
入
り
、

エ
セ

ン
・エ

ム
ゲ
ン
の
代
に
は
イ
ル
チ
の
よ
う
な
任
務
に
つ
い
た
。
注
目
貼
は
そ
の
子
の
火
失
答
見
ぬ
R
h
n
p
q

で
、
「
親
王
勢
都
見
に
禿
刺

吋
H
h
W
H
A
t

の
河
に
従
う
。
王
に
分
地
人
民
の
泊
莱
に
在
る
有
り
。
王
令
を
以
て
之
が
長
と
震
る
。
江
南
信
州
の
永

豊
、
貢
賦
の
納
は
、
寒
に
王
府
に
闘
す
。

王
、
書
を
以
て
口
朝
に
達
し
、
天
子
の
命
を
受
け
て
、
進
義
副
尉
を
以
て
其
の
邑
に
監
た
り
。
監
邑



は
、
園
語
に
於
い
て
達
魯
花
赤
と
潟
す
と
云
う
。
官
に
卒
す
。
」
と
あ
る
。

ク
シ
ダ
ル
は
シ
グ
ド
ゥ
ル
の
令
旨
で
楢
莱
、

す
な
わ
ち
般
陽
路
の

長
(
江
南
で
の
位
階
か
ら
考
え
て
、
師
怖
や
司
の
ダ
ル
ガ
チ
く
ら
い
で
あ
ろ
う
〉
と
な
っ
た
が
、

カ
サ
ル
家
の
江
南
投
下
領
の
信
州
路
永
豊
鯨
の
ダ
ル
ガ

チ
に
轄
じ
て
、
嘗
地
で
他
界
し
た
。
永
豊
懸
の
「
貢
賦
の
納
は
、
塞
に
王
府
に
揮
す
」
以
下
の
一
節
は
、
江
南
投
下
領
に
つ
い
て
は
中
央
政
府

が
い
わ
ゆ
る
江
南
戸
紗
の
み
を
投
下
領
主
に
授
興
し
て
現
地
の
支
配
・
徴
税
に
は
た
ず
さ
わ
ら
せ
な
か
っ
た
と
い
う
従
来
の
理
解
と
は
食
い
ち

が
う
。
信
州
路
に
は
都
ダ
ル
ガ
チ
ば
か
り
で
な
く
、
牒
の
ダ
ル
ガ
チ
も
カ
サ
ル
王
府
か
ら
送
り
こ
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
世
組
本
紀
、

至
元
一
九
年
(
一
二
八
二
)

一
月
丁
卯
の
「
信
州
の
民
四
百
八
戸
を
捜
し
て
、
諸
王
相
木
見
に
隷
せ
し
む
」
と
い
う
記

事
で
あ
る
。
諸
王
相
木
見
は
あ
き
ら
か
に
世
系
表
に
カ
サ
ル
家
の
傍
流
王
と
し
て
見
え
る
伯
木
児
玉
に
相
違
な
い
。
至
元
一
九
年
と
い
え
ば
、

カ
サ
ル
家
に
江
南
で
の
分
領
と
し
て
信
州
路
三
高
戸
の
分
興
が
な
さ
れ
た
六
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

は
、
一
門
諸
王
に
わ
ず
か
四
百
八
戸
で
あ
っ
て
も
再
分
割
し
て
い
る
と
な
る
と
、
現
買
に
は
信
州
路
投
下
領
は
カ
サ
ル
一
族
で
細
分
化
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
で
て
く
る
。
以
上
の
三
例
だ
け
し
か
見
つ
か
ら
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
従
来
の
よ
う
に
江
南
投
下
領
を
た
だ
名
目
上
の
存

た
っ
た
一
例
と
は
い
え
、

カ
サ
ル
家
で

在
と
だ
け
片
附
け
て
よ
い
か
ど
う
か
、

カ
サ
ル
家
を
ふ
く
む
諸
例
を
通
じ
て
、
そ
の
賓
態
と
意
味
を
検
討
す
る
必
要
が
今
後
あ
る
だ
ろ
う
。
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さ
て
、

ア
ル
グ
ン
河
畔
の
カ
サ
ル
家
の
本
援
か
ら
華
北
投
下
領
の
般
陽
路
ま
で
、
既
述
の
よ
う
に
直
線
距
離
で
も
約
千
六
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

を
へ
だ
て
る
。
そ
し
て
、
般
陽
路
か
ら
江
南
投
下
領
の
信
州
路
ま
で
が
同
じ
く
さ
ら
に
約
一
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
が
あ
る
。
カ
サ
ル
王
家

は
華
北
投
下
領
に
つ
い
て
は
都
ダ
ル
ガ
チ
を
は
じ
め
と
す
る
ダ
ル
ガ
チ
た
ち
と
か
な
り
な
数
の
強
戸
集
圏
を
少
な
く
と
も
送
り
こ
ん
で
い
た
。

し
か
も
、
般
陽
路
に
は
カ
サ
ル
主
家
と
親
密
な
関
係
を
維
持
す
る
西
夏
王
室
の
後
萄
の
李
氏
が
、
カ
サ
ル
家
の
権
威
を
背
景
に
軍
事
貴
族
化
し

て
現
地
を
掌
握
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、

カ
サ
ル
家
と
直
接
の
閲
係
が
あ
る
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
在
地
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
や
タ
マ
軍
も
往
来
な
い

し
駐
屯
し
て
い
た
。
般
陽
路
に
お
け
る
カ
サ
ル
家
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
は
か
な
り
強
力
で
あ
っ
た
と
い

司
て
い
い
。

こ
れ
ら
の
軍
事
・
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行
政
関
係
者
は
、
二
箇
所
に
わ
か
れ
た
般
陽
路
の
東
地
匝
と
西
地
匝
の
聞
を
往
来
・
移
動
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
事
が
あ
れ
ば
路
の
代
表
者
の

都
ダ
ル
ガ
チ
と
線
管
か
ら
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
カ
サ
ル
家
の
嘗
主
の
も
と
へ
上
奏
が
迭
ら
れ
、
王
家
蛍
主
の
裁
可
や
命
令
が
停
達
さ
れ
て
き
た
。
は
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る
ば
る
こ
れ
を
俸
達
す
る
の
が
王
家
所
属
の
イ
ル
チ
で
あ
っ
た
。
こ
の
令
旨
の
場
合
、

ア
ル
グ
ン
河
畔
の
パ
プ
シ
ャ
の
多
借
地
に
お
い
て
す
で

に
文
書
化
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
般
陽
路
で
は
ト
ク
チ
を
代
表
と
す
る
都
ダ
ル
ガ
チ
線
管
府
を
経
て
保
護
特
許
を
う
け
る
べ
き
玉
村
庖
の
畑
霊

王
廟
の
廟
主
で
あ
る
劉
伯
源
に
授
輿
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
前
述
の
よ
う
に
、

江
南
投
下
領
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
閣
の
な
か
に
あ
る
。

た
だ
し
、

や
は
り
本
援
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
王
府
か
ら
要
人

が
直
接
に
都
ダ
ル
ガ
チ
と
し
て
、
途
り
こ
ま
れ
て
い
た
一
意
味
は
重
い
だ
ろ
う
。
北
の
遊
牧
本
領
か
ら
江
南
投
下
領
ま
で
、
賞
際
に
は
片
道
三
千
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
は
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
騎
行
し
て
も
通
常
の
速
度
で
は
一

箇
月
以
上
は
乗
り
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
交
通
瞳
系

と
騨
俸
制
の
整
備
は

モ
ン
ゴ
ル
に
と
っ
て
中
園
支
配
に
お
い
て
も
不
可
絞
の
篠
件
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

カ
サ
ル
家
の
関
係
者
が
本
擦
の
ア
ル

グ
ン
河
畔
か
ら
江
南
の
信
州
路
に
赴
く
場
合
、
上
都
・
大
都
の
南
京
を
経
て
華
北
で
は
般
陽
路
に
短
期
・
長
期
を
問
わ
ず
滞
留
で
き
た
う

え

(
先
引
の
控
古
台
公
墓
誌
銘
の
ク
シ
ダ
ル
は
、
滋
莱
で
の
職
か
ら
信
州
路
永
堕
懸
に
醐
特
出
し
て
い
る
)
、
江
南
の

E
大
都
市
杭
州
に
は
李
氏
を
頂
貼
と
す
る
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盆
都
・
浴
茶
箪
園
が
駐
屯
し
て
い
た
。
こ
の
軍
国
の
人
々
を
中
心
に
、
般
陽
路
と
杭
州
の
聞
の
往
還
は
頻
繁
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
南

方
の
駐
留
地
の
庚
東
方
面
と
の
聞
を
移
動
す
る
も
の
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
般
陽
路
か
ら
信
州
路
ま
で
の
旗
程
は
、
こ
の
人
聞
の
流
れ
に
乗
れ
ば

よ
か
ア
た
。
こ
こ
に
は
、
華
北
の
い
わ
ゆ
る
「
漢
人
」
が
、
江
南
で
は
支
配
層
に
立
つ
と
い
う
支
配
の
重
層
構
造
が
見
て
と
れ
る
。

カ
サ
ル
家

の
南
北
に
わ
た
る
遊
牧
本
領
・
華
北
投
下
領
・
江
南
投
下
領
の
う
ち
、
意
一
志
の
決
定
は
遊
牧
本
領
に
あ
っ
た
が
、
長
大
な
「
串
だ
ん
ご
」
朕
況

の
全
桂
を
考
え
た
場
合
、
そ
れ
を
成
り
た
た
せ
る
機
能
上
の
か
な
め
は
三
者
の
中
聞
に
あ
る
華
北
投
下
領
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
令
旨
碑
が
立
石
さ
れ
た
王
村
庖
は
、
南
北
か
ら
山
地
が
迫
っ
て
済
南
・
楢
川
聞
の
交
通
路
上
の
関
門
の
位
置
に
あ
る
。
元
代
で

は
般
陽
路
と
済
南
路
の
境
界
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
立
て
ら
れ
た
こ
の
碑
に
バ
プ
シ
ャ
大
王
の
令
旨
と
と
も
に
謁
裏
大
王
、
も
し
く
は
謁

(
M〉

里
大
王
、
す
な
わ
ち
済
南
路
を
投
下
領
と
す
る
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
賞
主
エ
ジ
ル
大
王
の
令
旨
が
合
刻
さ
れ
て
い
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ

ル
軍
や
タ
マ
兵
、

イ
ル
チ
な
ど
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
頻
繁
に
往
来
す
る
要
衝
に
あ
た
る
嫡
霊
王
廟
で
は
、
東
の
般
陽
路
の
主
人
で

西
の
済
南
路
の
主
人
カ
チ
ウ
ン
王
家
か
ら
の
そ
れ
も
取
り
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
嫡
霊

あ
る
カ
サ
ル
王
家
か
ら
の
保
護
特
許
献
と
と
も
に
、



て
一
碑
に
刻
し
、

王
廟
の
闘
係
者
は
、
そ
う
し
て
得
た
カ
サ
ル
家
の
営
主
パ
プ
シ
ャ
の
令
旨
四
逼
と
カ
チ
ウ
ン
家
の
嘗
主
エ
ジ
ル
の
令
旨
二
通
を
一
奉
に
ま
と
め

お
そ
ら
く
廟
門
附
近
に
建
て
た
の
で
あ
る
。
パ
プ
シ
ャ
と
エ
ジ
ル
は
、
と
も
に
ナ
ヤ
ン
と
カ
ダ
ア
ン
の
事
獲
を
め
ぐ
っ
て
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
前
後
し
て
嘗
主
と
な
っ
た
。
複
数
の
モ
ン
ゴ
ル
命
令
文
を
合
刻
し
た
碑
で
は
、
し
ば
し
ば
歴
代
に
授
興
さ
れ
た
文
書
を
時
間
順

に
並
べ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
碑
に
つ
い
て
は
、
バ
プ
シ
ャ
と
エ
ジ
ル
が
と
も
に
嘗
主
と
し
て
在
位
し
て
い
る
聞
に
立
石
さ
れ
た
可
能
性

が
高
く
、
そ
う
な
れ
ば
六
通
の
令
旨
す
べ
て
が
現
職
二
人
の
権
威
者
の
現
行
の
命
令
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
こ
と
に
珍
し
い
碑
刻
と
い
え
る
。

筆
者
は
一
九
八
六
年
七
月
、
嘗
地
の
王
村
庖
を
訪
れ
た
。
も
は
や
府
軍
王
廟
は
存
在
せ
ず
、
土
地
の
古
老
に
よ
れ
ば
麿
撞
に
な
り
か
け
て
い

た
開
一
帝
廟
が
そ
れ
で
あ
る
と
の
話
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
令
旨
碑
は
な
か
っ
た
。
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令
旨
寝
讃
註

{移
録
文
へ
の
疑
問
と
最
少
限
度
の
校
一
訂
案
一

3
1
5
行
自
モ
ン
ゴ
ル
語

直
誇
慢
白
話
風
漢
文
で
は
、
「
奏
有
」
で
は
じ
ま
る
上
奏
内
容
は
、
モ
ン
ゴ

ル
語
の
「
ー
が
い
う
に
は
、

・
:
:
:
と
〈
い
っ
た
〉
」
色
町
民
向
込
昌
:

た
イ
詰
(
民

h
n
p
t
c
と
い
う
い
い
ま
わ
し
に
劉
態
し
て
、
「
腹
道
奏
有
」
な

い
し
「
腹
道
奏
衆
」
と
う
け
ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ
の
例
を
い
く

つ
か
あ
げ
る
。
同
一
一
二
一
八
年
の
整
屋
高
誇
宮
聖
旨
〔
孫
徳
或
に
か
か
わ
る

四
裁
に
わ
か
れ
た
現
存
碑
石
の
最
下
議
。
察
録
m
M
/
初
。
な
お
、
奈
録
が
第

'
ι
7晶

三
裁
と
す
る
の
は
あ
や
ま
り
〕

「
幽
出
篤
頭
集
賢
院
官
人
毎
奏
・
:
:
:
:
幅
広
道

奏
来
」
。
制
二
二
三
四
年
の
浜
鯨
文
廟
聖
旨
碑
〔
奈
録
的
/
制
〕
「
集
賢
院

官
人
毎
奏
:
・
:
:
慶
道
奏
有
」
。

同

『
元
典
章
』
巻
四
九
、
刑
部
一
一
、
七

葉
表
、
怒
治
盗
賊
新
例
、
「
衆
官
人
毎
商
量
者
。
奏
有
j
i
-
-
-
腹
道
奏
来
」
。

ω同
書
同
巻
、
一
一
一
一
葉
表
、
像
頭
ロ
、
遼
遠
像
頭
口
一
箇
陪
九
箇
、
「
去
年

ト
，

L
r
a
n

禿
禿
恰
奏
有
来
・::
:
:
慶
道
」
な
ど
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
令
旨
が
モ
ン
ゴ

ル
語
原
文
を
た
だ
し
く
ひ
き
う
つ
し
た
漢
語
で
あ
る
な
ら
ば
(
砕
石
に
命
令

文
そ
の
も
の
と
し
て
刻
さ
れ
た
場
合
、
既
知
の
も
の
で
は
筆
者
の
し
る
か
ぎ

り
、
誤
篤
・
誤
刻
と
考
え
ら
れ
る
若
干
の
語
例
を
の
ぞ
き
、
節
略
型
と
み
ら

れ
る
例
は
な
い
)
、
「
奏
有
」
を
う
け
る
べ
き
「
腰
道
奏
有
」
な
い
し
「
慶
道

奏
来
」
、
も
し
く
は
「
腹
道
」
が
脱
落
し
て
い
る
と
み
る
の
が
現
時
黙
の
知
見

で
は
安
嘗
だ
ろ
う
。

5
1
9
行
目
モ
ン
ゴ
ル
命
令
文
で
は
、
ふ
つ
う

冒
頭
の
定
型
句
の
直
後
に
、
設
令
の
封
象
と
な
る
人
々
が
一
種
の
宛
名
の
か

た
ち
で
列
翠
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
命
令
文
の
鰻
式
・
表
現
・
用
語
が
あ
き

ら
か
に
劃
一
化
さ
れ
た
ク
ピ
ラ
イ
時
代
と
そ
れ
以
後
で
は
、
各
種
の
命
令
封

象
者
そ
れ
ぞ
れ
に
、

-
P
・R
-
n
F
r
b
〈「
l
に
」
。
漢
語
は
「
根
底
」
〉
が
附

き
、
そ
れ
ら
一
連
の
宛
名
の
最
後
に
、
九
N
h
u
詑

s
a
s--刊号

N
N
.
A

叫〈
D
H
礼
町
内
)

(「
J
に
聞
か
せ
る
お
お
せ
〔
こ
と
ば
〕
」
。
漢
誇
で
は
「
〔
道
奥
〕
・

宣
識
的
聖
旨
〔
も
し
く
は
令
旨
・
繋
旨
・
鈎
旨
・
言
語
〕
」
〉
で
く
く
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
移
録
原
文
で
は
、
ま
ず
令
旨
の
設
令
の
き
っ
か
け
と
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な
っ
た
現
地
か
ら
の
上
奏
内
容
が
述
べ
ら
れ
た
あ
と
に
、
禁
止
命
令
の
封
象

者
た
ち
を
主
語
と
す
る
主
文
が
つ
づ
く
。
こ
う
し
た
例
は
、

蒙
漢
合
壁
、
蒙

文
の
み
、
直
謬
腫
白
話
風
漢
文
の
み
、
チ
ベ
ッ
ト
語
版
な
ど
と
い
っ
た
東
方

に
お
け
る
命
令
文
ば
か
り
で
な
く
、
敦
燈
・
ト
ヲ
ル
フ
ァ
ン
設
現
の
モ
ン
ゴ

ル
語
・
ト
ル
コ
語
命
令
文
、
ジ
ョ
チ
・
ウ
ル
ス

F
2
c
一5
領
内
設
令
の
ト

ル
コ
語
の
も
の
、
フ
レ
グ

・
ウ
ル
ス
同
丘
町間
E

C

Z
切
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル

語
の
文
書
、
な
い
し
モ
ン
ゴ
ル
語

・
ベ
ル
シ

ア
語
合
壁
文
書
な
ど
で
も
、
ほ

と
ん
ど
み
と
め
ら
れ
な
い
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
漢
詩
命
令
文
に
お
い
て
、
右

に
の
ベ
た
通
則
か
ら
は
ず
れ
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
つ
ぎ
の
二
例
だ
け
で
あ

る
。
ひ
と
つ
は
、
大
都
南
城
(
金
代
の
奮
中
都
)
の
文
廟
に
あ
っ
た
と
い
う

《
己
箇
年
(
一
二
四
九
)
道
土
石
刻
詔
》
に
刻
さ
れ
た
う
ち
の
一
通
、
蛇
見

年
(
オ
ゴ
デ
イ
の
五
年
、

笑
巳
。
一
二
三
一
一
一
)
六
月
初
九
日
附
の
直
諜
笹
聖

旨
で
あ
る
。
こ
の
聖
旨
は
、

蒙
漢
パ

イ
リ
ン
ガ
ル
養
成
機
関
の
褒
足
を
指
令

す
る
歴
史
上
は
な
は
だ
注
目
す
べ
き
漢
語
命
令
文
で
あ
り
、
近
年
、
高
橋

文
治
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
高
水
準
の
翻
誇
・
語
鰐
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
官
頭

に
、
「
皇
脅
聖
旨
。
道
奥
桑
羅
鰐
・

威
得
卜
・

綿
思
寄
・
胡
土
花
小
通
事

・

合
住

・
迷
速
門
、
並
十
投
〈
原
文
は
役
)
下
管
匠
人

・
官
人
、
中
一
一
辺
必
閣
赤
二

(
原
文
は
一
)
十
箇
該
見
、
数
漢
見
団
地
裏
接
言
語
文
書
去
也
、
不
選
但
是

可
以
同
学
底
公
事
町
、
也
数
皐
者
、

宣
論
文
字
/
大
カ
ア
ン
の
お
お
せ
。
ド

ロ
ア
ダ
イ
・
石
抹
成
得
卜
・
耶
律
綿
思
寄

・
ク
ト
カ
小
遁
事

・
カ
ジ
ュ

・ム

ス
ル
マ
ン
お
よ
び
十
投
下
の
管
匠
人
・
官
人
に
い
い
わ
た
し
て
、
こ
の
ピ
チ

ク
チ
二
十
人
の
男
児
は
漢
人
地
方
に
こ
と
ば
と
か
き
も
の
を
皐
ば
せ
に
ゆ
か

せ
た
ぞ
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
皐
ぶ
べ
き
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ま
た
皐
ば
せ
よ
、

と
宣
議
す
る
文
書
」
と
、
主
文
に
入
る
ま
え
に
命
令
趣
旨
が
要
約
し
て
示
さ

れ
る
〔
『
析
津
志
輯
侠
』
一
九
七
〕
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
よ
く
み
る

と
、
基
本
の
骨
格
で
は
、
通
例
の
「
〔
道
奥
〕
;
:
・
:
:
根
底
宣
議
聖
旨
」
の
形

は
備
わ
っ
て
い
る
。
命
令
封
象
者
が
宛
先
と
し
て
列
摩
さ
れ
た
あ
と
、
内
容

要
約
が
挿
入
さ
れ
た
だ
け
と
も
い
え
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
河
南
鹿
邑
の
老

子
大
清
宮
に
あ
る
了
巳
年
(
モ
ン
ケ
宮

E
間
宮
の
七
年
。
二
一
五
七
)
の

海
都

O
色
合
太
子
の
令
旨
で
あ
る
。
ま
ず
‘
冒
頭
定
型
句
の
直
後
に
、

「
張
元
帥
俺
根
底
奏
告
来
j
i
-
-
-
這
般
設
有
/
張
元
帥
(
張
柔
の
こ
と
)
が

わ
れ
ら

予
に
上
奏
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
:
:
;
:
(
と
)
こ
の
よ
う
に
い
っ
た
」

と
設
令
の
端
絡
が
述
べ
ら
れ
た
の
ち
、
「
道
奥
黄
河
那
口
口
口
底
把
軍
官
毎
、

管
民
官
毎
、
蓬
魯
花
口
口
、
口
往
行
踏
底
軍
毎
」
と
つ
づ
け
ら
れ
る
〔
光
絡

『
鹿
邑
豚
志
』
巻
一

O
下
、
慈
文
。
門

UE
〈
白

5
2
5
0∞
七
一

g
n
Z
5・ロ

0

8
・
8
∞|
ω
吋
「
茶
飯
悶
/
加
。
道
略
五
二
九
〕
。
こ
ち
ら
は
、
本
令
旨
に
ち

か
い
構
成
だ
が
、
そ
れ
で
も
命
令
針
象
者
に
「
道
輿
」
す
る
か
た
ち
は
か
わ

ら
な
い
。
よ
う
す
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
知
見
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
木
令
旨

は、

「道
輿
:
:
:
:
」

「
j
i
-
-
根
底
」

「
:
:
:
・
:
根
底
宣
議
令
旨
」
「
道

県
j
i
-
-
-根
底
宣
議
令
旨
」
の
い
ず
れ
か
の
謀
説
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ

る
も
の
の
、
移
録
原
文
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
可
能
性
も
排
除
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
こ
で
、
モ

ン
ゴ
ル
語
再
構
案
で
は
雨
援
を
並
記
す
る
。

日

行
自
「
随
庭
諸
来
」

は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
直
誇
鰻
漢
文
で
「
随
庭
」

の
用
例
を
知
ら
な
い
。
と
く
に
不
可
解
な
の
は
、
「
諸
」
で
あ
る
。
字
句

を
訂
正
せ
ず
に
、
こ
の
ま
ま
で
あ
え
て
強
讃
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

「随
庭
よ

り
こ
こ
に
来
た
り
て
」
と
譲
め
な
く
は
な
い
が
、
そ
れ
で
は
や
は
り
あ
ま
り

に
も
不
自
然
で
あ
る
。
誤
篤
な
い
し
は
脱
字
と
す
る
の
が
素
直
だ
ろ
う
。
そ

の
場
合
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
。

ω「
諸
」
を
「
誇
」
の
誤
篤
と

み
て
、
「
随
庭
よ
り
請
来
し
て
」
と
讃
む
。

ω
「
諸
」
の
あ
と
に
「
人
」

を
お
ぎ
な
い
、
「
随
庭
の
(
ま
た
は
、
よ
り
)
諸
人
が
来
た
り
て
」
と
譲
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む。

ω
「
随
慮
よ
り
」
の
「
よ
り
」
と
考
え
、
「
諸
」
を
コ
一
泉
」
に
校
訂

す
る
。

ω「
来
」
を
二
音
節
化
し
た
「
口
来
」
だ
と
考
え
、
「
到
来
」
も

し
く
は
「
前
衆
」
に
校
訂
す
る
。
さ
て
、

ωで
は
、
高
信
・
貴
人
な
ど
が
や

っ
て
き
た
り
、
も
し
く
は
呼
ん
で
こ
ら
れ
た
り
す
る
意
味
に
な
っ
て
し
ま

う
。
た
だ
、
一
般
に
廟
に
さ
さ
げ
も
の
を
す
る
場
合
、
庶
民
で
は
「
焼
香
裂

紙
」
(
香
を
そ
な
え
紙
銭
を
焼
く
)
だ
け
な
の
に
、
本
碑
で
は
路

l
m行
目

に
「
献
之
」
「
損
壊
」
と
あ
っ
て
貴
人
が
献
貢
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
く

も
な
い
の
で
、
こ
れ
で
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

ωで
は
、
主
語
が
明
示

さ
れ
る
の
で
、
モ
ン
ゴ
ル
語
の
原
文
を
想
定
し
や
す
く
な
る
。
た
だ
し
、
既

知
の
直
誇
鐙
漢
文
の
命
令
文
で
「
諸
人
」
の
用
例
を
ほ
と
ん
ど
み
な
い
の
が

絞
黙
で
あ
る
。

ωの
場
合
、
た
と
え
ば
「
轡
子
団
地
裏
来
的
官
人
毎
/
南
中

園
地
方
か
ら
や
っ
て
き
た
や
く
に
ん
た
ち
」
と
い
っ
た
用
例
も
あ
る
の
で
、

語
法
上
は
問
題
な
い
が
、
「
随
庭
」
に
コ
泉
」
が
つ
く
か
ど
う
か
は
不
明
。

ま
た
、
直
前
に
「
廟
裏
」
と
あ
る
か
ら
、
「
裏
」
を
か
さ
ね
て
使
う
可
能
性

は
う
す
い
だ
ろ
う
。
こ
の
令
旨
は
、
全
鐙
に
わ
た
っ
て
、
類
似
の
文
脈
で
同

一
の
漢
語
表
現
を
と
る
の
を
明
ら
か
に
避
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
判
と
す

る
な
ら
ば
、
「
前
来
」
の
ほ
う
が
ふ
つ
う
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
で
は
、
漢
語

と
し
て
は
き
わ
め
て
単
純
・
自
然
な
形
と
な
り
、
「
随
庭
か
ら
香
を
そ
な

え
、
お
そ
な
え
を
し
に
く
る
の
で
」
の
意
味
と
な
る
。
結
局
、

ωωωω
い

ず
れ
も
決
定
案
と
は
な
ら
な
い
が
、
現
時
黙
で
は

ωな
い
し

ωが
遁
蛍
で
は

な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
ひ
き
つ
づ
く
「
焼
香
火
」
は
、
ふ
つ
う
で
は
「
焼

香
」
。
た
だ
し
、
元
刊
本
雑
劇
三
十
種
の
な
か
の
『
小
張
屠
焚
見
救
母
』
劇

の
第
三
折
《
石
楠
花
》
の
末
句
に
、
「
何
須
体
焼
香
火
曜
問
銭
財
」
と
あ
る
か

ら
、
あ
や
ま
り
で
は
な
い
。
ま
た
「
迭
供
」
の
二
字
は
、
{
子
義
は
明
ら
か
だ

が
、
用
例
を
知
ら
な
い
。
「
供
献
」
を
使
う
の
が
ふ
つ
う
だ
ろ
う
。
蒙
漢
合

壁
命
令
文
で
は
、
「
施
献
」
の
用
例
も
あ
る
。

u
i
u行
目
「
常
」

は
明
ら
か
に
あ
や
ま
り
。
「
つ
ね
に
」
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
「
つ
ね

に
」
の
意
で
は
、
ふ
つ
う
「
常
川
」
「
常
切
」
を
使
う
。
「
常
」
を
「
嘗
」

と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
否
定
の
強
調
に
は
、
「
曾
」
は

使
う
が
、
「
嘗
」
は
少
な
い
。
そ
の
う
》
え
、
そ
の
場
合
、
「
不
曾
」
「
不

嘗
」
と
使
い
、
こ
の
令
旨
の
よ
う
な
「
不
得
」
の
と
き
に
は
「
並
不
得
」
と

な
る
。
そ
こ
で
、
「
常
」
と
{
子
種
の
似
た
文
字
を
考
え
る
と
「
蛍
」
が
あ
る

が
、
「
不
得
賞
騒
擾
者
」
で
は
お
か
し
い
。
「
嘗
」
を
使
い
、
な
お
か
つ
も

う
一
字
が
脱
落
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
じ
ゃ
ま
す
る
」
の
意
味
で

「
蛍
掬
」
「
阻
嘗
」
な
ど
の
熟
語
が
想
定
さ
れ
る
が
、
校
訂
作
業
と
し
て
は

窓
意
に
か
た
む
く
。
結
局
、
よ
い
案
は
な
く
、
日
本
語
誇
で
は
ひ
と
ま
ず
否

定
の
強
調
の
意
で
解
し
て
お
く
。

U
行
目
「
件
物
」
は
、
ふ
つ
う
で

は
「
物
件
」
。
名
調
を
二
音
節
化
す
る
場
合
、
「
馬
」
が
「
馬
匹
」
と
な
る

よ
う
に
、
「
名
詞
+
量
詞
」
と
な
る
の
が
遁
例
だ
ろ
う
。
日
M

M
行
自

「
但
有
的
献
之
」
の
句
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
こ

れ
を
献
じ
」
と
強
讃
し
て
も
、
文
脈
上
、
不
自
然
き
わ
ま
り
な
い
。
そ
も
そ

も
、
モ
ン
ゴ
ル
語
直
誇
陸
漢
文
と
し
て
「
之
」
は
異
様
で
あ
り
、
類
例
も
な

い
。
こ
の
あ
た
り
、
か
な
り
多
く
の
脱
字
の
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
校

訂
作
業
と
し
て
は
最
少
限
度
の
補
訂
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
つ
ぎ

の
四
つ
の
案
を
考
え
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
文
章
は
、
お
そ
ら
く
「
す
べ
て

の
:Ei---
さ
さ
げ
も
の
を
こ
わ
す
な
」
の
方
向
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
、
ま

ず
ま
ち
が
い
な
い
。
「
但
」
は
「
凡
」
の
意
だ
か
ら
、
「
但
有
」
は
「
お
よ

そ
j
i
-
-
が
あ
れ
ば
み
な
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
「
但
有
+
名
詞
」
と
い
う

型
で
あ
る
。
こ
の
形
で
考
え
る
な
ら
ば
、
「
的
献
之
」
を
名
詞
に
費
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
第
一
案
は
「
但
有
恥
献
之
」
な
い
し
「
但
有
併
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献
的
」
と
校
訂
す
る
。
前
者
な
ら
ば
、
「
こ
れ
に
献
じ
る
所
」
と
や
や
文
言

調
の
名
詞
句
と
な
り
、
こ
れ
を
よ
り
口
語
風
に
い
う
た
め
に
は
、
後
者
の
よ

う
に
「
供
献
的
」
と
二
字
は
幾
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
案
は
、
「
但

有
的
献
貢
」
な
い
し
「
但
有
的
献
上
」
と
校
訂
す
る
。
こ
ち
ら
は
、
直
謬
鐙

漢
文
に
は

「
す
べ
て
」
の
意
味
で

「
但
有
的
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
と
想

定
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
す
べ
て
の
」
な
ら
ば
「
態
有
的
」
が
首

然
で
あ
り
、
か
な
り
苦
し
い
校
訂
と
な
る
。
「
態
有
的
」
は
、
こ
の
令
旨
で

も
直
前
の

m
l
M行
自
に
み
え
、
命
令
文
碑
刻
に
も
用
例
〔
禁
録
白
/
灯
、

前
/
印
〕
が
確
認
で
き
て
問
題
は
な
い
が
、
「
但
有
」
の
場
合
、
こ
の
令
旨

の
直
後
の

m
l
m行
自
に
も
「
但
有
別
了
的
人
毎
」
と
あ
る
よ
う
に
「
但
有

的
」
の
形
を
と
る
例
を
み
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
令
旨
の
全
睦
を
な
が
め
る

と
、
「
都
:
:
:
、
藤
有
的
、
不
棟
甚
慶
:
:
:
、
但
有
的
:
:
:
、
但
有
:
:
:
」

と
同
一
の
表
現
を
も
ち
い
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
禁
止
命
令
に
つ
い
て
も

「
不
得
・
:
:
者
、
休
:
:
:
者
(
三
例
〉
、
休
得
:
:
・
者
」
と
す
こ
し
ず
つ
表

現
を
獲
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
謬
者
が
配
慮
し
た
結
果
だ
ろ
う
。

そ
の
黙
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
「
但
有
閏
」
の
表
現
は
ふ
つ
う
で
は
ほ
と
ん

ど
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
同
一
の
表
現
を
避
け
た
い
葬
者
は
や
む
な
く
苦
し
ま

ぎ
れ
に
使
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
、
こ
の
形
で
考
え
る
な
ら
ば
、

「
献
之
」
の
部
分
は
名
詞
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
献
貢
」
な
い
し
「
献

上
」
と
校
訂
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
「
上
」
と
し
た
場
合
、
「
之
」
と
字
形

は
似
て
い
る
か
ら
、
そ
の
黙
は
よ
い
が
、
「
献
上
」
で
名
詞
に
な
る
か
ど
う

か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
三
案
と
し
て
「
但
有
的
」
を
「
謄
有
的
」

に
校
訂
す
る
考
え
も
な
り
た
つ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
も
「
献
之
」
を
名

詞
に
繁
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
二
字
は
幾
え
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
三
案
は
漢
文
だ
け
を
考
え
た
が
、
蒙
漢
合
壁
の
一
三
一
二
一
年
の
易
州

龍
興
観
慾
旨
碑
に

「
HRN
.R札

r
k
g
R
/
な
ん
で
あ
れ
か
れ
ら
の
も
の
」

の
モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
に
射
し
て

「
但
是
他
毎
的
/
お
よ
そ
か
れ
ら
の
も
の
」

〔
奈
録
万
/
施
。
パ
ク
パ
文
字
モ
ン
ゴ
ル
語
面
の
拓
影
日
】
V
D
右
目
呂
町
斗
・

1
白
お
ム
〕
の
漢
語
が
み
え
、
こ
れ
を
典
援
と
す
れ
ば
、
「
但
有
他
毎
的
献

之
」
と
少
な
く
と
も
二
字
を
お
ぎ
な
っ
た
形
も
考
え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
、

「
献
之
」
の
部
分
は
、
既
述
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
の
こ
る
。
こ

れ
が
第
四
案
。
モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
の
再
構
案
で
は
第
四
案
に
ち
か
い
形
で
一
不

し
、
日
本
語
誇
で
は
ど
の
場
合
で
も
適
臆
す
る
よ
う
な
誇
を
か
か
げ
る
。

日
行
目
「
上
頭
」

は
、
こ
の
ま
ま
で
は
前
後
の
文
脈
が
つ
づ
き
に
く
い
。

山
西
永
柴
宮
に
現
存
す
る
《
道
士
渚
徳
沖
請
疏
碑
》
の
碑
陽
の
額
に
刻
さ
れ

る
中
統
三
年
(
一
二
六
二
〉
二
月
一
二
日
附
の
昌
童
似

gm円

g
m大
王
の
令

旨
の
官
頭
定
型
句
に
「
上
頭
天
底
気
力
裏
」
旬
、
氷
祭
宮
』
園
版
一
九
八
〕

と
あ
る
よ
う
に
、
「
上
頭
」
で
「
上
(
の
)
、
上
方
〈
の
)
/
た
官
、
ご
を
あ
ら

わ
す
場
合
も
な
く
は
な
い
が
、
も
と
よ
り
こ
こ
で
は
『
元
朝
秘
史
』
に
「
禿

刺
/
E
F
/
J
た
め
」
の
努
誇
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
「
上
頭
」
で
あ

る
〔

H
b叶
P

間怠・

50ω
ニ
¥
ミ

y
間念・

5
8
を
は
じ
め
合
計
四
十
六

筒
所
に
み
え
る
〕
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
既
知
の
蒙
漢
合
壁
欣
態
の
命
令
文
の

な
か
に
用
例
は
み
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
そ
う
し
た
文
脈
が
、
た
ま

た
ま
現
在
し
ら
れ
て
い
る
合
壁
碑
刻
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
ろ

う
。
モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
を
と
も
な
わ
な
い
直
誇
陸
自
話
風
漢
文
で
は
、
碑
刻

資
料
・
典
籍
資
料
を
問
わ
ず
‘
「
J
た
め
」
を
意
味
す
る
「
上
頭
」
の
用
例

は
じ
つ
に
多
い
。
そ
の
場
合
、
モ
ン
ゴ
ル
語
で
は
「
言
問
。
」
の
ま
え
に
は
、

か
な
ら
ず
「
，
V
P
・R
・，

p
，s
r
-
S尚

一

/
J
の
」
、
も
し
く
は
「
S
F
H
2
4

/
こ
の
、
そ
の
」
が
つ
い
て
、
「
ー
の
た
め
」
、
も
し
く
は
「
こ
の
た
め
、

そ
の
た
め
」
と
な
る
の
に
封
廃
し
て
、
漢
誇
も
「
J
的
上
頭
、

i
底
上
頭
」
、
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も
し
く
は
「
這
上
頭
、
那
上
頭
」
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
篤
」
が
先

導
し
て
、
「
篤
:
:
:
上
頭
」
と
か
か
り
む
す
び
の
形
で
漢
課
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
寅
際
の
直
誇
睦
漢
文
命
令
文
を
刻
す
る

碑
文
の
現
物
で
確
認
を
こ
こ
ろ
み
る
と
、
例
え
ば
、
ク
ピ
ラ
イ
即
位
直
後
の

命
令
文
で
大
元
ウ
ル
ス
ロ
日
。
泊
三
ど
ミ

g
hミ
と
ま
成
立
後
の
愛
令

サ

ル

と
し
て
は
も
っ
と
も
早
い
族
見
年
(
中
統
元
年
庚
申
H
一
一
一
六
O
年
)
六
月

一
四
日
、
開
卒
府
に
て
設
令
の
《
彰
徳
上
清
正
一
宮
聖
旨
碑
》
第
一
裁
で

は
、
「
震
這
般
上
頭
、
把
着
行
踏
閏
聖
回
日
興
来
/
こ
の
よ
う
な
た
め
に
、
も

っ
て
ゆ
く
聖
旨
を
あ
た
え
た
」
〔
奈
録
お
/
お
一
六
行
目
。
こ
の
聖
旨
は
碑

陽
を
上
下
回
裁
に
仕
切
っ
て
合
刻
さ
れ
た
最
上
裁
に
刻
さ
れ
る
。
古
家
録
が
こ

れ
を
成
宗
テ
ム
ル
元
貞
二
年
丙
申
に
繋
年
す
る
の
は
あ
や
ま
り
。
詳
細
は
杉

山
一
九
九

O
a
一
三
七
頁
を
参
照
。
原
碑
で
は
二
一
|
一
四
行
自
〕
と
い
う

用
例
が
あ
る
。
ま
た
、
ク
ピ
ラ
イ
政
権
以
前
の
い
わ
ゆ
る
「
前
期
直
誇
腫
」

で
し
る
さ
れ
る
モ

γ
ケ
時
代
の
壬
子
年
(
一
二
五
二
)
四
月
二
七
日
の
立
石

に
か
か
る
そ
ン
ケ
設
令
・
李
志
常
劉
付
の
《
解
州
安
邑
豚
長
春
観
葡
萄
園
保

護
聖
旨
劉
付
碑
》
で
は
、
「
那
上
頭
、
奥
聖
旨
来
/
そ
の
た
め
に
、
聖
旨

を
あ
た
え
た
」
〔

nz〈陪ロロ
g
H
S∞一

12nzz
ロ。

S
.
ω
8
1
8
H
.

奈
録
日
/
口
日
九
行
目
。
同
碑
を
移
録
す
る
胡
勝
之
『
山
右
石
刻
叢
編
』
巻

二
四
で
、
「
那
公
頭
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
あ
や
ま
り
〕
の

例
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
令
旨
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
至
元
一
七
年
(
一
二

八
O
)
蒸
州
披
豚
紳
山
長
生
首
向
車両
宮
の
勢
都
見
大
王
令
旨
碑
で
は
、
「
石
良

人
魚
他
関
洞
好
修
行
底
上
頭
、
輿
了
令
旨
/
石
億
人
は
、
彼
が
洞
を
開
い
て

よ
く
修
行
す
る
た
め
、
令
旨
を
あ
た
え
た
」
〔
北
園
四
八
八

O
、
道
略
六

三
二
に
拓
影
。
禁
録
お
/
幻
、
道
略
六
三
一
に
録
文
〕
と
い
う
句
が
み
え

る
。
三
例
と
も
に
、
「

l
の
た
め
、
聖
旨
(
も
し
く
は
令
旨
)
を
あ
た
え
た
」

と
い
う
構
造
で
あ
り
、
「
上
頭
」
ま
で
の
文
章
が
聖
旨
・
令
旨
な
ど
の
命
令

文
を
降
付
す
る
理
由
な
い
し
は
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み

に
、
直
誇
鐙
に
よ
る
『
孝
経
直
解
』
で
も
「
因
震
這
〔
も
し
く
は
那
〕
般

的
上
頭
」
「
篤
這
〔
那
〕
上
頭
」
「
這
〔
那
〕
上
頭
」
の
諸
型
が
み
ら
れ

る
。
さ
て
、
こ
の
令
旨
の
蛍
一
該
一
箇
庭
前
後
の
文
脈
は
、
「
お
ま
え
た
ち
は
、

:
:
:
す
る
な
。
:
:
:
す
る
な
。
:
:
:
す
る
な
。
:
:
:
の
た
め
、
劉
伯
源
に
令

旨
を
あ
た
え
た
」
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
「
上
頭
」
の
前
に
、
最
低
限
で

も
「
這
」
も
し
く
は
「
那
」
の
一
字
分
の
脱
字
が
確
貧
に
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
上
頭
」
そ
の
も
の
を
「
那
般
/
そ
の
よ
う
に
」
や
「
腹

道
/
と
、
と
て
、
と
い
っ
て
」
の
誤
篤
と
す
る
考
え
も
な
り
た
つ
が
、
一

字
の
追
加
だ
け
で
済
む
前
掲
の
「
那
上
頭
、
聖
旨
輿
来
」
の
質
例
が
命
令
文

碑
刻
に
あ
る
以
上
、
校
訂
と
し
て
は
安
嘗
な
態
度
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

{
語
註
】
こ
の
令
旨
に
見
え
る
単
語
や
術
語
、
と
り
わ
け
そ
の
モ
ン
ゴ
ル
語

原
語
の
再
構
案
に
つ
い
て
は
、
相
嘗
量
の
註
記
が
不
可
依
で
あ
る
が
、
紙
幅

の
徐
裕
が
な
く
、
次
の
二
黙
を
の
ぞ
い
て
、
す
べ
て
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
さ
て
、
そ
の
第
一
黙
は
、
二
行
目
の
「
大
王
」
で
あ
る
。
元
代
の
公
記

録
に
お
い
て
、
「
大
王
」
が
「
太
子
」
の
次
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
モ
ン
ゴ
ル

王
族
の
稽
践
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
〔
杉
山
一
九
九

一
日
一
九
三
〕
。
問
題
は
、
そ
の
モ
ン
ゴ
ル
語
原
語
で
あ
る
。
可
能
性
の
一

は
漢
語
「
大
王
」
の
不
十
分
な
音
誇
か
と
お
も
わ
れ
る
〔
巴
〕
〉
ペ
・
4
〈〉
Z
穴

V
監
Z
E
r
V
E
-
-
S聞
の
表
記
が
、
管
見
の
か
ぎ
り
ラ
シ
l
ド
・
ウ
ッ

デ
ィ

l
ン
『
集
史
』
部
族
志
に
た
だ
一
箇
所
だ
が
用
例
が
あ
る
こ
と
で
あ
る

〔C
吋
h
p
N
E
〕
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
、
よ
り
大
き
な
可
能
性
を
感
じ
さ
せ

る
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
で
「
子
」
を
意
味
す
る

rcd
も
し
く
は

rcdロ
で

あ
る
。『
元
朝
秘
史
』
で
は
、
可
冗

E
d
、
可
温

E
d
E、
可
冗
錫

E
d札
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の
形
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
努
誇
と
し
て
「
子
」
「
見
子
」
「
子
毎
」
な

ど
、
営
然
の
漢
語
謬
が
添
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の

は
、
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
の
具
鐙
名
が
列
翠
さ
れ
る
文
脈
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の

諸
王
の
こ
と
を
「
可
冗
傷
大
王
毎
」
「
可
冗
的
大
王
行

(
E
d札

'
N

大

王
ら
を
ど
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ
ル
語
き
が

が
一
般
に
「
子
、
男
子
」
を
意
味
す
る
以
外
に
、
と
く
に
モ
ン
ゴ
ル
壬
手
の

意
味
で
も
使
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
『
事
林
康

記
』
と
通
祷
さ
れ
る
一
連
の
書
物
に
は
、
『
至
元
詩
語
』
な
い
し
は
『
蒙
古

謬
語
』
と
い
う
名
の
蒙
漢
封
詩
語
集
集
が
一
例
を
の
ぞ
い
て
枚
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
著
名
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
「
君
官
門
」
の
官
頭
に
見
え
る

「
大
王
口
」
「
太
子
口
」
に
つ
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
語
を
あ
ら
わ
す
位
置
に
記
さ

れ
て
い
る
「
口
」
を
従
来
の
よ
う
に
飲
字
あ
る
い
は
空
格
の
意
と
せ
ず
、
そ

の
ま
ま
素
直
に
ぎ
が
を
表
わ
し
て
い
る
と
解
す
れ
ば
、
「
大
王
」
「
太

子
」
に
相
賞
す
る
モ
ン
ゴ
ル
語
原
語
は

E
d
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た

と
な
い
詮
竣
と
な
る
。
元
代
の
漢
文
文
献
に
お
い
て
、
「
口
」
は
例
え
ば
「
怯

憐
口
」

h
司
自
を

E
d
(家
の
子
)
の
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
語

E
d
を
表

わ
す
一
音
-
謬
字
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
の
で
、
「
口
」
を
除
、
定

と
見
な
す
こ
と
は
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、

フ
レ
グ
・
ウ
ル
ス
第
九
代
の
君
主
ア
プ

1
・サ
l
イ
l
ド
〉
百

ω由民間与の

浅
後
、
フ
レ
グ
の
血
脈
で
は
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
推
戴
さ
れ
た
こ
と
で

名
高
い
ア
リ
ク
・
プ
ケ
の
後
沓
ア
ル
パ
・
カ
l
ウ
l
ン
〉
司

3
・E
ロ
ロ
で
あ

る
。
彼
の
名
の
後
半
の
要
素
穴
〉
者
Z
は
、
あ
き
ら
か
に
モ
ン
ゴ
ル
語

r・E
J
b
b・S
同
で
、
名
前
全
鰻
で
「
ア
ル
パ
・
ケ
ウ
ン
」
、
す
な
わ
ち
「
ア

ル
パ
王
子
」
を
意
味
す
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
『
集
史
』
ク
ピ
ラ
イ
・
カ
ア

ン
紀
の
第
二
章
、
「
カ
ア
ン
に
雇
従
す
る
王
子
た
ち
と
大
将
た
ち
」
の
僚
の

冒
頭
に
摩
げ
ら
れ
て
い
る
ト
ク
タ

-
p
l
ン
吋
当
。
吋
〉
・
穴
者
Z
〔
二
字
目

の
T
は
、
イ
ス
タ
ン
プ
ル
本
で
は
黙
が
な
く
、

E
∞
ヨ
の
み
で
あ
る
。
な
お

本
稿
で
は
ア
ラ
ピ
タ
の
翻
字
に
お
い
て
寓
本
で
は

E
∞
ヨ
だ
け
の
場
合
、
イ

タ
リ
ク
鐙
で
示
す
〕
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
彼
は
、
ナ
ヤ
ン

Z
毛
田
口

敗
滅
後
の
「
タ
ガ
チ
ャ
ル
吋
ミ
丸
山
『
の
ウ
ル
ク

C
E
A
」
、
す
な
わ
ち
一
脅
一
園

東
方
の

E
大
勢
力
で
あ
る
オ
ッ
チ
ギ
ン

O
E開
5
王
家
の
蛍
主
と
な
っ
た

人
物
で
、
漢
文
文
献
で
は
「
脱
脱
大
王
」
「
諸
王
院
院
」
「
遼
王
挽
脱
」
な
ど

と
記
さ
れ
る
。
嘗
該
部
分
を
ふ
く
む
英
謬
を
試
み
た
ボ
イ
ル
同
・
〉
・

ωミ一
ぬ

も
註
記
し
て
い
る
よ
う
に
〔
回
♀
r

H

U

叶
?
司
N
∞白・同・ロ
H
∞
品
〕
、
一
只
者
Z

は
お
そ
ら
く
モ
ン
ゴ
ル
語

E
d誌
の
不
十
分
な
音
篤
な
の
で
あ
り
、
や
は

り
「
ト
ク
タ
王
子
」
の
意
に
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
本
来
は
「
子
、
息
子
」

を
意
味
す
る

E
dロ
J
r
dロ
を
「
王
子
」
の
意
味
で
も
使
う
の
は
、
ボ
イ

ル
も
附
言
す
る
よ
う
に
、
ト
ル
コ
語
。
~
己
の
用
法
に
似
る
。
質
際
に
モ
ン

ゴ
ル
時
代
の
文
献
で
も
、
例
え
ば
オ
ゴ
デ
イ
の
庶
子
力
ダ
ア
ン

(
O
邑
尺
2

恰
丹
〉
が
『
集
史
』
や
『
五
分
枝
』
に
お
い
て
「
カ
ダ
ア
ン
・
オ
グ
ル
」

。
包
帥
切
削
ロ

-ct-vぬ
bnp"
が
干
ミ
宮
内
と
呼
ば
れ
る
の
を
は
じ
め
、
同
様
の

例
が
ベ
ル
シ
ア
語
史
書
で
は
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
回
世
紀
中

菜
、
と
り
わ
け
二
二
四

0
年
代
か
ら
五

0
年
代
こ
ろ
の
書
寓
か
と
推
定
さ
れ

て
い
る
敦
燥
莫
高
窟
裂
現
の
有
名
な
ウ
イ
グ
ル
語
併
典
の
奥
書
で
チ
ャ
ガ

タ
イ
系
チ
ュ
ベ
イ
九
日
忌
包
一
門
の
西
寧
王
家
の
一
員
の
ア
ス
タ
イ
が

〉凹
CE--o百
戸
と
呼
ば
れ
て
い
る
〔
羽
田
日
一
六
一
二
〕
。
モ
ン
ゴ
ル
語

r
q
E
ロ

と
ト
ル
コ
語
系
の

oE-
が
、
全
く
同
じ
機
能
で
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
蛍
時
の
ベ
ル
シ
ア
語
史
書
で
は
、
「
子
、
息
子
」
を
意
味
す
る
司
広
告

が
、
「
皇
子
、
王
子
」
の
意
の
釘
rN包
白
と
同
義
で
使
わ
れ
て
い
る
例
さ

え
自
に
す
る
〔
叫
d
q
-
N
N
与
〕
。
こ
う
し
た
現
象
に
通
底
す
る
も
の
と
し
て
、
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首
時
ひ
ろ
く
モ
ン
ゴ
ル
諸
玉
、
王
子
に
た
い
し
て
「
子
、
息
子
」
を
意
味
す

る

r0・E
ロ
お
よ
び
そ
の
同
義
語
で
呼
び
な
ら
わ
し
た
こ
と
が
反
映
し
て
い

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
既
述
の
『
元
朝
秘
史
』
と
『
事
林
庚
記
』
の
事
例

か
ら
、
漢
語
「
太
子
」
「
大
王
」
の
劉
態
語
が
い
ず
れ
も

z
d
[
ロ
]
と
さ

れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
、
モ
ン
ゴ
ル
治
下
に
通
有
の
呼
稽
法
を
あ
る
い
は

逆
査
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
黙
は
、
二

O
行
自
の
「
大
礼
撒
裏
射
」
で
あ
る
。
原
文
で
は
「
射
裏
」

と
あ
る
が
、
あ
き
ら
か
に
「
裏
射
」
の
誤
潟
で
あ
り
、
全
鐙
で
「
大
ジ
ャ
サ

に
あ
て
る
」
の
意
味
に
な
る
。
礼
撒
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
モ
ン
ゴ
ル
語
の

y
g
l〕8
2
で
、
ト
ル
コ
語
系
で
は

u
B
Z
J可
8
2
と
な
る
。
『
元

史
』
袋
二
に
「
筆
言
は
大
法
令
」
と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
ジ
ャ
サ
そ
の
も
の

の
論
議
は
控
え
、
「
大
礼
撒
裏
射
」
の
モ
ン
ゴ
ル
語
原
語
を
問
題
と
す
る
。

管
見
の
か
ぎ
り
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
完
全
同
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
語
諸
文
献

で
は

「(
ジ
ャ
サ
〉
に
あ
て
る
」
の
寅
例
は
-
意
外
に
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
同
時
代
の
漢
語
文
献
の
ほ
か
、
『
集
史
』
を
は
じ
め
と
す
る
ベ
ル

シ
ア
語
史
書
で
は
、

g
h
E印

刷

g
s
z
eロ
と
い
う
表
現
は
き
わ
め
て
頻
出

し
、
「
ヤ
サ
に
い
た
ら
し
め
る
、
ヤ
サ
に
か
け
る
」
を
意
味
す
る
。
ジ
ャ
サ

〔
ク
〕
、
も
し
く
は
ヤ
サ
〔
ク
〕
は
、
事
賓
上
「
軍
律
」
の
こ
と
で
あ
り

〔
本
回
二
一
四
九
〕
、
結
果
と
し
て
右
の
ベ
ル
シ
ア
語
の
表
現
は
「
死
刑
に

彪
す
る
、
慮
刑
す
る
」
の
意
味
と
な
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
ま
ず
ま
ち
が
い
な
く
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
も
の
と
お
も
わ
れ
る
二
件
の
ウ

イ
グ
ル
文
書
に
、
い
官
民
N
h
Q
'
H
R
N
A叫
H
A叫

S
・2
H

h

h

豆
諸
「
ヤ
サ
に
あ
る
罰
に
あ
た

る
ベ
し
」
、
ハ
ミ

E
1言
、
南
守
刊
誌
・

2
芯
も
.
、
「
ヤ
サ
に
あ
る
罰
に
〔
私
は
〕

あ
た
る
」
の
表
現
が
確
認
さ
れ
る
〔
梅
村
日
四
九
二
。
こ
れ
は
、
森
安
孝

夫
の
一
不
敬
に
よ
る
。
ウ
イ
グ
ル
語
円
陣
間
・
は
、
「
届
く
、
至
る
」
の
意
で
あ

る
か
ら
、
使
役
形

g
m
E
?
に
す
れ
ば
、

g
a
z
s
g∞
E
a
g
や
「
大
礼

撤
裏
射
」
と
同
一
の
表
現
と
な
る
。
そ
こ
で
、
モ
ン
ゴ
ル
語
原
文
の
再
構
案

で
は
、
右
の
ベ
ル
シ
ア
語
、
ウ
イ
グ
ル
語
の
表
現
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
「
透
潟

語」

g
E
5
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
の
俵
定
に
立
ち
、

sma
に
相
嘗

す
る
と
考
え
ら
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
語

E
?
を
宮
司
問
中
と
他
動
詞
化
し
た
う

え
で
、
し
か
も
こ
の
「
大
礼
撒
裳
射
」
は
他
の
用
例
か
ら
推
し
て
文
脈
上
、

「大
ジ
ャ
サ
ク
に
あ
て
る
ぞ
」
の
意
で
「
大
礼
撒
裏
射
也
者
」
と
な
る
の
が

自
然
で
あ
る
と
の
剣
断
か
ら
、
言
、
句
、
丸
山
ぬ
と
い
う
形
を
示
す
。
た
だ
し
、

も
ち
ろ
ん
既
知
の
文
献
に
は
在
詮
さ
れ
な
い
作
文
で
あ
る
。

註(
1
〉
本
稿
作
成
の
過
程
で
李
治
安
よ
り
『
元
代
分
封
制
度
研
究
』
(
天
津

古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
)
を
被
贈
い
た
だ
い
た
。
詳
細
は
、
お
そ

ら
く
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
書
F

評
に
ゆ
ず
り
、
本
稿
と
の
関
連
で
い
え

ば
、
投
下
研
究
の
従
来
の
水
準
を
数
段
階
お
し
す
す
め
る
内
容
で
あ

る
。
氏
の
努
力
に
封
し
て
、
心
よ
り
の
敬
意
と
祷
賛
を
お
く
り
た
い
。

も
と
よ
り
、
投
下
に
か
か
わ
る
問
題
は
複
雑
多
岐
で
あ
り
、
本
稿
冒
頭

で
述
べ
る
よ
う
な
研
究
状
況
は
依
然
と
し
て
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

(

2

)

乾
隆
『
楢
川
勝
士
山
』
巻
二
下
、
寺
観
、
三
八

a
|一一一九
a
に
も
全
く

同
文
が
載
る
。
民
園
『
猶
川
豚
士
山
』
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。
十
数
年

前
、
乾
隆
『
浴
川
豚
志
』
に
こ
の
令
旨
が
載
る
こ
と
を
筆
者
に
示
教
さ

れ
た
の
は
森
田
憲
司
で
あ
る
。
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

(

3

)

こ
れ
ら
の
文
献
リ
ス
ト
は
、
紙
幅
の
節
約
の
た
め
、
杉
山
一
九
九

O

a
の
末
尾
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
し
、
最
近
著
の
中
村
・
松
川

一
九
九
三
の
文
献
リ
ス
ト
の
ほ
う
が
、

は
る
か
に
充
貧
し
て
い
る
。
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(
4
〉
寅
は
嘗
一
該
箇
所
に
「
己
見
」
の
字
が
誤
脱
し
て
い
る
が
、
他
所
で
の

記
述
慢
例
か
ら
「
己
見
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
5
〉
も
ち
ろ
ん
、
碑
刻
が
原
文
書
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
再
現
し
て
い
る

保
設
は
な
い
。
漢
文
に
よ
る
同
一
の
命
令
文
が
い
く
つ
か
の
別
の
程
式

で
刻
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
す
べ

て
鎧
式
上
の
把
握
が
意
味
を
も
た
な
い
か
の
よ
う
に
主
張
す
る
む
き
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
逆
に
漢
語
に
よ
る
石
刻
欣
態
し
か
考
え
な
い
偏
狭
な

意
見
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
期
に
は
、
各
種
の
言
語
に
よ
る
原
文
書
が
少

な
か
ら
ず
の
こ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
程
式
上
・
書
式
上
の

匡
別
は
歴
然
と
あ
る
の
で
あ
る
。

(

6

)

『元
史
』
成
宗
本
紀
、
元
貞
二
年
三
月
甲
氏
。
同
年
四
月
己
亥
朔
。

問
、
大
徳
六
年
一
一
月
庚
氏
。
岡
、
大
徳
七
年
五
月
乙
卯
。
向
、
武
宗

本
紀
、
大
徳
一
一
年
七
月
壬
申
。
同
月
丁
丑
。
問
、

至
大
元
年
三
月
丁

卯
。
向
、
仁
宗
本
紀
、
至
大
四
年
一
一
月
辛
亥
。
問
、
各
一

O
七、

宗

室
世
系
表
。
向
、
各
一

O
八
、
諸
王
表
。
向
、
径
二
二
八
、
康
皇
脱
脱

出
陣
。
貧
潜
『
金
華
賀
先
生
文
集
』
巻
二
八
、
教
賜
康
里
氏
先
坐
碑
。
一
克

明
善
『
清
河
集
』
稿
香
零
拾
本
、
巻
二
、
太
師
浜
陽
忠
武
王
碑
。
『
南

村
綴
耕
録
』
雀
て
大
元
宗
室
世
系
。
民
園
『
昌
楽
勝
績
士
山
』
倉
一
七
、

劉
氏
先
坐
之
記
。
『
遇
制
傑
格
』
径
二
八
、
六
b

七
b
。
問
、
巻

六
、
三
二

a
l
一一一一一

b
。
『
定
裏
金
石
記
』
各
三
、
亮
公
孝
行
之
碑
。

併
性
慧
徳
園
融
庚
昭
一大
師
端
公
碑
(
拓
本
)
。

(

7

)

前
註
の
『
清
河
集
』
太
師
浜
陽
忠
武
王
碑
に
、
「
也
皇
干
公
主
は
、

あ

ね

宗
王
失
禿
見
の
女
、
斉
王
八
不
沙
の
女
兄
な
り
」
と
あ
る
の
も
、
元
明

義
口
の
執
筆
時
期
は
ナ
ヤ
ン
事
繁
後
で
あ
る
か
ら
、
同
収
賄
の
意
が
合
意
さ

れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

(

8

)

そ
の
根
嬢
と
す
る
の
は
、
『
金
華
黄
先
生
文
集
』
の
殺
賜
康
皇
氏
先

壁
碑
と
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
使
う

『
元
史
』
康
里
脱
脱
ぬ
g
h
h
同
コ
ミ
さ

俸
に
い
う
「
宗
王
牙
忽
禿
て

A
寝
台
、
其
の
奮
民
を
斉
王
八
不
沙
の

部
中
よ
り
徴
す
。
都
境
諸
王
、
斉
王
を
奉
じ
て
牙
忽
禿
を
攻
め
ん
と
欲

す
。
斉
王
、
牙
忽
都
を
奔
ら
す
を
健
れ
て
以
て
之
を
避
く
。
迭
に
斉
王

の
反
を
告
す
。
脱
院
、
簿
問
し
て
寅
を
得
、
乃
ち
斉
王
を
回
押
し
、
而
し
て

諸
王
を
嶺
南
に
徒
す
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
年
次
は
、
至
大
三
年
(
一
三

一
O
〉
と
翌
四
年
三
月
の
仁
宗
即
位
ま
で
の
聞
で
あ
る
。
内
容
上
は
仁

宗
本
紀
、
至
大
四
年
一
一
月
、
「
辛
亥
、
諸
王
不
里
牙
屯
句
"
に

NEHS

等
、
八
不
沙
を
認
す
る
に
不
法
を
以
て
す
。
詔
し
て
不
里
牙
屯
・
禿
干

叫

4
2
3
を
河
南
に
、
因
忽
乃
を
揚
州
に
、
納
里
を
湖
庚
に
、
太
那
を

江
西
に
、
班
出
冗
那
を
雲
南
に
窓
す
」
と
連
動
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
本
文
五
節
末
尾
に
引
用
し
た
『
通
制
篠
格
』
各
六
の
案
件
は

皇
慶
元
年
(
二
二
一
二
)
一
二
月
二
七
日
の
こ
と
で
、
仁
宗
時
代
で
も

パ
プ
シ
ャ
は
カ
サ
ル
家
嘗
主
と
し
て
在
世
し
て
い
る
。

(

9

)

例
え
ば
、
『
元
史
』
成
宗
木
紀
、
至
元
三
一
年
(
一
二
九
四
)
九
月

庚
申
、
武
宗
本
紀
、
大
徳
一
一
年
(
一
三

O
七
)
七
月
己
丑
。

(

m

)

一
九
八
五
年
、
若
松
寛
園
長
の
も
と
内
蒙
古
を
訪
問
し
た
お
り
、

イ
ラ
ル
の
内
蒙
古
呼
倫
貝
爾
盟
展
覧
館
に
て
黒
山
頭
古
城
の
卒
面
園
が

展
示
さ
れ
て
い
る
の
を
目
賭
し
た
。
そ
の
園
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
多

少
こ
と
な
り
、
よ
り
詳
し
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
時
の
手
認
の
園
と
メ

モ
が
手
許
に
あ
る
が
、
そ
れ
を
利
用
す
る
権
限
と
責
任
は
筆
者
に
は
な

い
と
考
え
る
の
で
、
本
稿
で
は
従
来
の
デ
ー
タ
に
と
ど
め
る
。

(
日
)
こ
の
質
誼
に
は
庖
大
な
手
績
き
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
結
論
だ

け
を
述
べ
、
詳
細
は
別
の
機
舎
に
述
べ
た
い
。
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(
ロ
〉
挑
極
「
李
公
家
廟
碑
」
(
『
元
文
類
』
径
二
一
、
『
牧
苓
集
』
巻
一

二
〉
、
呉
澄
「
李
武
感
公
家
停
後
序
L

(

『
奥
文
正
集
』
巻
一
四
〉
、
張

伯
淳
「
李
武
敏
米
A

墓
田
記
」
(
『
養
蒙
文
集
』
各
三
)
、
劉
岳
申
「
李
公

廟
碑
」
(
『
申
祷
文
集
』
巻
七
〉
、
柳
貫
「
李
武
感
公
新
廟
碑
銘
」
(『
柳

待
制
文
集
』
径
九
〉
、
張
伯
淳

「
盆
都
猶
爽
等
路
管
軍
首
門
戸
李
公
墓
誌

銘
」
(『養
蒙
文
集
』
巻
四
)
、
奥
澄
「
江
西
行
省
卒
章
政
事
李
公
墓
誌

銘
」
(
『
呉
文
正
集
』
晶
包
囲
二
)
な
ど
。

(
日
〉
山
東
の
探
馬
赤
軍
が
曹
州
を
中
心
に
展
開
す
る
の
は
、
も
と
も
と
塔

思
火
魯
赤
吋
g
I
G
O
円
岱
が
駐
留
し
た
の
に
因
み
、
の
ち
河
北
山
東
蒙

古
軍
都
元
帥
府
の
本
接
が
曹
州
済
陰
勝
一
帯
に
お
か
れ
た
。
こ
の
あ
た

り
は
、
一
二
五
九
年
に
ク
ピ
ラ
イ
が
南
伐
の
お
り
に
駐
夏
し
た
と
こ
ろ

で
も
あ
り
、
借
地
に
好
適
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

(

M

)

エ
ジ
ル
大
王
の
名
は
、
紳
通
寺
遺
祉
に
現
在
も
立
つ
「
通
理
妙
明
調

師
淳
愚
長
老
雲
公
碑
銘
井
序
」
(
大
徳
一

O
年
丙
午
の
立
石
〉
の
な
か

に
、
大
徳
三
年
己
亥
(
一
二
九
九
)
に
同
寺
に
射
す
る
保
護
特
許
令
旨

を
降
付
し
た
「
也
只
里
大
王
」
と
し
て
刻
さ
れ
て
い
る
。
紳
通
寺
は
摘
阿

南
路
の
西
南
境
に
近
い
。
こ
れ
も
や
は
り
、
ヵ
チ
ウ
ン
家
の
投
下
領
に

か
か
わ
る
こ
と
だ
か
ら
こ
そ
、
エ
ジ
ル
は
令
旨
を
奥
え
た
の
で
あ
る
。

483 

文
献
表

梅
村
坦
「
違
約
罰
納
官
文
言
の
あ
る
ウ
ィ
グ
ル
文
書
|
と
く
に
そ
の
作

成
地
域
と
年
代
の
決
定
に
つ
い
て
」
『
東
洋
皐
報
』
五
八
|
三
・

四
、
一
九
七
七
。

杉
山
正
明
「
ク
ピ
ラ
イ
と
大
都
」
京
都
大
祭
人
文
科
畢
研
究
所
『
中
園
近

世
の
都
市
と
文
化
』
京
都
、
同
朋
合
、
一
九
八
因
。

「
西
暦
一
一
一
一
一
四
年
前
後
大
元
ウ
ル
ス
西
境
を
め
ぐ
る
小
札

記
」
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
二
七
、
一
九
八
七
。

「
元
代
蒙
漢
合
壁
命
令
文
の
研
究

ω」
『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の

研
究
』
五
、
一
九
九

O
。
〔
一
九
九

O
a
〕

「草円且
土
守
関
端
太
子
令
旨
碑
の
-謬
註
」
『
史
箇
』
四
七
、
一
九

九
O
。
〔
一
九
九

O
b〕

「
東
西
文
献
に
よ
る
コ
デ
ン
王
家
の
系
譜
」
『
史
箇
』
四
八
、

一
九
九
一
。

高
橋
文
治
「
太
宗
オ
ゴ
デ
イ
笑
巳
年
皇
-
帝
聖
旨
誇
註
」
『
追
手
門
皐
院
大

民
平
文
皐
部
紀
要
』
二
五
、
一
九
九
一
。

中
村
淳
・
松
川
節
「
新
設
現
の
蒙
漢
合
壁
少
林
寺
聖
旨
碑
」
『
内
陸
ア
ジ

ア
一一
一
言
語
の
研
究
』
八
、
一
九
九
三
。

弱
田
亨
「
回
鶴
誇
本
安
慧
の
倶
合
論
質
義
疏
」
『
羽
田
博
士
史
皐
論
文

集』

下
、
京
都
、
東
洋
史
研
究
曾
、
一
九
五
八
。
(
原
裁
は
一
九

二
五
)

本
田
貫
信

「
フ
ラ
グ
・
ウ
ル
ス
の
イ
グ
タ
l
制」

『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
研

究
』
一
九
九
一
。
(
原
載
は
一
九
五
九
〉

三
上
次
男
「
フ
ル
ン
・
プ
イ
ル
地
方
の
考
古
率
的
遺
跡
」
『
蒙
古
拳
』
一
、

一
九
三
七
。

北
京
国
書
館
金
石
組
編
『
北
京
圏
書
館
蔵
中
園
歴
代
石
刻
拓
本
集
編
』
四

八
、
鄭
州
、
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九

O
。
〔
北
画
〕

奈
美
彪
『
元
代
白
話
碑
集
録
』
北
京
、
科
皐
出
版
社
、
一
九
五
五
。

〔
奈
録
〕

陳
垣
編
、
陳
智
超
・
曾
慶
瑛
校
補
『
道
家
金
石
略
』

北
京
、
文
物
出
版
社
、

一
九
八
八
。
〔
道
略
〕
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daughter and Caratai married Alci Noyan's cousin's daughter. Alci Noyan

was ａ leader of Unggirad tribe. The important point to note is that in

this generation ａ sister-eχchangemarriage was made between Joci and

とiγｕwho was A161 Noyan's son　(figure 1). It means the establishment

of ａ mutual marriage alliance between the two families｡

　　　

In the ｎｅχtgeneration, however, Ogodei's son Kiifiu married Alci

Noyan's granddaughter Qataqa§and Tolui's son Qubilai married Alci

Noyan's daughterとabui (figure 4, 6). This means thatin place of Joci's

　　　

V

　　　　　　　　　　　　　

●･
and Ca?-atai'sfamilies Ogodei's and Tolui's families formed ａ marriage

alliance with the lineage of Alci Noyan｡

　　　

０ｎ the other hand, ａlineage of Quduqa Beki who was ａ leader of

Oyrad tribe expanded theirａ伍nal relationship with the family of Cinggis

Qan.

　

Quduqa Beki's daughter and granddaughters were married to Cinggis

Qan's grandsons who were Batu, Qara Hulegij, Mongke, Hiilegiiand Ariq

Boke.

　

These marriages were based on ａ pattern of reciprocalｅχchange

of women (figure 7)｡

　　　

Under this situation Mongke Qan ascended the throne.　He executed

Qataqas, Al己ｉNoyan's granddaughter, because she was ａ mother of his

rival Siremun. During the reign of Mongke (⊇an the lineage of Ａ１とｉ

Noyan reduced their power as affinalrelativesof royal family and practi-

cally they maintained their affinalrelationship only with Qubilai's family.

FROM THE INSCRIPTION OF THE

MONGOL PRINCE BABUSA'S EDICT

　　　　　　

SUGIYAMA Masa'aki

　　

The Chinese local history of Zichuan xian 潅川蒜edited in the reign

of Kangxi 康煕records the inscription of the Mongol prince Babusa's edict

erected in the temple of Binglingwang miao 炳宣王廟at Wangcun dian

王村店, about twenty-five kilometers westward of the town of Zichuan.

This edict has very useful informations about the appanages belonging to

Joci-Qasar ulus, located in Eastern Mongolia and North China. Through

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－



deciphering and analyzing of this edict l would like to show ａ definite

sample of Mongol domination in the thirteenth and fourteenth centuries,

i.ｅ.the Mongol period.

４－


